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1. はじめに 

1.1 主旨・基本的考え方 

 令和４年６月に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部
を改正する法律」が公布され、2025年4月以降（予定）は原則全ての新築等に係る建築物について、建築物エネ

ルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」という。）への適合が義務づけられる予定である。これに伴い、木造戸
建て住宅の設計を行う建築士は、設計図書において、省エネ基準に係る建材や設備の仕様等を明示する必要があ
る。 

 本マニュアルは、仕様基準（住宅用途のみ。以下本資料集において同じ。）を用いた木造戸建て住宅の省エネ基
準に係る設計の適正な実施を図るため、図面等への省エネ基準に係る内容の記載方法について、より具体的に例
示することを目的としている。 

なお、住宅用途で省エネ基準に適合させるには、詳細な計算法（以下「標準計算法」という。）を用いることが
可能であるが、本マニュアルでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適
合性判定（以下「省エネ適判」という。）が不要となる、仕様基準を用いた場合について記載している。具体的な

設計図書への記載項目等は、表１.1のとおりとなるが、より詳細な記載内容については、「２．記載項目の具体
的内容」を参照されたい。ただし、記載する設計図書等はあくまで例示であり、他の図書に必要事項が明示され
ている場合は、必ずしも当該図書を要するわけではない。 

 また、仕様基準を用いない場合は、別途木造戸建て（標準計算）住宅事例に係る設計・監理資料集を参照し、
適切に設計図書を作成する必要がある。 
 

1.2 本資料の構成 

「２．記載項目の具体的内容」では、表１.1の種別ごとに、「1) 記載項目」に記載項目、記載例、記載する設
計図書の例を表にまとめている（図1.1.1）。また、「2) 設計図書の記載例」に記載項目の設計図書への記載方法

の例を示している（図1.1.2）。 
 
 

 
 
 

 
 
                         

 
図1.1.1 「1) 記載項目」の例           図1.1.2 「2) 設計図書の記載例」の例 
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表１.1 設計図書への記載項目・記載する設計図書の例（木造戸建て住宅・仕様基準） 

種別 記載項目 記載する設計図書の例 

外皮 

仕様基準の対象部位 平面図、断面図 

建築物の種類（建て方） 平面図 

部位の構造及び工法 平面図、断面図 

断熱材の施工法 平面図、断面図 

部位の熱貫流率 平面図、断面図、熱貫流率計算書 

部位の断熱材の熱抵抗値 仕様書、平面図、断面図 

開口部の熱貫流率 仕様書、平面図 

窓の日射熱取得率 仕様書、平面図 

ガラスの日射熱取得率 仕様書、平面図 

付属部材の有無 平面図、断面図 

ひさし、軒等の有無 断面図、立面図 

暖房設備 
暖房方式 仕様書、平面図 

暖房設備の種類及びその効率 仕様書、平面図 

冷房設備 
冷房方式 仕様書、平面図 

冷房設備の種類及びその効率 仕様書、平面図 

換気設備 

比消費電力 仕様書 

換気方式 仕様書、平面図 

ダクトの内径 仕様書、平面図 

電動機の仕様 仕様書 

照明設備 非居室の照明設備の種類 仕様書、平面図 

給湯設備 
給湯機の種類 仕様書、平面図 

給湯機の効率等 仕様書 

 
 上表において、建材又は設備機器等の種別や性能値等を示す際は、国立研究開発法人建築研究所が定めホーム

ページ上で公開する、技術情報（https://www.kenken.go.jp/becc/、以下「建研技術情報」という。）に記載する
JIS等の規格に基づく種別、性能値等である必要がある。そのため、図面等においては性能値の根拠となる規格
等に関する情報を明示する必要があるため留意されたい。 
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2. 記載項目の具体的内容 

2.1 外皮 

2.1.1 外皮（開口部以外） 

 設計図書の記載方法には、適用する基準に応じて下表①及び②に示す2パターンがある。 

1) 記載項目 

 記載項目 
記載例 

記載する設計図書の例 
①熱貫流率基準 ②断熱材熱抵抗基準 

2.1-1 仕様基準の対象部位 外壁（通気層有り） 外壁 平面図、断面図 

2.1-2 建築物の種類 

（建て方） 

一戸建ての住宅 平面図 

2.1-3 部位の構造及び工法 木造軸組工法 平面図、断面図 

2.1-4 断熱材の施工法、 
厚さ 

JIS A9521 GW32-36厚
105㎜充填断熱、構造用
合板厚12.5㎜ 

JIS A9521 GW32-36
厚105㎜充填断熱 

仕様書、平面図、断面図 

2.1-5 部位の熱貫流率 0.404W/（㎡・K）  平面図、断面図、熱貫流率
計算書 

2.1-6 部位の断熱材の熱抵
抗値 

 2.9（㎡・K）/W 仕様書、平面図、断面図 

※ 建材等の熱物性値は、建研技術情報などを参照。 

 
2) 設計図書の記載例 

木造住宅の設計図書の記載例を以下に示す。仕様基準では外皮の部位の断熱性能について、「熱貫流率の基準」

又は「断熱材の熱抵抗の基準」のいずれかに適合する必要があり、前者については部位を構成する断熱材や面材
などを、後者は断熱材のみについて明示する。なお、必要に応じ断熱材等の建材の熱物性値に係る根拠資料を添
付する。 

なお、「断熱材熱抵抗基準」を用いる場合、断熱材の厚さ（ｍ）を当該断熱材の熱伝導率（W/(ｍ・Ｋ)）で除
することにより、基準値と比較する熱抵抗値を求めることが出来る（表1.2.1参照）。一方「熱貫流率基準」を用
いる場合、建研技術情報に公開する計算法に則り、基準値と比較する熱貫流率を求めるため注意する必要があ

る。 
また、上記のいずれかの基準に応じて、監理すべき事項や完了検査段階での検査対象が異なるため、設計図書

等で用いた基準を確認できるよう記載することが望ましい。 
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a ) 1階平面図（一戸建ての住宅） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

仕様表（仕様基準） （参考様式）
建築物省エネ法第10条に基づく省エネ基準適合義務に関する事項

断熱仕様 工法 備考（適用）
断熱仕様 屋根 該当なし

天井 GWHG16-38厚200㎜ 天井上敷き込み R値5.3（R値基準）
外壁 GWHG16-38厚105㎜ 充填断熱 R値2.8（R値基準）
床 外気に接する XPS3種aA厚95㎜ 根太間断熱 R値3.4（R値基準）

上記以外 XPS3種aA厚65㎜ 根太間断熱 R値2.4（R値基準）

土間床等 外気に接する XPS3種aA厚50㎜ 内張り断熱 R値1.8（R値基準）、UB下のみ

の基礎壁 上記以外 XPS3種aA厚50㎜ 内張り断熱 R値1.8（R値基準）、UB下のみ
開口部 窓 UW＝2.97、ηW＝0.51（枠G仕様）

ドア 金属枠、金属製フラッシュ構造戸 UD＝2.33（枠戸仕様）
（ドアポスト、ドア内ガラス無し）

仕様等が複数ある場合、省エネ基準適合判断に必要な仕様等を以下に記載
小項目

アルミ枠、Low-E複層ガラスA12(取得型)

項目

外
皮
断
熱
基
準

2.1-2 建築物の種類（建て方） 

2.1-4 断熱材の施工法 

2.1-1 仕様基準の対象部位 2.1-3部位の構造及び工法 

適用した基準明示の例 
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b ) 1階平面図（複合住宅） 
 

 

 

 

 

 

※ 住戸と同様の熱的環境となる室（他住戸、非住宅用途）との境界（上図の点線部分）には、仕様基準は適用
されないが、一定の断熱施工等を行うことが望ましい。 

  

2.1-1 仕様基準の対象部位 

2.1-2 建築物の種類（建て方） 

2.1-4 断熱材の施工法 

2.1-3部位の構造及び工法 
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c ) 断面図 

 

（一戸建て） 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
（複合住宅） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

※ 住戸と同様の熱的環境となる室（他住戸、非住宅用途）との境界（上図の点線部分）には、仕様基準は適
用されないが、一定の断熱施工等を行うことが望ましい。 

  

2.1-1 仕様基準の対象部位 

2.1-1 仕様基準の対象部位 

2.1-4 断熱材の施工法 

2.1-4 断熱材の施工法 

2.1-2 建築物の種類（建て方） 
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d ) 部位の熱貫流率計算書の例 
 
 

 
 

 

e ) 省エネ仕様書（断熱材熱抵抗基準の場合） 
 

  
 

  

仕様表（仕様基準） （参考様式）
建築物省エネ法第10条に基づく省エネ基準適合義務に関する事項

断熱仕様 工法 備考（適用）
断熱仕様 屋根 該当なし

天井 GWHG16-38厚200㎜ 天井上敷き込み R値5.3（R値基準）
外壁 GWHG16-38厚105㎜ 充填断熱 R値2.8（R値基準）
床 外気に接する XPS3種aA厚95㎜ 根太間断熱 R値3.4（R値基準）

上記以外 XPS3種aA厚65㎜ 根太間断熱 R値2.4（R値基準）

土間床等 外気に接する XPS3種aA厚50㎜ 内張り断熱 R値1.8（R値基準）、UB下のみ

の基礎壁 上記以外 XPS3種aA厚50㎜ 内張り断熱 R値1.8（R値基準）、UB下のみ
開口部 窓 UW＝2.97、ηW＝0.51（枠G仕様）

ドア 金属枠、金属製フラッシュ構造戸 UD＝2.33（枠戸仕様）
（ドアポスト、ドア内ガラス無し）

仕様等が複数ある場合、省エネ基準適合判断に必要な仕様等を以下に記載
小項目

アルミ枠、Low-E複層ガラスA12(取得型)

項目

外
皮
断
熱
基
準

2.1-3部位の構造及び工法 
2.1-5部位の熱貫流率 

2.1-4 断熱材の施工法 2.1-1 仕様基準の対象部位 

2.1-1 仕様基準の対象部位 

2.1-6 部位の断熱材の熱抵抗値 
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表1.2.1 断熱材種別と厚さに応じた熱抵抗値への換算表（JIS） 
（繊維系断熱材） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  

50㎜ 89㎜ 90㎜ 95㎜ 105㎜ 120㎜ 140㎜ 155㎜
通常品10-50 0.050 1.0 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1
通常品10-49 0.049 1.0 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4 2.9 3.2
通常品10-48 0.048 1.0 1.9 1.9 2.0 2.2 2.5 2.9 3.2
高性能品HG10-47 0.047 1.1 1.9 1.9 2.0 2.2 2.6 3.0 3.3
高性能品HG10-46 0.046 1.1 1.9 2.0 2.1 2.3 2.6 3.0 3.4
通常品XX-45、高性能品HG10-45 0.045 1.1 2.0 2.0 2.1 2.3 2.7 3.1 3.4
通常品XX-44、高性能品HG10-44 0.044 1.1 2.0 2.0 2.2 2.4 2.7 3.2 3.5
高性能品HGXX-43 0.043 1.2 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3.3 3.6
通常品20-42、高性能品HG12-42 0.042 1.2 2.1 2.1 2.3 2.5 2.9 3.3 3.7
通常品20-41、高性能品HG12-41 0.041 1.2 2.2 2.2 2.3 2.6 2.9 3.4 3.8
通常品20-40 0.040 1.3 2.2 2.3 2.4 2.6 3.0 3.5 3.9
通常品24-38、高性能品HGXX-38 0.038 1.3 2.3 2.4 2.5 2.8 3.2 3.7 4.1
高性能品HGXX-37 0.037 1.4 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 3.8 4.2
通常品XX-36、高性能品HGXX-36 0.036 1.4 2.5 2.5 2.6 2.9 3.3 3.9 4.3
通常品XX-35、高性能品HGXX-35 0.035 1.4 2.5 2.6 2.7 3.0 3.4 4.0 4.4
高性能品HGXX-34 0.034 1.5 2.6 2.6 2.8 3.1 3.5 4.1 4.6
通常品XX-33、高性能品HGXX-33 0.033 1.5 2.7 2.7 2.9 3.2 3.6 4.2 4.7
高性能品HGXX-32 0.032 1.6 2.8 2.8 3.0 3.3 3.8 4.4 4.8
高性能品HGXX-31 0.031 1.6 2.9 2.9 3.1 3.4 3.9 4.5 5.0
LA 0.045 1.1 2.0 2.0 2.1 2.3 2.7 3.1 3.4
LB 0.043 1.2 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3.3 3.6
LC 0.041 1.2 2.2 2.2 2.3 2.6 2.9 3.4 3.8
LD 0.039 1.3 2.3 2.3 2.4 2.7 3.1 3.6 4.0
MA 0.038 1.3 2.3 2.4 2.5 2.8 3.2 3.7 4.1
MB 0.037 1.4 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 3.8 4.2
MC、HA 0.036 1.4 2.5 2.5 2.6 2.9 3.3 3.9 4.3
HB 0.035 1.4 2.5 2.6 2.7 3.0 3.4 4.0 4.4
HC 0.034 1.5 2.6 2.6 2.8 3.1 3.5 4.1 4.6

0.040 1.3 2.2 2.3 2.4 2.6 3.0 3.5 3.9
0.052 1.0 1.7 1.7 1.8 2.0 2.3 2.7 3.0

熱伝
導率

分類 断熱材名称
（JIS A9521）

繊
維
系
断
熱
材

断熱厚さに応じた熱抵抗値（㎡・K）/W

インシュレーションファイバー断熱材ファイバーマット
インシュレーションファイバー断熱材ファイバーボード

グラスウール断熱材
（右欄記号中の
「XX」は複数種類あ
るため略）

ロックウール断熱材
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（繊維系以外の断熱材） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

20㎜ 25㎜ 30㎜ 35㎜ 40㎜ 50㎜ 60㎜ 90㎜ 105㎜ 120㎜ 150㎜
１号 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
２号 0.036 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.5 2.9 3.3 4.2
３号 0.038 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 2.4 2.8 3.2 3.9
４号 0.041 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 2.2 2.6 2.9 3.7
１種ｂA 0.040 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 2.3 2.6 3.0 3.8
１種ｂB 0.038 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 2.4 2.8 3.2 3.9
１種ｂC 0.036 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.5 2.9 3.3 4.2
２種ｂA 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
２種ｂB 0.032 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.8 3.3 3.8 4.7
２種ｂC 0.030 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.7 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0
３種ａA 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
３種ａB 0.026 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3 3.5 4.0 4.6 5.8
３種ａC 0.024 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5 3.8 4.4 5.0 6.3
３種ａD 0.022 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.3 2.7 4.1 4.8 5.5 6.8
３種ｂA 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
３種ｂB 0.026 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3 3.5 4.0 4.6 5.8
３種ｂC 0.024 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5 3.8 4.4 5.0 6.3
３種ｂD 0.022 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.3 2.7 4.1 4.8 5.5 6.8
１種 0.029 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 2.1 3.1 3.6 4.1 5.2
２種１号 0.023 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.2 2.6 3.9 4.6 5.2 6.5
２種２号 0.024 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5 3.8 4.4 5.0 6.3
２種３号 0.027 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.9 2.2 3.3 3.9 4.4 5.6
２種４号 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
Ａ種１ 0.034 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.6 3.0 3.5 4.4
Ａ種１H 0.026 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.9 2.3 3.4 4.0 4.6 5.7
Ａ種３ 0.040 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 2.2 2.6 3.0 3.7
１種１号、１種２号 0.042 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.1 2.5 2.9 3.6
２種 0.038 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 2.4 2.8 3.2 3.9
３種 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
１種X号ＡⅠ、ＡⅡ 0.022 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.3 2.7 4.1 4.8 5.5 6.8
１種X号ＢⅠ、ＢⅡ 0.021 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.4 2.9 4.3 5.0 5.7 7.1
１種X号ＣⅠ、ＣⅡ 0.020 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 4.5 5.3 6.0 7.5
１種X号ＤⅠ、ＤⅡ 0.019 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.6 3.2 4.7 5.5 6.3 7.9
１種X号ＥⅠ、ＥⅡ 0.018 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.8 3.3 5.0 5.8 6.7 8.3
２種1号ＡⅠ、ＡⅡ 0.036 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.5 2.9 3.3 4.2
２種2号ＡⅠ、ＡⅡ 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
２種3号ＡⅠ、ＡⅡ 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
３種1号ＡⅠ、ＡⅡ 0.035 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.4 1.7 2.6 3.0 3.4 4.3

フェノールフォーム断熱材
（右欄記号中の「X」は1～3
の数値全て共通の値とな
る。）

ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
断
熱
材

ビーズ法ポチスチレン
フォーム断熱材

押出法ポリスチレン
フォーム断熱材

ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
断
熱
材

硬質ウレタンフォーム
断熱材

吹付け硬質ウレタン
フォーム

分類 断熱材名称
（JIS A9521、JIS A9526）

熱伝
導率

断熱厚さに応じた熱抵抗値（㎡・K）/W

ポリエチレンフォーム断熱材
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2.1.2 外皮（開口部） 

1) 記載項目 

開口部（窓とドア）の熱性能（熱貫流率や日射熱取得率）は、同一の開口部であってもその性能を求める方法
に応じて値が異なることとなる。よって熱性能を求めた方法を示すと共に、当該方法で求めたことが分かる情報
を全て設計図書等に明示することが必要となる。 

開口部のうち窓の熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分かれており、それぞれで明示する内容や、必
要となる設計図書等が異なっている（表1.2.2参照）。 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 
④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めた窓の熱貫流率 

なお、仕様基準では、開口部の熱貫流率を定めているため、標準計算法で用いる開口部の熱貫流率の算定方
法を用いることができるが、開口部に設けられた付属部材等（シャッター、雨戸、和障子及び風除室の有無）の
効果を勘案することは出来ないので注意する必要がある。 

 
表1.2.2 窓の熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載項目 

 
記載項目※1 

窓の熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.1-7 製品名（建具）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-8 建具の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.1-9 窓種   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-10 製品名（ガラス）  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-11 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-12 スペーサー種別   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-13 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-14 窓寸法※3   ○  仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

※1 記載項目において、 
・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 

・「建具の仕様」とは、木製建具又は樹脂製建具、木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製
建具、金属製建具又はその他の別をいう。 

・「窓種」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式をいう。 

・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚数、中空層のガスの種類・濃度及び中空
層の厚さをいう。 

・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペー
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サー）の種別をいう。 

・「ガラス熱貫流率」とは、ガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 
・「窓寸法」とは、窓の大きさ（高さ、幅）をいう。 

※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書などをいう。 

※3 仕様基準の窓の熱貫流率において、窓の面積（当該窓が2以上の場合においては、その合計の面積）が
住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除外できる規定を用いている場合は、方法に関わら
ず窓寸法の確認が必要となる。 

 
仕様基準で定める窓の日射遮蔽性能を示す方法については、以下の①から⑥に分かれており、それぞれで明

示する内容や必要となる設計図書等が異なっている（表1.2.3参照）。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の日射熱取得率 
④ JIS等に基づいて算定されたガラスの日射熱取得率 
⑤ 付属部材（紙障子、外付けブラインド等）の設置 

⑥ ひさし、軒等（オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法がその下端から開口部の下場までの高
さの0.3倍以上のもの。以下同じ。）の設置 
 

表1.2.3 窓の日射遮蔽性能を求める方法に応じた設計図書等への記載項目 

 
記載項目※1※2 

窓の日射遮蔽性能を求める方法 
記載する設計図書の例※3 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

2.1-15 製品名（建具）   ○    仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-16 建具の仕様 ○ ○     仕様書、平面図、建具表 

2.1-17 窓種等   ○    仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-18 製品名（ガラス）  ○ ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-19 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.1-20 Low-E日射区分 ○      仕様書、平面図、建具表 

2.1-21 ガラス日射熱取
得率 

 ○ ○ ○   
仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-22 付属部材の設置     ○  仕様書、平面図 

2.1-23 ひさし、軒等の
設置 

     ○ 
仕様書、平面図、立面図 
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※1 記載項目において、 

 ・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「建具の仕様」とは、木製建具及び樹脂製建具又はその他の別などをいう。 
・「窓種等」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式や枠の色をいう。 

・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの種類（色等）、膜数や有無、ガラスの枚数などをいう。 
・「Low-E日射区分」とは、Low-Eガラスにおける日射取得型あるいは日射遮蔽型の別をいう。 

・「ガラス日射熱取得率」とは、ガラスの日射熱取得率（ηｇ）をいう。 
※2 仕様基準の開口部の日射遮蔽性能において、開口部の面積（天窓以外の開口部で、当該開口部が2以上

の場合においては、その合計の面積）が住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除外できる

規定を用いている場合は、①から⑥の方法に関わらず2.1-14と同様に窓寸法の確認が必要となる。 
※3 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 

 

次に開口部のうちドアの熱貫流率は、その性能を求める方法に応じて、以下の①から④に分かれており、それ
ぞれで明示する内容や必要となる設計図書等が異なっている（表1.2.4参照）。 
なお、一般的なドアは日射遮蔽性能に関する仕様基準は適用されないが、ドアのうち戸の大部分が透明材料

（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により熱貫流率及び日射遮蔽性能の確認が必要と
なるため注意されたい。 

 

① 戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
② 戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 

④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 
   

表1.2.4 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1 

ドアの熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.1-24 製品名（ドア）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-25 戸の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.1-26 戸の開閉形式   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-27 錠の有無等 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-28 ポストの有無 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-29 枠の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-30 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-31 スペーサー種別  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 
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2.1-32 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-33 ドア寸法   ○  仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

※1 記載項目において、 

・「製品名（ドア）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「戸の仕様」とは、金属製高断熱フラッシュ構造、金属製断熱フラッシュ構造、金属製フラッシュ構造、
金属製ハニカムフラッシュ構造、金属製又はその他の別をいう。 

・「戸の開閉形式」とは、片開き、親子、片袖、両袖等の開閉形式をいう。なお、片袖部、両袖部及び欄間
部に透明材料を用いる場合は、複数の仕様の異なる開口部として扱う。 

・「錠の有無等」とは、戸に設置された錠の有無及び数をいう。 

・「ポストの有無」とは、戸に設置された郵便受け等の有無をいう。 
・「枠の仕様」とは、木製、金属製熱遮断構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料製、
金属製又はその他の別をいう。 

・「ガラスの仕様」とは、ドアに部分的に設置されたガラスのLow-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚数、
中空層のガスの種類・濃度及び中空層の厚さをいう。 

・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペー

サー）の種別をいう。 
・「ガラス熱貫流率」とは、戸に設けたガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 
・「ドア寸法」とは、ドアの大きさ（高さ、幅及びガラス部分を有する場合はその高さ、幅を含む。）をい

う。 
※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 

 

2) 設計図書の記載例 

 窓については、表1.2.2①や表1.2.3①に記載する建具及びガラスの仕様に基づく開口部の性能が、一般的に広
く用いられることが想定される。具体的な建具の仕様（金属製や樹脂製など）やガラスの仕様（Low-E複層ガ

ラスなど）に応じた窓の熱性能値は、（一社）日本サッシ協会や（一社）板硝子協会のホームページなどで、早
見表が公開されているので参照されたい。 

 

a )  省エネ仕様書 
 

 
 
 

 

 

開口部 窓 UW＝2.97、ηW＝0.51（枠G仕様）
ドア 金属枠、金属製フラッシュ構造戸 UD＝2.33（枠戸仕様）

（ドアポスト、ドア内ガラス無し）

アルミ枠、Low-E複層ガラスA12(取得型)

仕様基準への適合確認を行う開口部の仕様 開口部種類 開口部の性能、性能の求め方 
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 b ) 平面図 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ ) 立面図 
 

 

 

 

 

 

なお、より詳細な方法となる、表1.2.2②及び表1.2.3②以降の方法を用いる場合、ガラスや建具全体の熱性能
値の根拠となる詳細な建具仕様等や、具体の熱性能値の値などを設計図書等に示すことが必要となるため、注意
されたい。 

 
 

  

2.1-22 付属部材の設置 

2.1-8 建具の仕様 

2.1-23 ひさし、軒等の設置 

2.1-19、-20 ガラスの仕様、Low-E日射区分 

庇下端から開口部下端までの寸法を表示 
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2.2 暖房設備 

1) 記載項目 

仕様基準では、住宅に設置する暖房設備について、下表の事項を図書等に記載することが必要となる。ただ
し、完了検査時点で暖房設備の設置が行われない場合、入居者設置など、その旨を設計図書等に記載すること

で仕様基準に適合するものと判断するため、具体の暖房設備の種類や性能を記載する必要はない。 

 
記載項目 記載例 

記載する設計

図書の例 

2.2-1 暖房方式 居室のみ暖房 仕様書 
平面図 2.2-2 暖房設備の種類及びその効率 ルームエアコンコンディショナー（い） 

 

2) 設計図書の記載例 

一戸建ての住宅の場合、専用の設備図面を作成することは稀であると考えられる。よって、一般的には省エネ
審査に必要な情報を、仕様書や平面図などに記載することとなる。 

なお、仕様基準におけるルームエアコンディショナーに関する適否は、暖房能力（冷房にあっては冷房能力）
を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であることを確認することにより判断
を行うこととなっている。 

  暖房設備（ルームエアコンディショナー）：－0.321×暖房能力（㎾）＋6.16 
  冷房設備（ルームエアコンディショナー）：－0.504×冷房能力（㎾）＋5.88 
ただし、実務上はルームエアコンディショナーの暖房性能と冷房性能を同時に確認できるようにするため、建

研技術情報に基づき定格冷房能力から暖房及び冷房に係る能力の判断を行うことができる次頁の表を用いる場
合がほとんどである。表では、定格冷房能力及び定格冷房能力を定格消費電力で除した数値（定格冷房エネルギ
ー消費効率）をもとに（い）、（ろ）又は（は）に区分しており、簡易に暖冷房の適否判断を行うことができる。 

ここで、仕様基準のルームエアコンディショナーに係る暖房及び冷房の基準値は下表の（ろ）の区分に該当す
るため、設置するルームエアコンディショナーの区分が、基準値相当である（ろ）又はより省エネ性能の高い
（い）である場合は、仕様基準に適合していると判断することができる。 
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定格冷房能力の区分 
エネルギー消費効率の区分を満たす条件 

区分（い） 区分（ろ） 区分（は） 

2.2kW以下 5.13以上 4.78以上5.13未満 4.78未満 

2.2kWを超え2.5kW以下 4.96以上 4.62以上4.96未満 4.62未満 

2.5kWを超え2.8kW以下 4.80以上 4.47以上4.80未満 4.47未満 

2.8kWを超え3.2kW以下 4.58以上 4.27以上4.58未満 4.27未満 

3.2kWを超え3.6kW以下 4.35以上 4.07以上4.35未満 4.07未満 

3.6kWを超え4.0kW以下 4.13以上 3.87以上4.13未満 3.87未満 

4.0kWを超え4.5kW以下 3.86以上 3.62以上3.86未満 3.62未満 

4.5kWを超え5.0kW以下 3.58以上 3.36以上3.58未満 3.36未満 

5.0kWを超え5.6kW以下 3.25以上 3.06以上3.25未満 3.06未満 

5.6kWを超え6.3kW以下 2.86以上 2.71以上2.86未満 2.71未満 

6.3kWを超える 2.42以上 2.31以上2.42未満 2.31未満 

 
a ) 仕様書（省エネ） 
 
 

 

 

  

設備機器 暖房設備 暖房方式 居室のみ暖房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

冷房設備 冷房方式 居室のみ冷房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

換気設備 換気方式等 ダクト式第三種機械換気設備 ダクト内径100φ
照明設備 非居室の仕様等 非居室設置照明は全てLED 便所、浴室、脱衣室設置
給湯設備 熱源種類 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）

仕様等 モード熱効率85.0％以上 参考型番 ○○社abcd-01
※ 上表に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

2.2-2 暖房設備の種類及びその効率 

2.2-1、暖房方式 
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b ) 平面図 

 

 

  ※ 「居室のみ暖房」の暖房方式で、一つの居室に複数の暖房設備を設置する場合、評価の優先順位が下表
のとおり定められている。例えば、上図のようにルームエアコンディショナーとFF暖房器が設置され
ている場合、FF暖房器が仕様基準への適合確認の対象となるため注意が必要である。また、次表に記
載の無い暖房設備（例えばマルチパッケージエアコンなど）は、設置していないものとして取り扱うこ
ととなる。 

 

評価の優先順位 「居室のみ暖房」で使用する暖房設備 
1 電気蓄熱暖房器 
2 電気ヒーター床暖房 
3 ファンコンベクター 
4 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 
5 温水床暖房、温水床暖房（併用運転に対応） 
6 FF暖房器 
7 パネルラジエーター 
8 ルームエアコンディショナー 

 

2.2-1、暖房方式※ 

2.2-2、暖房設備の種類
及びその効率 
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2.3 冷房設備 

1) 記載項目 

仕様基準では、住宅に設置する冷房設備について、下表の事項を図書等に記載する必要がある。ただし、完
了検査時点で冷房設備の設置が行われない場合、入居者設置など、その旨を設計図書等に記載することで仕様

基準に適合するものと判断するため、具体の冷房設備の種類や性能を記載する必要はない。 

 
記載項目 記載例 

記載する設計

図書の例 

2.3-1 冷房方式 居室のみ冷房 仕様書 
平面図 2.3-2 冷房設備の種類及びその効率 ルームエアコンコンディショナー（い） 

 

2) 設計図書の記載例 

冷房設備においても、仕様基準におけるルームエアコンディショナーに関する適否は、暖房設備における取
り扱いと同様に、エネルギー消費効率の区分（い）、（ろ）又は（は）により適否判断を行うことが可能であ

る。 
 

a ) 平面図 

 

2.3-1冷房方式 

2.3-2 冷房設備の種類及びその効率 
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b ) 仕様書（省エネ） 
 

 

 

 
ｃ) エネルギー消費効率の区分の表示例（カタログ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必要に応じ別途性能根拠資料等の確認、添付を行う。 

 

 

  

設備機器 暖房設備 暖房方式 居室のみ暖房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

冷房設備 冷房方式 居室のみ冷房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

換気設備 換気方式等 ダクト式第三種機械換気設備 ダクト内径100φ
照明設備 非居室の仕様等 非居室設置照明は全てLED 便所、浴室、脱衣室設置
給湯設備 熱源種類 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）

仕様等 モード熱効率85.0％以上 参考型番 ○○社abcd-01
※ 上表に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

2.3-2 冷房設備の種類及びその効率 

2.3-1冷房方式 

2.3-2 冷房設備の種類及びその効率 

ルームエアコンディショナーの型番 
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2.4 換気設備 

1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計

図書の例 

2.4-1 比消費電力 0.3W/(m3/h)以下 仕様書、平面
図、換気設備
図 

2.4-2 換気方式 ダクト式第三種換気設備 

2.4-3 ダクトの内径 内径75mm以上のダクトを使用 

2.4-4 電動機の仕様 DC（直流）モーター 

 
2) 設計図書の記載例 

a ) 平面図（壁付けの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
b ) 仕様書（省エネ）（ダクト式の例） 
 

 

  

設備機器 暖房設備 暖房方式 居室のみ暖房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

冷房設備 冷房方式 居室のみ冷房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

換気設備 換気方式等 ダクト式第三種機械換気設備 ダクト内径100φ
照明設備 非居室の仕様等 非居室設置照明は全てLED 便所、浴室、脱衣室設置
給湯設備 熱源種類 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）

仕様等 モード熱効率85.0％以上 参考型番 ○○社abcd-01
※ 上表に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

2.4-2 換気方式 
 「壁付式第三種換気設備 
 （24時間換気設備）」 

2.4-3 ダクトの内径 2.4-2換気方式 
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2.5 照明設備 

1) 記載項目 

仕様基準では、住宅に設置する非居室の照明設備について、下表の事項を図書等に記載する必要がある。た
だし、完了検査時点で該当する照明設備の設置が行われない場合、入居者設置など、その旨を設計図書等に記
載することで仕様基準に適合するものと判断することができる。 

なお、完了検査時点で一部の非居室に照明設備を設置する場合、設置した器具の全てが仕様基準に適合する
必要がある。 

 
記載項目 記載例 

記載する設

計図書の例 

2.5-1 非居室の照明設備の種類 非居室の照明設備は全てLEDを使用 仕様書、平

面図 

 

2) 設計図書の記載例 

仕様基準では、非居室の照明設備のみが対象となるため、居室の照明設備を記載することは要しない。 
 

a ) 平面図 

 

 

 

                               凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.5-1 非居室の照明設備の種類 
「ダウンライト（蛍光灯）」 
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b ) 仕様書（省エネ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

設備機器 暖房設備 暖房方式 居室のみ暖房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

冷房設備 冷房方式 居室のみ冷房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

換気設備 換気方式等 ダクト式第三種機械換気設備 ダクト内径100φ
照明設備 非居室の仕様等 非居室設置照明は全てLED 便所、浴室、脱衣室設置
給湯設備 熱源種類 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）

仕様等 モード熱効率85.0％以上 参考型番 ○○社abcd-01
※ 上表に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

2.5-1 非居室の照明設備の種類 
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2.6 給湯設備 

1) 記載項目 

 

 
記載項目 記載例 

記載する設

計図書の例 

2.6-1 給湯機の種類 ガス潜熱回収型給湯器 仕様書、平
面図 2.6-2 給湯機の効率等 モード熱効率81.5％ 

 

2) 設計図書の記載例 

a ) 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b ) 仕様書（省エネ） 
 

 

  

設備機器 暖房設備 暖房方式 居室のみ暖房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

冷房設備 冷房方式 居室のみ冷房
種類等 ルームエアコンディショナー（い）

換気設備 換気方式等 ダクト式第三種機械換気設備 ダクト内径100φ
照明設備 非居室の仕様等 非居室設置照明は全てLED 便所、浴室、脱衣室設置
給湯設備 熱源種類 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）

仕様等 モード熱効率85.0％以上 参考型番 ○○社abcd-01
※ 上表に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

2.6-2 給湯機の効率等 

2.6-1 給湯機の種類 2.6-2 給湯機の効率等 

2.6-1 給湯機の種類 
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ｃ ) ガス給湯器のモード熱効率の表示例（カタログ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必要に応じ別途性能根拠資料等の確認、添付を行う。 
  

2.6-2 給湯器の効率等 

給湯器の型番 
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3. 確認申請図書作成例（仕様基準に関する記載例） 
 

 

  

仕様表（仕様基準） （参考様式）
建築物省エネ法第10条に基づく省エネ基準適合義務に関する事項

断熱仕様 工法 備考（適用）
断熱仕様 屋根 該当なし

天井 GWHG16-38厚200㎜ 天井上敷き込み R値5.3（R値基準）
外壁 GWHG16-38厚105㎜ 充填断熱 R値2.8（R値基準）
床 外気に接する XPS3種aA厚95㎜ 根太間断熱 R値3.4（R値基準）

上記以外 XPS3種aA厚65㎜ 根太間断熱 R値2.4（R値基準）

土間床等 外気に接する XPS3種aA厚50㎜ 内張り断熱 R値1.8（R値基準）、UB下のみ

の基礎壁 上記以外 XPS3種aA厚50㎜ 内張り断熱 R値1.8（R値基準）、UB下のみ
開口部 窓 UW＝2.97、ηW＝0.51（枠G仕様）

ドア 金属枠、金属製フラッシュ構造戸 UD＝2.33（枠戸仕様）
（ドアポスト、ドア内ガラス無し）

設備機器 暖房設備 暖房方式 入居者設置
種類等

冷房設備 冷房方式 入居者設置
種類等

換気設備 換気方式等 ダクト式第三種機械換気設備 ダクト内径100φ
照明設備 非居室の仕様等 非居室設置照明は全てLED 便所、浴室、脱衣室設置
給湯設備 熱源種類 潜熱回収型ガス給湯器（エコジョーズ）

仕様等 モード熱効率85.0％以上 参考型番 ○○社abcd-01

一一級級建建築築士士登登録録　　大大臣臣登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号　　氏氏名名

※ 上表に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

仕様等が複数ある場合、省エネ基準適合判断に必要な仕様等を以下に記載
小項目

アルミ枠、Low-E複層ガラスA12(取得型)

一一級級建建築築士士事事務務所所　　△△△△県県知知事事登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号

項目

外
皮
断
熱
基
準

一
次
エ
ネ
基
準
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1. はじめに 

1.1 主旨・基本的考え方 

工事監理者である建築士は、設計図書に明示された省エネ基準に係る建材や設備の仕様等のとおりに工事が実
施されていることを確認する必要がある。 

本マニュアルは、仕様基準を用いた木造戸建て住宅の省エネ基準に係る工事監理の適正な実施を図るため、工
事監理の確認項目及び確認方法について、省エネ基準に係る工事に関し、より具体的に例示することを目的とし
ている。 

省エネ基準への適合確認にあたり、仕様基準を利用した場合における省エネ基準に係る工事監理の確認項目と
確認方法は、表2.１のとおりである。仕様基準を利用した場合の具体的な確認方法について、「２．確認のポイン
トの例示」において詳述するが、仕様基準を用いない場合は別途木造戸建て（標準計算）住宅事例に係る設計・

監理資料集を参照し、適切に工事監理の確認を行う。 
なお、完了検査申請を行う際は、申請書に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書（省エネ基準

工事監理報告書）を添付する必要がある。省エネ基準工事監理報告書の様式例は、「３.省エネ基準工事監理報告

書（仕様基準）」を参照されたい。ただし、特定行政庁によっては、別途、様式を定めていることもあるため、実
際の完了検査申請を行う際には、事前に、特定行政庁や指定確認検査機関に確認する必要がある。 
また、工事監理において、性能値の確認が必要な項目については、完了検査時において、建築主事又は指定確

認検査機関より、所定の性能を有していることを証明する書類（第三者認証に係る書類や自己適合宣言書）を求
められることがあるため、工事監理者は、書面や製造者のホームページ等により、当該書類を確認する必要があ
る。 

この第三者認証に係る書類として、JISマークの表示や JIS製品認証書等が該当する。また、自己適合宣言書と
して、例えば、JIS Q 1000に基づく当該製品に係る製品規格の JISへの自己適合宣言書や、JIS Q 17050-1に基づ
く試験方法を示した規格に基づき性能を確認していることの適合宣言書（様式例は別紙１参照）が該当する。な

お、一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページには、それらの書類を入手又は入手するための各製造
者の製品情報へのポータルサイト（温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト）が掲載されており、完了検査等に
おいて活用することができる。 
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表2.１ 設計図書の記載項目・確認方法の例（木造戸建て住宅・仕様基準） 

種別 記載項目 確認方法 

外皮 

仕様基準の対象部位 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認  
・目視に係る現地確認 建築物の種類（建て方） 

部位の構造及び工法 

断熱材の施工法 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 
・目視に係る現地確認 部位の熱貫流率 

部位の断熱材の熱抵抗値 

開口部の熱貫流率 ・製品ラベルや施工記録書等に係る書類確認 
・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

・目視に係る現地確認 
窓の日射熱取得率 

ガラスの日射熱取得率 

付属部材の有無 ・目視に係る現地確認 

ひさし、軒等の有無 ・目視に係る現地確認 

暖房設備 
暖房方式 ・目視に係る現地確認 

暖房設備の種類及びその効率 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

冷房設備 
冷房方式 ・目視に係る現地確認 

冷房設備の種類及びその効率 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

換気設備 

比消費電力 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

換気方式 ・目視に係る現地確認 

ダクトの内径 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

電動機の仕様 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

照明設備 非居室の照明設備の種類 
・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 
・目視に係る現地確認 

給湯設備 
給湯機の種類 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

給湯機の効率等 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

 

1.2 本資料の構成 

次ページ以降では、建材及び設備別に、次の３つのパートで工事監理の方法を解説している。 
「１）確認項目」では、設計図書の記載内容に応じて、工事監理で確認すべき項目を表に整理している。 

「２）具体的な確認方法」では、”納入前”、”材料納入時”、”施工後”などの工事の各段階において、前述の確認
すべき項目に応じた確認方法を表に整理している。また、標準的な工事監理で行われる確認内容のほか、省エネ
基準に係る工事監理に特有の確認内容について説明している。 

「３）確認する図書等の例」では、１）及び２）を踏まえ、確認する具体的な図書等の例を示している。 
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2.1 外皮 

2.1.1 外皮（開口部以外） 

1) 確認項目 

仕様基準における設計図書等（外皮の部位計算書や仕様表等。以下外皮について同じ。）の記載方法には、用
いる基準に応じ下表①又は②に示す2パターンがあり、それぞれ確認すべき項目が異なる。そのため、最初に設

計図書等が①又は②のどちらの基準を用いているかを判断し、該当箇所の確認作業を行う。 
 

設計図書の記載内容 
記載例 

確認項目 
①熱貫流率基準 ②断熱材熱抵抗基準 

2.1-1 仕様基準の対象部位 外壁（通気層有り） 外壁 施工部位等 

2.1-2 建築物の種類（建て
方） 

一戸建ての住宅 住宅の建て方 

2.1-3 部位の構造及び工法 木造軸組工法 部位の構造やその工法等 

2.1-4 断熱材の施工法、厚

さ 

JIS A9521 GW32-36厚

105㎜充填断熱、構造用
合板厚12.5㎜ 

JIS A9521 GW32-36

厚105㎜充填断熱 

断熱材の施工法及び層を

構成する建材等の仕様、
厚さ（断熱材の熱抵抗基
準の場合は断熱材の仕

様、厚さ） 
2.1-5 部位の熱貫流率 0.404W/（㎡・K）  

2.1-6 部位の断熱材の熱抵
抗値 

 2.9（㎡・K）/W 

※ 建材等の熱物性値の根拠となる規格等は、建研技術情報を参照のこと。 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用基準、監理範囲等 設計図書等に係る書類確認（適用する基準など） 

材料納入時 材質、厚さ等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録書等に係る書類確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される施工記録書（施工写真を含む。以下同じ。）・納入伝
票等により、使用される材料等が設計図書等に定める仕様及び施工方法に適合していることを確認している。さ
らに、必要に応じ、材料の初期納入時に立会い、使用材料が指定材料であることを製品・納品書・カタログ等に

記載された認証マークにより確認し、工事施工者から提出される施工写真等や、施工状況の立会い確認等を行っ
ている。 
省エネ基準に係る工事監理においては、上記の確認の際に、１）に示す用いる基準や設計図書等の記載内容に

ついて確認するとともに、設置状況を確認する。 
特に、設計図書等で部位の熱貫流率による基準を用いる場合は、当該部位の構成材料等のうち計算対象に含ま

れるかを確認した上で、確認対象とする材料等を特定し、当該材料が所定の熱性能を発揮できるよう施工されて

いることを確認する必要がある。 
また、設計図書等に熱性能に関する規格や試験方法が記載されている場合は、製品又は施工記録書等に当該規

格や試験方法に基づく記載があることを確認する。その際、工事監理者は、必要に応じ、使用する材料が所定の

熱性能を有していることを証明する書類（第三者認証、自己適合宣言書等）を工事施工者等に求める。例えば、
断熱材の熱性能の第三者認証に係る書類等として、JISマーク表示や一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
の「優良断熱建材認証書」等が該当する。 

なお、断熱材については、製造元より様々な流通経路を経て、工事現場に納入されることがあり、工事現場に
断熱材の仕様に係る情報が適確に伝達されるよう、工事施工者等に注意を促す必要がある。 

 

3) 確認する図書等の例 

材料等の仕様確認を行う際は、事前に評価に用いた方法や設計図書等の記載内容などに応じ、必要となる確認
項目が記載されている図書であることを確認する。 
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a) 目視確認の例（断熱材等の施工法） 

部位の熱貫流率を用いた場合、熱貫流率計算に用いた各層構成が適切に施工されていることを確認する。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

a) 目視確認の例（断熱材等の規格、性能） 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

チェックポイント 
2.1-4 断熱材の仕様 

チェックポイント 
2.1-1 仕様基準の対象部位 
2.1-3 部位の構造及び工法 
2.1-4 断熱材の施工法、厚さ 

チェックポイント 
2.1-4 断熱材の施工法、厚さ 

チェックポイント 
2.1-4 
 断熱材の厚さ 
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2.1.2 外皮（開口部） 

1) 確認項目 

仕様基準における開口部（窓とドア）の熱性能（熱貫流率や日射熱取得率）は、設計図書等に記載された開口
部の種類や熱性能を求める方法により監理すべき項目が異なるため、最初にどの方法を用いているか設計図書
等から確認する必要がある。 

具体的には、開口部のうち窓の熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分類され、いずれの方法を用いる
かにより同一窓であっても値が異なるとともに、確認（監理）する項目も変わるため注意する必要がある。 

 

① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 

④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めた窓の熱貫流率 
 

表2.2.1 窓の熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書 

の記載内容 
記載例 

窓の熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.1-7 製品名（建具） ×社△△△、アングル付   〇 〇 建具の製品名 

2.1-8 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇   窓枠の種別 

2.1-9 窓種 引違い   〇 〇 窓種 

2.1-10 製品名（ガラス） ×社×××  〇 〇 〇 ガラスの製品名 

2.1-11 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12＋
FL3） 〇 〇 〇 〇 

ガラスの種類、枚数、中
空層の厚さ、ガス種別、

ガラス建築確認記号等 

2.1-12 スペーサー種別 樹脂スペーサー 
  〇 〇 

複層ガラス端部のスペ
ーサーの種別（金属・樹

脂） 

2.1-13 ガラス熱貫流率 Ug＝2.9  〇 〇 〇 ガラスの熱貫流率 

2.1-14 窓寸法※1 W1,600×H1,800   〇  開口部の大きさ 

※１ 仕様基準の窓の熱貫流率において、窓の面積（当該窓が 2以上の場合においては、その合計の面積）

が住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除外できる規定を用いている場合は、方法に関
わらず窓寸法の確認が必要となる。 
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  窓の熱性能のうち日射遮蔽性能に関しては、窓の面する方位の確認と併せ、以下の①から⑥の方法を定めて
いる。窓の熱貫流率と同様に、いずれの方法を用いるかにより監理する項目も変わるため注意する必要があ
る。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験あるいは計算による窓の日射熱取得率 
④ JIS等に基づいて算定されたガラスの日射熱取得率 

⑤ 付属部材（紙障子、外付けブラインド等）の設置 
⑥ ひさし、軒等（オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法がその下端から開口部の下場までの高

さの0.3倍以上のもの。以下同じ。）の設置 

 
表2.2.2 窓の日射遮蔽性能を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容※1 
記載例 

窓の日射遮蔽性能 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

2.1-15 製品名（建具） ×社△△△、アングル
付 

  〇    
建具の製品名 

2.1-16 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇     窓枠の種別等 

2.1-17 窓種等 引違い   〇    窓種等 

2.1-18 製品名（ガラス） ×社×××  〇 〇 〇   ガラスの製品名 

2.1-19 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋
A12＋FL3） 〇 〇 〇 〇   

ガラスの種類、枚数、中
空層の厚さ、ガス種別、

ガラス建築確認記号等 

2.1-20 Low-E日射区分 日射熱取得型 〇      Low-E膜の日射区分 

2.1-21 ガラス日射熱取
得率 

ηg＝0.67 
 〇 〇 〇   

ガラスの日射熱取得率 

2.1-22 付属部材の設置 紙障子設置 
    〇  

和障子、外付けブライン

ドの有無 

2.1-23 ひさし、軒等の設

置 

ひさし設置 
     〇 

要件を満たすひさし、軒

等の有無 

※1 仕様基準の開口部の日射遮蔽性能において、開口部の面積（天窓以外の開口部で、当該開口部が2以上

の場合においては、その合計の面積）が住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除外できる
規定を用いている場合は、①から⑥の方法に関わらず2.1-14と同様に窓寸法の確認が必要となる。 
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開口部の熱性能のうちドアの熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分類される。いずれの方法を用いる
かにより、同一ドアであっても監理する項目が異なる点は窓と同様である。 

なお、一般的なドアには、日射遮蔽性能に関する仕様基準の規定は適用されないが、ドアのうち戸の大部分が
透明材料（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により熱貫流率及び日射遮蔽性能を確認
するため、注意する必要がある。 

 
①  戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
②  戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

③  JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 
④  JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 

 
表2.2.3 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

ドアの熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.1-24 製品名（ドア） ×社△△△   〇 〇 ドアの製品名等 

2.1-25 戸の仕様 金属製断熱フラッシュ構造 〇 〇   戸の種別 

2.1-26 戸の開閉形式 片開き   〇 〇 戸の開閉形式 

2.1-27 錠の有無等 彫り込み錠2か所 〇 〇 〇 〇 戸の錠の有無と個数 

2.1-28 ポストの有無 ポスト設置 
〇 〇 〇 〇 

戸へのポスト設置の有

無 

2.1-29 枠の仕様 金属製熱遮断構造 〇 〇   ドア枠の種類 

2.1-30 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12＋

FL3） 
〇 〇 〇 〇 

戸のガラスの種類、枚

数、中空層の厚さ、ガス
種別、ガラス建築確認記
号等 

2.1-31 スペーサー種
別 

樹脂スペーサー 
 〇 〇 〇 

戸の複層ガラス端部の
スペーサーの種別（金

属・樹脂） 

2.1-32 ガラス熱貫流
率 

Ug＝2.9 
 〇 〇 〇 

戸のガラスの熱貫流率 

2.1-33 ドア寸法 W900×H2,100   〇  ドアの大きさ 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート等 設計図書等に係る書類確認（開口部の熱性能を求める方法など） 

材料納入時 材質、寸法、仕様等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視・計測に係る立会い確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される納入伝票等により、使用される開口部が設計図書等
に記載する、開口部の熱性能を求める方法に応じた仕様等に適合していることを確認している。 
また、ガラスに関しては、ガラス建築確認記号やガラスの熱性能等を記載したラベルが、ガラス面に直接貼り

付けられている場合もあるため、完了検査を受けるまで当該ラベルを残しておくことが望ましい。 
ただし、設計図書等で用いている開口部の熱性能を求める方法によっては、建具等で現場の目視や一般的な納

品書等では確認できない項目もあるため、監理者は事前に施工者に対し、確認に必要となる資料等を、開口部の

供給事業者から入手しておくよう求める必要がある。 
 
3) 確認する図書等の例 

開口部の仕様確認を行う際は、事前に、評価に用いた方法に応じて、確認が必要となる項目が記載されている
図書等であることを確認する。 

 

【窓の熱性能に関する設計図書等（①建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱性能の確認項目の例）】 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

チェックポイント 
2.1-8 建具の仕様 

チェックポイント 
2.1-11、19 ガラスの仕様 
2.1-20 Low-E日射区分 
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【窓の熱性能に関する設計図書等（④JISに基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報を活用する方法の確認
項目の例）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 開口部の納入明細書の例（開口部の熱性能が直接記載されている例） 
 

 
 

 

チェックポイント 
2.1-7 製品名（建具） 
2.1-8 建具の仕様 
2.1-9 窓種 

チェックポイント 
2.1-18 製品名（ガラス） 
2.1-11 ガラスの仕様 

チェックポイント 
2.1-11 ガラスの仕様 

チェックポイント 
2.1-12 スペーサー種別 

チェックポイント 
【設計図書等の窓の熱性能の値と一致し
ていることを確認】 
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b) ガラスの熱性能表示の例（ガラスの熱性能が直接記載されている例） 
 

 
 

なお、仕様基準では、原則開口部の大きさは省エネ基準適合上の監理対象外となるが、床面積に対する開口部
面積の割合に基づく適用除外開口部の規定を用いる場合は、省エネ基準適合上の監理を行うこととなるため注

意する必要がある。 
 

 
 
  

Ug=1.9
ηg=0.67

チェックポイント 
2.1-13 ガラス熱貫流率 
2.1-21 ガラス日射熱取得率 

チェックポイント 
2.1-11、19 ガラスの仕様 
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2.2 暖房設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.2-1 暖房方式 居室に石油FF暖房機を設置。 住戸全体を暖房する方式か、居室のみ
を暖房する方式かを確認 

2.2-2 暖房設備の種類及び
その効率 

石油FF暖房機（JIS S 3031熱効
率86.0％） 

暖房設備機器の種類と、エネルギー消
費効率の区分 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 暖房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる暖房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される暖房設備機器の納入仕様書等により、設置される暖

房設備機器が設計図書等に記載する種類、型番等に適合していること又は必要な性能を有していることを確認
している。 
ただし、設計図書で竣工後に入居者が暖房設備を設置すると記載されている場合、完了検査時点で暖房設備が

設置されていないことを確認することとなるため、注意する必要がある。 
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3) 確認する図書等の例 

【納入仕様図面（FF石油暖房機）】 
 

 

 

 

  

チェックポイント 
2.2-2 暖房設備の種類、熱効率 

チェックポイント 
2.2-2 暖房設備の種類、熱効率 
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2.3 冷房設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.3-1 冷房方式 居室にルームエアコンディショ
ナー設置 

住戸全体を冷房する方式か、居室のみ
を冷房する方式かを確認 

2.3-2 冷房設備の種類及び
その効率 

ルームエアコンディショナー
（い） 

冷房設備機器の種類と、エネルギー消
費効率の区分 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 冷房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる冷房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される冷房設備機器の納入仕様書等により、設置される冷

房設備機器が設計図書等に記載する種類、型番等に適合していることを確認している。 
ただし、設計図書で竣工後に入居者が冷房設備を設置すると記載されている場合、完了検査時点で冷房設備が

設置されていないことを確認することとなるため、注意する必要がある。 

 
3) 確認する図書等の例 

 ルームエアコンに表示されている型番を目視直接確認する場合の例 

 

     

 

 

チェックポイント 
【設計図書等の型番と一致していること
を確認】 
2.3-2 冷房設備の種類及びその効率 

チェックポイント 
2.3-1 冷房方式 
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2.4 換気設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.4-1 比消費電力 0.3W/(m3/h)以下 設計風量、消費電力 

2.4-2 換気方式 ダクト式第三種換気設備 換気方式 

2.4-3 ダクトの内径 内径75mm以上のダクトを使用 ダクト内径の寸法 

2.4-4 電動機の仕様 DCモーター 電動機の仕様 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 換気設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる換気設備の確認） 

材料納入時 機器種類、仕様等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される換気設備機器の納入仕様書等により、設置される換
気設備機器が設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 

 

3) 確認する図書等の例 

【納入仕様書（24時間換気設備）】 
 

 

 

チェックポイント 
【設計図書等に記載の電動機を使
用していることを確認】 
2.4 -4 電動機の仕様 

 

チェックポイント 
【ダクトの接続径を確認】 
2.4-3ダクトの内径 
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2.5 照明設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.5-1 非居室の照明設備の
種類 

非居室の照明設備は全て LED
を使用 

照明設備の種類 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 非居室の照明設備の種類 設計図書等に係る書類確認（対象となる照明設備の確認） 

材料納入時 照明設備の種類 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、目視により確認を行う。また、電球等の部分が隠蔽されている照明設備につい

ては工事施工者から提出される照明設備機器の納入仕様書等により、設置される照明設備機器が設計図書等に
記載する仕様等に適合していることを確認している。 
なお、設計図書で一部の非居室のみに照明設備を設置すると記載されている場合、完了検査時点でそれ以外の

非居室に照明設備が設置されていないことを確認することとなるため、注意する必要がある。 
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2.6 給湯設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.6-1 給湯器の種類 ガス潜熱回収型給湯器 給湯器の種類 

2.6-2 給湯器の熱効率等 モード熱効率81.5％ 給湯器の種類に応じた熱効率（エネル

ギー消費効率） 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 給湯器の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる給湯設備の確認） 

材料納入時 給湯器種類、熱効率等 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される給湯器の納入仕様書等により、設置される給湯器が

設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 

 
3) 確認する図書等の例 

【納入仕様書（潜熱回収型ガス給湯器）】 

 

 

 

 

チェックポイント 
2.6-1 給湯器の種類（型番） 

チェックポイント 
2.6-2 熱効率等 
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3. 省エネ基準工事監理報告書（仕様基準） 
 

 

 

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者

物件概要

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

① 断熱材の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

② 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合）

　A・B・C

・

・

適・不適

③ 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む）

　A・B・C

・

・

適・不適

① 暖房方式
　A・B・C

・

・

適・不適

② 暖房設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 冷房方式
　A・B・C

・

・

適・不適

②
　A・B・C

・

・

適・不適

① 換気設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 非居室の照明設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 給湯設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

［注意］

１．本様式は、「住宅仕様基準」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。

２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A:目視による立会確認　B: 計測等による立会い確認　C：施工計画書等・試験成績書等による確認

６．給湯設備

項　　　目 報　　　　告　　　　事　　　　項
照合を行った

設計図書
確認方法

２．暖房設備

３．冷房設備

冷房設備の仕様、設置状況

４．換気設備

５．照明設備

確認

結果

１．外皮

省エネ基準工事監理報告書（仕様基準）

                    　様
令和　　　年　　　月　　　日

建 築 主

工 事 名 称

敷 地 の 地名 地番

任意様式
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適合義務対象建築物に係る 
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1. はじめに 

1.1 主旨・基本的考え方 

 令和４年６月に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部
を改正する法律」が公布され、2025年4月以降（予定）は原則全ての新築等に係る建築物について、建築物エネ

ルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」という。）への適合が義務づけられる予定である。これに伴い、木造戸
建て住宅の設計を行う建築士は、設計図書において、省エネ基準に係る建材や設備の仕様等を明示することが必
要となる。 

 本マニュアルは、標準計算を用いた木造戸建て住宅の省エネ基準に係る設計の適正な実施を図るため、図面等
への省エネ基準に係る内容の記載方法について、より具体的に例示することを目的としている。 
なお、住宅用途で省エネ基準に適合させるには、告示で定める「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の

防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（以下「仕様基準」という。）」を用いることが可能で
あるが、本マニュアルでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判
定（以下「省エネ適判」という。）を要する、標準計算を使用した場合について記載している。具体的な設計図書

への記載項目等は、表１.1のとおりとなるが、より詳細な記載内容については、「２．記載項目の具体的内容」
を参照されたい。ただし、記載する設計図書等はあくまで例であり、他の図書に必要事項が明示されている場合
は、必ずしも当該図書を要するわけではない。 

 また、仕様基準を用いる場合は、別途木造戸建て（仕様基準）住宅事例に係る設計・監理資料集を参照し、適
切に設計図書を作成する必要がある。 
 

1.2 本資料の構成 

「２．記載項目の具体的内容」では、表１.1の種別ごとに、「1) 記載項目」に記載項目、記載例、記載する
設計図書の例を表にまとめている（図1.1.1）。また、「2) 設計図書の記載例」に記載項目の設計図書への記載

方法の例を示している（図1.1.2）。 
 
 

 
 
 

 
 
 

図1.1.1 「1) 記載項目」の例           図1.1.2 「2) 設計図書の記載例」の例 
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表１.1 設計図書への記載項目・記載する設計図書の例（木造戸建て住宅・標準計算） 

種別 記載項目 記載する設計図書の例 

基本情報 

計算に用いたプログラムの種類 出力シート等 

建て方（一戸建ての住宅、共同住宅等の別） 平面図 

居室構成（主たる居室とその他の居室、非居室で構成されてい
るか） 

平面図 

床面積（主たる居室、その他居室、床面積の合計） 求積表、平面図 

吹抜け等の仮想床面積 求積表、平面図 

地域の区分（1地域～8地域） 案内図、配置図 

年間の日射地域区分（太陽光等利用の場合のみ） 案内図、配置図 

外皮 

外皮面積（熱的境界となる部位、面積） 平面図、立面図、断面
図 

外皮平均熱貫流率（UA値とその計算過程） 平面図、断面図、外皮
計算書 

冷房期平均日射熱取得率（ηAC値及びその計算過程） 平面図、立面図、外皮
計算書 

暖房期平均日射熱取得率（ηAH値及びその計算過程） 平面図、立面図、外皮

計算書 

通風の利用の有無とその計算過程 平面図、計算書 

蓄熱の利用の有無とその利用条件等 仕様書、平面図 

床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用とその利用

条件等 
仕様書、平面図 

暖房設備 
（主たる居室、

その他居室） 

暖房設備の有無、暖房方式 仕様書、平面図 

暖房設備機器または放熱器の種類 仕様書、平面図 

エネルギー消費効率の区分（ルームエアコンディショナー） 仕様書、平面図 

小能力時高効率型コンプレッサー（ルームエアコンディショナ
ー） 

仕様書、試験成績書 

定格能力におけるエネルギー消費効率（FF暖房機） 仕様書、平面図 

敷設率（床暖房） 面積表、床暖房パネル
設置図 仮想床除き敷設率（床暖房） 

上面放熱率（床暖房） 平面図、計算書 

断熱配管（ルームエアコンディショナー付温水床暖房） 仕様書、設備図 

温水暖房機の種類（温水暖房） 仕様書、平面図 
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住戸全体を暖房する暖房設備機器の種類（ヒートポンプ式熱

源。以下本書において同じ。）） 
仕様書、設備図 

ダクトが通過する空間（ダクト式セントラル空調機） 仕様書、設備図 

VAV方式の採用（ダクト式セントラル空調機） 仕様書、設備図 

全般換気機能の有無（ダクト式セントラル空調） 仕様書、設備図 

定格暖房能力試験－能力、消費電力、風量、室内側送風機の消
費電力（ダクト式セントラル空調） 

試験成績書 

中間暖房能力試験－能力、消費電力、風量、室内側送風機の消

費電力（ダクト式セントラル空調） 
試験成績書 

設計風量（ダクト式セントラル空調） 設備図 

温水暖房機の種類（温水暖房を選択した場合） 仕様書、平面図 

エネルギー消費効率の入力（ガス従来・潜熱回収型温水暖房

機、石油従来型温水暖房機） 
仕様書、平面図 

熱交換器タイプ（地中熱ヒートポンプ温水暖房機） 仕様書、計算書 

断熱配管（温水暖房） 仕様書、設備図 

冷房設備 
（主たる居室、

その他居室） 

冷房設備の有無、冷房方式 仕様書、平面図 

冷房設備の種類 仕様書、平面図 

エネルギー消費効率の区分（ルームエアコンディショナー） 仕様書 

小能力時高効率型コンプレッサー（ルームエアコンディショナ
ー） 

仕様書 

住戸全体を冷房する冷房設備機器の種類（ダクト式セントラル

空調） 
仕様書、設備図 

ダクトが通過する空間（ダクト式セントラル空調） 平面図、断面図 

VAV方式の採用（ダクト式セントラル空調） 仕様書 

全般換気機能の有無（ダクト式セントラル空調） 仕様書 

定格冷房能力試験－能力、消費電力、風量、室内側送風機の消
費電力（ダクト式セントラル空調） 

仕様書、試験成績書 

中間冷房能力試験－能力、消費電力、風量、室内側送風機の消
費電力（ダクト式セントラル空調） 

仕様書、試験成績書 

設計風量（ダクト式セントラル空調） 換気計算書 

換気設備 

換気設備の方式 仕様書、換気設備図 

径の太いダクト、DCモーター（ダクト式） 仕様書、換気設備図 

比消費電力 仕様書、換気設備図 

換気回数 仕様書、換気計算書 
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有効換気量率（第一種換気設備） 仕様書、試験成績書 

温度交換効率（熱交換型換気設備） 仕様書、試験成績書 

給排気比率による温度交換効率の補正係数（熱交換型換気設

備） 
仕様書、計算書 

排気過多時における漏気による温度交換効率の補正係数（熱交
換型換気設備） 

仕様書、計算書 

給湯設備 

給湯設備の有無 仕様書、平面図 

熱源機の種類 仕様書、平面図 

エネルギー消費効率（ガス従来・潜熱回収型給湯器、給湯専用
型）、熱効率（石油従来・潜熱回収型給湯器、給湯専用型） 

仕様書、平面図 

モード熱効率（ガス又は石油従来・潜熱回収型給湯器、給湯専
用型） 

仕様書、平面図 

JIS効率又は品番（電気HP給湯器・CO2等冷媒（太陽熱利用
なし）） 

仕様書、平面図 

品番の指定又は冷媒の種類、タンクユニット容量（電気HP給

湯器・ガス瞬間式併用型給湯機、給湯専用型） 
仕様書、平面図 

暖房部熱効率、給湯部エネルギー消費効率又はモード熱効率

（ガス従来・潜熱回収型温水暖房機、給湯・温水暖房一体型） 
仕様書、平面図 

暖房部熱効率、給湯部熱効率又はモード熱効率（石油従来型給
湯温水暖房機、給湯・温水暖房一体型） 

仕様書、平面図 

暖房部熱効率、給湯部モード熱効率（石油潜熱回収型給湯温水
暖房機、給湯・温水暖房一体型） 

仕様書、平面図 

タンクユニットの設置場所（電気HPガス瞬間式併用給湯温水
暖房機、給湯・温水暖房一体型、暖房：電気HPガス、給湯：
ガス） 

仕様書、平面図 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機の区分
（電気HPガス瞬間式併用給湯温水暖房機、給湯・温水暖房一

体型、暖房：電気HPガス、給湯：電気HPガス） 

仕様書、平面図 

品番の指定又は冷媒の種類、タンクユニット容量（電気HPガ
ス瞬間式併用給湯温水暖房機、給湯・温水暖房一体型、暖房：

ガス、給湯：電気HPガス） 

仕様書、平面図 

ふろ機能の種類 仕様書、平面図 

配管方式、ヘッダー方式のヘッダー分岐後の配管径 仕様書、平面図 

台所、浴室シャワー、洗面の水栓種別 仕様書、平面図 

高断熱浴槽の使用の有無 仕様書、平面図 
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照明設備 
主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類及び調光が

可能な制御等の有無 
仕様書、平面図 

太陽光発電設備 

パネルの数、設置方位角、傾斜 パネル設置計画図 

パワーコンディショナの定格負荷効率 仕様書、機器表 

太陽電池アレイのシステム容量、種類、設置方式 仕様書、機器表 

太陽熱利用設備 

液体集熱式又は空気集熱式の別 仕様書、機器表 

液体集熱式太陽熱利用設備の種別、品番 仕様書、機器表 

液体集熱式太陽熱利用設備の給湯接続方式 仕様書、機器表 

液体集熱式太陽熱利用設備の集熱部設置方位角、設置傾斜角、
面積 

集熱部設置計画図 

液体集熱式太陽熱利用設備の蓄熱タンク容量 仕様書、機器表 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱機群の数、設置方位角、設置

傾斜角、面積 

集熱部設置計画図 

空気集熱式太陽熱利用設備の空気搬送ファンの自立運転用太陽

光発電装置の有無、種別、風量（機外静圧をゼロとした時の空
気搬送ファンの風量） 

仕様書、機器表 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱した熱の給湯への利用 仕様書、機器表 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱した空気の供給空間 仕様書、機器表 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱した空気を床下空間に供給す

る場合の、床下の面積割合及び床下空間の断熱 

基礎伏図 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱器の集熱効率特性線図一次近

似式の切片、傾き及び集熱性能試験時における単位面積当たり
の空気の質量流量 

集熱器の集熱効率特性

線図、集熱性能試験成
績書 

コージェネレー

ション設備 

コージェネレーション機器の品番 仕様書 

コージェネレーション機器の種類 仕様書 

逆潮流の評価の有無 仕様書 

 

 上表において、建材又は設備機器等の種別や性能値等を示す際は、国立研究開発法人建築研究所が定めホーム

ページ上で公開する、技術情報（https://www.kenken.go.jp/becc/、以下「建研技術情報」という。）に記載する
JIS等の規格に基づく種別、性能値等である必要がある。そのため、図面等においては性能値の根拠となる規格
等に関する情報を明示することが必要となるため留意されたい。 
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2. 記載項目の具体的内容 

2.1 基本情報 

1) 記載項目 

 記載項目 記載する設計図書の例 

2.1-1 計算に用いたプログラムの種類 出力シート等 

2.1-2 建て方（一戸建ての住宅、共同住宅等の別） 平面図 

2.1-3 居室構成（主たる居室とその他の居室、非居室で構成されてい
るか） 

平面図 

2.1-4 床面積（主たる居室、その他居室、床面積の合計） 求積表、平面図 

2.1-5 吹抜け等の仮想床面積 求積表、平面図 

2.1-6 地域の区分（1地域～8地域） 案内図、配置図 

2.1-7 年間の日射地域区分（太陽光等利用の場合のみ） 案内図、配置図 

 
2) 設計図書の記載例 

標準計算では、一次エネルギー消費量計算を行うため、外皮性能や設備機器に係る性能の他、様々な情報を

図面等に記載する必要がある。 
一次エネルギー消費量計算プログラムの出力シートに明示される各種情報の他、当該計算に必要な建て方や

居室構成及び面積などを確認するため、各室等の面積算定の根拠を図面等に明示することが必要である。面積

については、住宅の主たる居室（リビング、ダイニング及びキッチン）の面積、その他居室の面積、床面積の
合計の3つの値が必要となる。 
ただし、例えば主たる居室となるリビングが、非居室となる廊下と空間的に連続している（一体的に空調が

行われる）場合は、当該廊下部分も含めて主たる居室の面積として計算する必要があるため、留意が必要であ
る。同様に、主たる居室とその他居室が空間的に一体である場合は、主たる居室として、その他居室と非居室
が空間的に一体である場合は、その他居室として面積算定を行うこととなる。 

また、上記の床面積算定に当たっては、吹抜け等で4.2ｍ以上の天井高さがある場合、仮想床面積を算入す
ることが必要となるほか、天井高さが6.3ｍを超える場合は複数の仮想床面積を算入する必要があるなど複雑
なルールが設けられているため、国立研究開発法人建築研究所ホームページ上に設けられた「住宅に関する省

エネルギー基準に準拠したプログラム（以下「住宅Webプロ」という。）」の入力プログラム上に設けられた
解説を参照の上、必要な数値とその算定根拠を設計図書に明示することとなる。 
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図2-1-1 仮想床等の考え方 
 
以下に、木造戸建て住宅の設計図書の記載例を以下に示す。床面積となるため、求積図を用いることが考えら

れるが、平面図などで記載することも可能と考えられる。 
 

a ) 求積図（一戸建ての住宅） 

 

 

 

 

  

2.1-4 床面積（主たる居室、
その他居室、床面積の合計） 

2.1-5 吹抜け等の仮想床面積 

2.1-4 床面積（主たる居室、
その他居室、床面積の合計） 
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2.2 外皮 

標準計算における外皮計算では、外皮基準への適合確認及び一次エネルギー消費性能の計算のため、下表に

記載する事項を設計図書及び外皮計算書などに明示することが必要である。 
1) 記載項目 

 記載項目 記載する設計図書の例 

2.2-1 外皮面積（熱的境界となる部位、面積） 平面図、立面図、断面図 

2.2-2 外皮平均熱貫流率（UA値とその計算過程） 平面図、断面図、外皮計算書 

2.2-3 冷房期平均日射熱取得率（ηAC値及びその計算過程） 平面図、立面図、外皮計算書 

2.2-4 暖房期平均日射熱取得率（ηAH値及びその計算過程） 平面図、立面図、外皮計算書 

2.2-5 通風の利用の有無とその計算過程 平面図、計算書 

2.2-6 蓄熱の利用の有無とその利用条件等 仕様書、平面図 

2.2-7 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用とその利用
条件等 

仕様書、平面図 

上記項目のうち2.2-1から2.2-4までは、原則全ての住宅において計算・記載が必要となるが、2.2-5から
2.2-7は当該項目を利用する場合のみ図書等に明示することが必要な項目である。 

なお、2.2-1から2.2-4までの必須項目については、外皮に係る計算を行った結果導かれる計算値である。そ
のため、その計算の根拠となる数値や計算方法を図書上に示すことが必要となるが、開口部と開口部を除く外
皮の部位で図書等への明示内容が大きく異なるため、以下にその概要を分けて記載する。 

 

2.2.1 外皮（開口部以外） 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 記載する設計図書の例 

2.2.1-1 熱的境界となる部位、面

積 

外壁面積：南面〇㎡、東面〇㎡、北面〇

㎡、西面〇㎡、外気に接する床面積：〇
㎡、など 

平面図、立面図、断面図 

2.2.1-2 部位の構造及び工法 木造軸組工法、床剛床工法 平面図、断面図、矩計図 

2.2.1-3 断熱材の施工法 外壁：充填断熱工法、床：根太間断熱工法 平面図、断面図、矩計図 

2.2.1-4 部位の熱貫流率等 P1-11部位の熱貫流率計算書参照。 平面図、断面図、矩計

図、部位熱貫流率計算書 

2.2.1-5 基礎断熱部の基礎の形
状、範囲等 

玄関土間床基礎周り：基礎内側XPS３種
aA厚30㎜張付け 

基礎伏図、基礎断面図 

※ 建材等の熱物性値は、建研技術情報などを参照。 
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2) 設計図書の記載例 

標準計算では、開口部を除く外皮の部位の断熱性能等について、外壁や屋根等の各部位の熱貫流率やその面

積、構造熱橋部の線熱貫流率やその長さなど、様々な数値や仕様情報を基に計算で求めることとなるため、そ
れら計算の根拠となる情報を全て設計図書の中に明示することが必要となる。 
なお、外壁等の各部位の熱貫流率を計算する方法や線熱貫流率の値など、計算を行うために必要となる情報

は非常に複雑で多岐にわたるため、建研技術情報を参照し、図書や計算書の中に漏れることなく明示する必要
がある。 
また、計算等に用いる具体の建材等の熱物性値に関しては、建研技術情報で記載する値を用いるほか、建研

技術情報で定める試験方法で求めた値を用いることも考えられるが、その場合は当該試験結果等を示す根拠資
料なども必要となるため留意する必要がある。 
以下に、木造住宅の設計図書の記載例を以下に示す。 

 
a ) 仕様表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.1-3 断熱材の施工法、厚さ 
2.2.1-4 部位の熱貫流率等 

2.2.1-5 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 
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b ) 断面図 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

c ) 基礎伏図、基礎断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1-1 熱的境界となる部位 2.2.1-3 断熱材の施工
 

2.2.1-5 基礎断熱部の基礎の形状、範囲
 

2.2.1-5 基礎断熱部の基礎の形状、範囲
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f ) 部位の熱貫流率計算書（外皮の熱貫流率の基準）の例 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2.1-2部位の構造及び工法 

2.2.1-1 熱的境界となる部位 

2.2.1-4 部位の熱貫流率 

2.2.1-5 基礎断熱部の基礎の形状、範囲
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表2.2.1 建研技術情報における建材等の熱物性値表 

分類 建材名称 
熱伝導率 λ 
（W/ｍ・Ｋ） 

金属 

鋼 55 

アルミニウム 210 

銅 370 

ステンレス鋼 15 

岩石、土壌 
岩石 3.1 

土壌 1.0 

コンクリート系材料 

コンクリート 1.6 

軽量コンクリート（軽量１種） 0.8 

軽量コンクリート（軽量１種） 0.5 

軽量気泡コンクリートパネル（ALC パネル） 0.19 

コンクリートブロック（重量） 1.1 

コンクリートブロック（軽量） 0.53 

セメント・モルタル 1.5 

押出成形セメント板 0.40 

非木質系壁材・下地材 

せっこうプラスター 0.60 

せっこうボード GB-R、GB-D、GB-L、GB-NC 0.221 

GB-S、GB-F 0.241 

GB-R-H、GB-S-H、GB-D-H 0.366 

しっくい 0.74 

土壁 0.69 

ガラス 1.0 

タイル 1.3 

れんが 0.64 

かわら 1.0 

ロックウール化粧吸音板 0.064 

火山性ガラス質複層版 0.13 

0.8 けい酸カルシウム板 0.18 

1.0 けい酸カルシウム板 0.24 
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分類 建材名称 
熱伝導率 λ 

（W/ｍ・Ｋ） 

木質系壁材・下地材 

天然木材 0.12 

直交集成板（CLTパネル） 0.12 

合板 0.16 

タタミボード 0.056 

シージングボード 0.067 

A 級インシュレーションボード 0.058 

パーティクルボード 0.17 

木毛セメント板 0.13 

木片セメント板 0.15 

ハードファイバーボード（ハードボード） 0.17 

ミディアムデンシティファイバーボード（MDF） 0.12 

床材 

ビニル系床材 0.19 

FRP 0.26 

アスファルト類 0.11 

畳 0.083 

稲わら畳床 0.070 

ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 0.054 

タタミボードサンドイッチ稲わら畳床 0.063 

建材畳床（Ⅰ形） 0.062 

建材畳床（Ⅱ形） 0.053 

建材畳床（Ⅲ形） 0.052 

建材畳床（K, N 形） 0.050 

カーペット類 0.08 
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2.2.2 外皮（開口部） 

1) 記載項目 

開口部（窓とドア）の熱貫流率は、同一の開口部であってもその性能を求める方法に応じて値が異なること
となる。よってどの方法により求めた値かを示すと共に、当該方法で求めたことが分かる情報を全て設計図書
等に明示する必要がある。 

開口部のうち窓の熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分かれており、それぞれで明示する内容や、
必要となる設計図書等が異なっている（表2.2.2参照）。 

 

① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 

④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めた窓の熱貫流率 
 

なお、標準計算で用いる開口部の熱貫流率の算定方法では、開口部に設けられた付属部材等（シャッター、

雨戸、和障子及び風除室の有無）の効果を計算上勘案することもできるが、その場合は当該付属部材等を使用
することを図書上明記する必要がある。 

 

表2.2.2 窓の熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1 

窓の熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.2.2-1 製品名（建具）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-2 建具の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.2.2-3 窓種   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-4 製品名（ガラス）  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-5 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-6 スペーサー種別   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-7 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-8 窓寸法 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-9 付属部材等の設置※3 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表 

※1 記載項目において、 

・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「建具の仕様」とは、木製建具又は樹脂製建具、木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料
製建具、金属製建具又はその他の別をいう。 

・「窓種」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式をいう。 
・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
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・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚数、中空層のガスの種類・濃度及び中

空層の厚さをいう。 
・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペ
ーサー）の種別をいう。 

・「ガラス熱貫流率」とは、ガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 
・「窓寸法」とは、窓の大きさ（高さ、幅）をいう。 

※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 

※3 外皮性能計算に用いた場合は設置の有無を明示し、計算に用いない場合は対象外となる。 

 
窓の日射熱取得率を示す方法については、以下の①から③に分かれており、それぞれで明示する内容や必要

となる設計図書等が異なっている（表2.2.3参照）。 
 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験あるいは計算による窓の日射熱取得率 

 

表2.2.3 開口部の日射熱取得率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 

記載項目※1 

窓の日射熱取得率 

を示す方法 記載する設計図書の例※2 

① ② ③ 

2.2.2-10 製品名（建具）   ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-11 建具の仕様 ○ ○  仕様書、平面図、建具表 

2.2.2-12 窓種等   ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-13 製品名（ガラス）  ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-14 ガラスの仕様 ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-15 Low-E日射区分 ○   仕様書、平面図、建具表 

2.2.2-16 ガラス日射熱取得率  ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-17 付属部材の設置※3 ○ ○ ○ 仕様書、平面図 

2.2.2-18 ひさし、軒等の設置※3 ○ ○ ○ 仕様書、平面図、立面図 
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※1 検査事項において、 

 ・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「建具の仕様」とは、木製建具及び樹脂製建具又はその他の別などをいう。 
・「窓種等」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式や、枠の色をいう。 

・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの種類（色等）、膜数や有無、ガラスの枚数などをいう。 
・「Low-E日射区分」とは、Low-Eガラスにおける日射取得型あるいは日射遮蔽型の別をいう。 

・「ガラス日射熱取得率」とは、ガラスの日射熱取得率（ηｇ）をいう。 
・「付属部材」とは、外付けブラインド又は障子をいう。 
なお、窓寸法の確認も必要となるが、窓の熱貫流率で確認を行うため、本表では省略する。 

※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 
※3 外皮性能計算に用いた場合、付属部材の設置位置や、オーバーハング型の日除けで外壁からの出寸法

がその下端から開口部下端までの高さの0.3倍以上となる遮熱上有効なひさし、軒等であることが確認

できる寸法等を明示し、計算に用いない場合は対象外となる。 

 
次に開口部のうちドアの熱貫流率は、その性能を求める方法に応じて、以下の①から④に分かれており、そ

れぞれで明示する内容や必要となる設計図書等が異なっている（表2.2.4参照）。 
なお、一般的なドアは当該ドアの熱貫流率に0.034を乗ずることで、日射熱取得率の値とすることができる

が、ドアのうち戸の大部分が透明材料（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により熱

貫流率及び日射遮蔽性能を示す必要がある。 
 

① 戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

② 戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 
④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 

 
表2.2.4 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1 

ドアの熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.2.2-19 製品名（ドア）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-20 戸の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.2.2-21 戸の開閉形式   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-22 錠の有無等 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-23 ポストの有無 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-24 枠の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 
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2.2.2-25 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-26 スペーサー種別  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-27 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.2-28 ドア等寸法 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

※1 検査事項において、 

・「製品名（ドア）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「戸の仕様」とは、金属製高断熱フラッシュ構造、金属製断熱フラッシュ構造、金属製フラッシュ構
造、金属製ハニカムフラッシュ構造、金属製又はその他の別をいう。 

・「戸の開閉形式」とは、片開き、親子、片袖、両袖等の開閉形式をいう。なお、片袖部、両袖部及び欄
間部に透明材料を用いる場合は、複数の仕様の異なる開口部として扱う。 

・「錠の有無等」とは、戸に設置された錠の有無及び数をいう。 

・「ポストの有無」とは、戸に設置された郵便受け等の有無をいう。 
・「枠の仕様」とは、木製、金属製熱遮断構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料
製、金属製又はその他の別をいう。 

・「ガラスの仕様」とは、ドアに部分的に設置されたガラスのLow-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚
数、中空層のガスの種類・濃度及び中空層の厚さをいう。 

・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペ

ーサー）の種別をいう。 
・「ガラス熱貫流率」とは、戸に設けたガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 
・「ドア等寸法」とは、ドアの大きさ（高さ、幅及びガラス部分を有する場合はその高さ、幅を含む。）を

いう。 
※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 

 

以下に、木造住宅の設計図書の記載例を以下に示す。 
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2) 設計図書の記載例 

a )  仕様表（建具及びガラス仕様を用いた場合） 
 

 

 

なお、仕様による場合の性能値の根拠などは、（一社）日本サッシ協会や板硝子協会のホームページなどでも公
開されているほか、それ以外の方法による性能値なども、下図に示す（一社）住宅性能評価・表示協会のホーム

ページ上の「温熱・省エネ設備機器等ポータル」から検索することも可能である。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

2.2.2-20から-25 ドアの仕様関係 

2.2.2-2、-11 建具の仕様 
2.2.2-5、-14 ガラスの仕様 
2.2.2-15 Low-E日射区分 

温熱・省エネ設備機器等ポータル 
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b )  平面図 

 

 

 

  

2.2.2-8 窓寸法 2.2.2-9 付属部材等の設置 

2.2.2-28 ドア等寸法 
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 b ) 立面図 
 

 

 

 

 

 

 

なお、より詳細な方法である表2.2.2②及び表2.2.3②以降の方法を用いる場合、ガラスや建具全体の熱性能
値の根拠となる詳細な建具仕様や、具体の熱性能値の値などを設計図書等に示すことが必要になると共に、そ

の性能値の根拠として試験成績書の添付が必要となることもあるため、注意する必要がある。 
 
 

 
 

  

2.2.2-18 ひさし、軒等の設置 

庇下端から開口部下端までの寸法を表示 
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2.2.3 外皮（その他） 

1) 記載項目 

 記載項目 記載する設計図書の例 

2.2-5 通風の利用の有無と、利用有りと判断できる計算等の根拠等 平面図、計算書（通風を確保す

る措置の有無の判定シート） 

2.2-6 蓄熱の利用の有無と、利用有りと判断できる計算等の根拠等 断面図、計算書（住戸の床面積

当たりの蓄熱部位の熱容量計算
書） 

2.2-7 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用の有無と、

利用有りと判断できる計算等の根拠等 
換気経路図、基礎伏図、仕様書 

 

2) 設計図書の記載 

標準計算では、一次エネルギー消費性能の計算を行う際に、「通風の利用」「蓄熱の利用」及び「床下空間を
経由して外気を導入する換気方式の利用」を計算に反映することが可能となっている。当該項目を利用した計

算を行う場合は、それぞれ利用するために必要となる条件や入力値の計算などが求められるため、忘れずに設
計図書上に計算等の根拠となる情報を明示することが必要となる。具体的に明示が必要となる内容について
は、建研技術情報を参照されたい。 

 
b ) 仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2-5、-6、-7 各項目の利用の有無 



 

木造戸建て（標準計算）1-22 

2.3 暖房設備 

標準計算における暖房設備に係る入力では、暖房設備として用いる機器種別に応じて、入力する性能値等が大
きく変わることとなる。また、竣工後に入居者が暖房設備（冷房設備も同様）を設置する場合、入居者設置と記
載することで、種別や性能値等を図面に記載することは要しない。 

1) 記載項目 

 記載項目 

（暖房設備の種類） 
記載例 

記載する設計 

図書の例 

2.3-1 暖房設備の有無、暖房方式 主たる居室のみ暖房設置 仕様書、平面図 

2.3-2 暖房設備機器または放熱器の種類 FF暖房機 仕様書、平面図 

2.3-3 エネルギー消費効率の区分（ルーム
エアコンディショナー） 

ルームエアコンディショナー（い） 仕様書、平面図 

2.3-4 小能力時高効率型コンプレッサー
（ルームエアコンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサー」
が搭載されたルームエアコンディシ
ョナーの使用と、冷房及び暖房の最

小能力が定格能力の 10 分の 1 未
満である 

仕様書、試験成
績証明書等 

2.3-5 定格能力におけるエネルギー消費効
率（FF暖房機） 

エネルギー消費効率85％ 仕様書、平面図 

2.3-6 敷設率（床暖房） 敷設率：8.5㎡/14㎡×100＝60％

（当該計算根拠となった範囲等の図
書への明示含む。） 

面積表、床暖房

パネル設置図 2.3-7 仮想床除き敷設率（床暖房） 

2.3-8 上面放熱率（床暖房） 上面放熱率：95.5％（当該計算根拠
となった仕様等の図書への明示含
む。） 

仕様書、断面詳
細図、計算書
（床暖房の上面

放熱率簡易計算
シート） 

2.3-9 断熱配管（ルームエアコンディショ

ナー付温水床暖房） 

断熱配管あり 仕様書、設備図 

2.3-10 温水暖房の種類（温水暖房） パネルラジエーター 仕様書、平面図 

2.3-11 住戸全体を暖房する暖房設備機器の
種類（ダクト式セントラル空調機） 

ダクト式セントラル空調機（ヒート
ポンプ式熱源）設置 

仕様書、設備図 

2.3-12 ダクトが通過する空間（ダクト式セ
ントラル空調機） 

ダクトは全て断熱区画内に設置 仕様書、設備図 
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2.3-13 VAV方式の採用（ダクト式セント

ラル空調機） 

要件を満たすVAV方式を採用（要

件を満たしていることの図書への明
示含む。） 

仕様書、設備図 

2.3-14 全般換気機能の有無（ダクト式セン

トラル空調） 

全般換気機能なし 仕様書、設備図 

2.3-15 定格暖房能力試験－能力、消費電

力、風量、室内側送風機の消費電力
（ダクト式セントラル空調） 

定格暖房能力試験：能力△W、消費

電力△W、風量△㎥/ｈ、室内側送風
機消費電力△Ｗ 
中間暖房能力試験：能力△W、消費

電力△W、風量△㎥/ｈ、室内側送風
機消費電力△Ｗ 

試験成績書 

2.3-16 中間暖房能力試験－能力、消費電

力、風量、室内側送風機の消費電力
（ダクト式セントラル空調） 

2.3-17 設計風量（ダクト式セントラル空
調） 

150㎥/ｈ 設備図 

2.3-18 温水暖房機の種類（温水暖房を選択

した場合） 

ガス潜熱回収型温水暖房機 仕様書、平面図 

2.3-19 エネルギー消費効率の入力（ガス従

来・潜熱回収型温水暖房機、石油従
来型温水暖房機） 

定格能力におけるエネルギー消費効

率88％ 

仕様書、平面図 

2.3-20 熱交換器タイプ（地中熱ヒートポン

プ温水暖房機） 

熱交換器タイプ3（タイプを判断し

た根拠資料含む。） 

仕様書、計算書

（地中熱交換器
タイプ確認シー
ト） 

2.3-21 断熱配管（温水暖房） 断熱配管あり 仕様書、設備図 

 

 なお、暖房設備として給湯・温水暖房一体型を使用する場合は給湯の項目で、コージェネレーション設備を用
いる場合はコージェネレーション設備として一次エネルギー消費量計算が行われるため、本書においても当該項
目の部分で記載を行う。 

 

2) 設計図書の記載例 

標準計算を用いる場合、各機器の詳細な性能値等を用いた計算が可能となるが、それに伴い一般的な一戸建

て住宅の図面等では記載されない、各種情報を図書等に明示することが必要となってくる。設備図等を作成す
る場合は当該図書に記載する他、仕様書などに使用器具等を記載の上、性能値の根拠となる試験成績証明書等
を添付することも考えられる。 

また、上記以外にも、床暖房を設置する際の敷設率や上面放熱率など、一般的な設備図等には記載されない
明示項目もあるため、仕様書や平面図等に根拠も含めて記載することが必要となる。 
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以下に、一般的な暖房設備を使用した場合の、一戸建て木造住宅の設計図書の記載例を示す。 
 

a ) 平面図（使用機器の明示） 

 

 

 

 

  
 ※ 「居室のみ暖房」の暖房方式で、一つの居室に複数の暖房器具を設置する場合、評価の優先順位が次頁の

表のとおり定められている。例えば、上図のリビングでは、ルームエアコンディショナーとFF暖房器
が設置されているが、下表に従いFF暖房器が評価（計算）対象となるため注意する必要がある。ま
た、本表に記載の無い暖房設備（例えばマルチパッケージエアコンなど）は、設置していないものとし
て取り扱うこととなる。 

  

2.3-1 暖房設備の有無、暖房方式（その他居室） 
2.3-2 暖房設備機器または放熱器の種類 
2.3-3 エネルギー消費効率の区分（エアコン） 
 

2.3-1 暖房設備の有無、暖房方式（主たる居室） 
2.3-2 暖房設備機器または放熱器の種類 
2.3-5 定格能力におけるエネルギー消費効率（FF暖房機） 
 

FF暖房機 
●●社123-ABC 
エネルギー消費効率82.5％ 
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評価の優先順位 「居室のみ暖房」で使用する暖房設備 
1 電気蓄熱暖房器 
2 電気ヒーター床暖房 
3 ファンコンベクター 
4 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 
5 温水床暖房、温水床暖房（併用運転に対応） 
6 FF暖房器 
7 パネルラジエーター 
8 ルームエアコンディショナー 

 

b ) 仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.3-1 暖房設備の有無、暖房方式（主たる居室、その他居室） 
2.3-2 暖房設備機器または放熱器の種類 
2.3-3 エネルギー消費効率の区分（エアコン） 
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c ) 床暖房の上面放熱率計算書（Webプロ等） 
 

 

  

2.3-8 床暖房の上面放熱率 

注）計算条件の根拠を図面に明示する 
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2.4 冷房設備 

標準計算における冷房設備に係る入力では、ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）を用いる場合
を除き、一般的にはルームエアコンディショナーに係る性能が入力対象となる。 
具体的には、定格冷房能力及び定格冷房能力を定格消費電力で除した数値（定格冷房エネルギー消費効率）を

もとに（い）、（ろ）又は（は）に区分した下表により、対象となるルームエアコンディショナーの性能の区分を
選択することとなっており、当該区分などを設計図書に明示することとなる（暖房設備にルームエアコンディシ
ョナーを用いる場合も本区分を使用する。）。 

 

定格冷房能力の区分 
エネルギー消費効率の区分を満たす条件 

区分（い） 区分（ろ） 区分（は） 

2.2kW以下 5.13以上 4.78以上5.13未満 4.78未満 

2.2kWを超え2.5kW以下 4.96以上 4.62以上4.96未満 4.62未満 

2.5kWを超え2.8kW以下 4.80以上 4.47以上4.80未満 4.47未満 

2.8kWを超え3.2kW以下 4.58以上 4.27以上4.58未満 4.27未満 

3.2kWを超え3.6kW以下 4.35以上 4.07以上4.35未満 4.07未満 

3.6kWを超え4.0kW以下 4.13以上 3.87以上4.13未満 3.87未満 

4.0kWを超え4.5kW以下 3.86以上 3.62以上3.86未満 3.62未満 

4.5kWを超え5.0kW以下 3.58以上 3.36以上3.58未満 3.36未満 

5.0kWを超え5.6kW以下 3.25以上 3.06以上3.25未満 3.06未満 

5.6kWを超え6.3kW以下 2.86以上 2.71以上2.86未満 2.71未満 

6.3kWを超える 2.42以上 2.31以上2.42未満 2.31未満 

 

1) 記載項目 

 記載項目 

（冷房設備の種類） 
記載例 

記載する設計 

図書の例 

2.4-1 冷房設備の有無、冷房方式 主たる居室のみ冷房設置 仕様書、平面図 

2.4-2 冷房設備機器の種類 ルームエアコンディショナー（い） 仕様書、平面図 

2.4-3 エネルギー消費効率の区分 
（ルームエアコンディショナー） 

2.4-4 小能力時高効率型コンプレッサー
（ルームエアコンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサー」が
搭載されたルームエアコンディショナ
ーの使用と、冷房及び暖房の最小能力

が定格能力の 10 分の 1 未満である 

仕様書、試験成
績証明書等 



 

木造戸建て（標準計算）1-28 

2.4-5 住戸全体を冷房する冷房設備機器

の種類 
（ダクト式セントラル空調） 

ダクト式セントラル空調機（ヒートポ

ンプ式熱源）設置 

仕様書、設備図 

2.4-6 ダクトが通過する空間 

（ダクト式セントラル空調） 

ダクトは全て断熱区画内に設置 平面図、断面図 

2.4-7 VAV方式の採用 

（ダクト式セントラル空調） 

要件を満たすVAV方式を採用（要件

を満たしていることの図書への明示含
む。） 

仕様書 

2.4-8 全般換気機能の有無 

（ダクト式セントラル空調） 

全般換気機能なし 仕様書 

2.4-9 定格冷房能力試験－能力、消費電

力、風量、室内側送風機の消費電
力（ダクト式セントラル空調） 

定格冷房能力試験：能力△W、消費電

力△W、風量△㎥/ｈ、室内側送風機
消費電力△Ｗ 
中間冷房能力試験：能力△W、消費電

力△W、風量△㎥/ｈ、室内側送風機
消費電力△Ｗ 

仕様書、試験成

績書 

2.4-10 中間冷房能力試験－能力、消費電

力、風量、室内側送風機の消費電
力（ダクト式セントラル空調） 

仕様書、試験成

績書 

2.4-11 設計風量 
（ダクト式セントラル空調） 

150㎥/ｈ 換気計算書 

 

2) 設計図書の記載例 

基本的に暖房設備と同様の図書等への記載が必要となるが、選択可能な機器種別は大幅に減少し、計算対象
となる冷房設備は、ルームエアコンディショナー又はダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）のみ

となっている。 
以下に、木造住宅の設計図書の記載例を以下に示す。 
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a ) 平面図 

 

 

 

b )仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4-1 冷房設備の有無、冷房方式（その他居室） 
2.4-2 冷房設備機器の種類 
2.4-3 エネルギー消費効率の区分（エアコン） 
 

2.4-1 冷房設備の有無、冷房方式（主たる居室） 
2.4-2 冷房設備機器の種類 
2.4-3 エネルギー消費効率の区分（エアコン） 
 

2.4-1 冷房設備の有無、冷房方式（主たる居室、その他居室） 
2.4-2 冷房設備機器の種類 
2.4-3 エネルギー消費効率の区分（エアコン） 
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c ) エネルギー消費効率の区分の表示（カタログ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 必要に応じ別途性能根拠資料等の確認、添付を行う。 

 

 

 

  

2.4-2 冷房設備の種類及びその効率 

ルームエアコンディショナー 
の型番 
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2.5 換気設備 

標準計算における換気設備に係る入力では、局所換気設備ではなく建築基準法に基づく24時間換気設備が入

力対象となるため、注意する必要がある。 
1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計図書

の例 

2.5-1 換気設備の方式 ダクト式第三種換気設備 仕様書、設備図 

2.5-2 径の太いダクト、DCモーター（ダ
クト式） 

内径100mmのダクト及びDCモー
ター使用 

仕様書、設備図 

2.5-3 比消費電力 比消費電力：55(W)/200(㎥/ｈ)＝
0.28（Ｗ/(㎥/ｈ)） 

仕様書、設備図 

2.5-4 換気回数 建築基準法施行令第20条の7第1
項第2号表「その他の居室」に該当 

仕様書、設備図 

2.5-5 有効換気量率（第一種換気設備） 1.0 設備図、試験成績

証明書、計算書 

2.5-6 温度交換効率（熱交換型換気設備） 熱交換型換気設備の設置（温度交換

効率60％） 

設備図、試験成績

証明書 

2.5-7 給排気比率による温度交換効率の補
正係数（熱交換型換気設備） 

0.9 設備図、試験成績
証明書、計算書

（温度交換効率の
補正係数の算出ツ
ール） 

2.5-8 排気過多時における漏気による温度
交換効率の補正係数（熱交換型換気

設備） 

1.0 

 
2) 設計図書の記載例 

換気設備に関しては、換気設備の方式（壁付け第三種換気設備など）を入力する他、当該設備の性能値など
を用いた計算を行うことも可能となっている。そのため、換気方式の記載と併せ、一次エネルギー消費量計算
で用いた性能値や仕様等を図書等に明示することが必要となる。 

以下に、木造住宅の設計図書の記載例を以下に示す。 
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a ) 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b ) 仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5-1 換気設備の方式 

2.5-1 換気設備の方式 
2.5-2 径の太いダクト、DCモーター（ダクト式） 
2.5-3 比消費電力 
2.5-4 換気回数 
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2.6 給湯設備 

標準計算における給湯設備に係る入力では、給湯熱源機の種別や性能値などの入力を行う方法の他、具体のメ

ーカー機器番号を選択して計算を行うことも可能となっているため、一次エネルギー消費量計算の内容に留意す
る必要がある。 

1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計図書

の例 

2.6-1 給湯設備の有無 給湯設備あり（浴室あり） 仕様書、平面図 

2.6-2 熱源機の種類 ガス潜熱回収型給湯器 仕様書、平面図 

2.6-3 エネルギー消費効率（ガス従来・潜
熱回収型給湯器、給湯専用型）、熱効
率（石油従来・潜熱回収型給湯器、

給湯専用型） 

モード熱効率95％ 仕様書、平面図 

2.6-4 モード熱効率（ガス又は石油従来・
潜熱回収型給湯器、給湯専用型） 

2.6-5 JIS効率又は品番（電気HP給湯
器・CO2等冷媒（太陽熱利用な

し）） 

JIS効率2.7 仕様書、平面図 

2.6-6 品番の指定又は冷媒の種類、タンク
ユニット容量（電気HP給湯器・ガ

ス瞬間式併用型給湯機、給湯専用
型） 

ブランド事業者名 株式会社×× 
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ番号 HP-××× 

貯湯ユニット品番 S-Y××× 
補助熱源機品番 - 

仕様書、平面図 

2.6-7 暖房部熱効率、給湯部エネルギー消
費効率又はモード熱効率（ガス従
来・潜熱回収型温水暖房機、給湯・

温水暖房一体型） 

暖房部熱効率87.0％ 
給湯部エネルギー消費効率90.0％ 

仕様書、平面図 

2.6-8 暖房部熱効率、給湯部熱効率又はモ
ード熱効率（石油従来型給湯温水暖

房機、給湯・温水暖房一体型） 

暖房部熱効率82.0％ 
給湯部エネルギー消費効率85.0％ 

仕様書、平面図 

2.6-9 暖房部熱効率、給湯部モード熱効率

（石油潜熱回収型給湯温水暖房機、
給湯・温水暖房一体型） 

暖房部熱効率82.0％ 

給湯部エネルギー消費効率90.0％ 

仕様書、平面図 

2.6-10 タンクユニットの設置場所（電気

HPガス瞬間式併用給湯温水暖房

屋外設置 仕様書、平面図 
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機、給湯・温水暖房一体型、暖房：

電気HPガス、給湯：ガス） 

2.6-11 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用
型給湯温水暖房機の区分（電気HP

ガス瞬間式併用給湯温水暖房機、給
湯・温水暖房一体型、暖房：電気
HPガス、給湯：電気HPガス） 

区分1（RTU-R1001（リンナイ
（株）） 

仕様書、平面図 

2.6-12 品番の指定又は冷媒の種類、タンク
ユニット容量（電気HPガス瞬間式

併用給湯温水暖房機、給湯・温水暖
房一体型、暖房：ガス、給湯：電気
HPガス） 

ブランド事業者名 株式会社×× 
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ番号 HP-××× 

貯湯ユニット品番 S-Y××× 
補助熱源機品番 - 

仕様書、平面図 

2.6-13 ふろ機能の種類 ふろ給湯器（追焚あり） 仕様書、平面図 

2.6-14 配管方式、ヘッダー方式のヘッダー
分岐後の配管径 

ヘッダー方式、分岐後の配管径13A
以下 

仕様書、平面図 

2.6-15 台所、浴室シャワー、洗面の水栓種

別 

全て2バルブ水栓以外、台所及び洗

面水栓水優先吐水機能付き、浴室シ
ャワー水栓手元止水機能付き 

仕様書、平面図 

2.6-16 高断熱浴槽の使用の有無 高断熱浴槽（JIS A 5532）設置 仕様書、平面図 

 

2) 設計図書の記載例 

給湯設備に関しては、一次エネルギー消費量計算の内容に応じ、給湯設備の種別や性能等を設計図書に記載
するか、各メーカーの個別の機器型番を図面に記載するかが変わることとなる。いずれの方法を用いたとして
も、設計図書等に必要な情報を明示することが必要となる。 

また、給湯設備以外にも、給湯水栓の仕様や高断熱浴槽の使用を計算上用いている場合は、当該情報も併せ
て図面上に記載を行う。 

以下に、木造住宅の設計図書の記載例を示す。  
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a ) 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b ) 仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.6-4 モード熱効率（ガス又は石油従来・潜熱 
回収型給湯器、給湯専用型） 

2.6-1 給湯設備の有無 
2.6-2 熱源機の種類 

2.6-1から-16 給湯設備等の仕様 
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ｃ) カタログ等（ガス給湯器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※ 必要に応じ別途性能根拠資料等の確認、添付を行う。 
 

 

  

給湯器の型番 
2.6-4 モード熱効率（ガス又は石油従来・潜熱 

回収型給湯器、給湯専用型） 

2.6-2 熱源機の種類 
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2.7 照明設備 

1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計図書

の例 

2.7-1 主たる居室、その他居室、非居室の
照明設備の種類及び調光が可能な制
御等の有無 

主たる居室：設置しない 
その他居室：設置しない 
非居室：全てLEDを使用（便所照

明に人感センサー設置） 

仕様書、平面図 

 

2) 設計図書の記載例 

照明設備に関しては、設置・非設置等含め仕様書や平面図等に記載が行われるが、仕様基準と異なり、標準
計算では主たる居室、その他居室及び非居室の全てが計算対象となるため、漏れることなく記載することが必

要となる。 

以下に、木造住宅の設計図書の記載例を示す。 

a ) 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7-1照明設備の種類等 
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b ) 仕様書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

なお、竣工後に入居者が照明設備を設置する場合は、その旨を設計図書等に記載（引っ掛けシーリング設置
の記載など）し、具体の照明設備の種類などの記載は要さない。 

 
 

 

 

  

2.7-1 主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類及び調光が可能な制御等の有無 
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2.8 太陽光発電設備 

1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計図書

の例 

2.8-1 パワーコンディショナの定格負荷効
率 

定格負荷効率：96.5％（力率0.95
時） 

仕様書、機器表 

2.8-2 太陽電池アレイのシステム容量、種
類、設置方式 

結晶シリコン系太陽電池アレイ、シ
ステム容量3.5㎾、屋根置き形 

仕様書、機器表 

2.8-3 
パネルの設置方位角、傾斜 

パネルの設置方位角：真南から東10

度、傾斜角：26.57度（5寸勾配） 

パネル設置計画図 

 

 

2) 設計図書の記載例 

太陽光発電設備に関しては、パワーコンディショナ及び太陽電池アレイの仕様等と併せ、どのようにパネル
を設置するかについて図書上に明記することが必要となる。 

以下に、設計図書の記載例を示す。 
 

a ) 太陽光発電仕様書 

 

※ 必要に応じ別途性能根拠資料等の確認、添付を行う。  

2.8-1 パワーコンディショナの定格負荷効率 

2.8-2 太陽電池アレイのシステム容量、種類、設置方式 

2.8-3 パネルの設置方位角、傾斜 
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2.9 太陽熱利用設備 

1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計図書

の例 

2.9-1 

液体集熱式太陽熱利用設備の種類、
品番 

ソーラーシステム 
ブランド事業者名 株式会社●● 
システム型式 SW0-000 

集熱器型式 CP-000 
蓄熱槽型式 SWT-000 
成績証明書番号または自己適合宣言

書番号 00ER000(2023-03-31) 

仕様書、機器表 

2.9-2 液体集熱式太陽熱利用設備の給湯接

続方式、蓄熱タンク容量 

接続ユニット方式、蓄熱タンク容量

200L 

仕様書、機器表 

2.9-3 
液体集熱式太陽熱利用設備の集熱部
の設置方位角、傾斜、面積 

集熱部の設置方位角：真南から東10
度、傾斜角：26.57度（5寸勾配）、

集熱部の面積：4.5㎡ 

仕様書、集熱部設
置計画図 

2.9-4 空気集熱式太陽熱利用設備の集熱機

群（集熱部）の設置方位角、傾斜、
面積 

集熱部の設置方位角：真南から東10

度、傾斜角：26.57度（5寸勾配）、
集熱部の面積：4.5㎡ 

仕様書、集熱部設

置計画図 

2.9-5 集熱器の集熱効率特性線図一次近似

式の切片、傾き及び集熱性能試験時
における単位面積当たりの空気の質
量流量 

切片1.0、傾き2.0、空気の質量流量

0.0107㎏/(s･㎡) 
（試験成績書等から読み取り） 

集熱器の集熱効率

特性線図、集熱性
能試験成績書 

2.9-6 空気搬送ファンの自立運転用太陽光
発電装置の有無、種別、風量（機外

静圧をゼロとした時の空気搬送ファ
ンの風量） 

空気搬送ファンの自立運転用太陽光
発電装置の有、DCファン、風量50

㎥/ｈ 

仕様書、機器表 

2.9-7 集熱した熱の給湯への利用 有 仕様書、機器表 

2.9-8 集熱した空気の供給空間 床下 仕様書、機器表 

2.9-9 集熱した空気を床下空間に供給する

場合の、床下の面積割合及び床下空
間の断熱 

床下の面積割合：75％（48㎡/64

㎡）、断熱区画内 

基礎伏図 
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2) 設計図書の記載例 

太陽熱利用設備に関しては、大きく液体集熱式太陽熱利用設備と空気集熱式太陽熱利用設備に分類される。

液体集熱式太陽熱利用設備では構成機器等の型番や集熱部の設置方法等を図書に明示することとなるが、空気
集熱式太陽熱利用設備では集熱効率特性図や試験成績書等の添付が必要となるなど、一般的には入手困難な資
料や情報もあることが想定されるため、当該設備を利用した一次エネルギー消費量計算を行う場合は、当該機

器メーカー等に図面への記載方法含めて事前に確認することが必要になると考えられる。 
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2.10 コージェネレーション設備 

1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計図書

の例 

2.10-1 

コージェネレーション機器の品番、

逆潮流の有無 

ブランド事業者名 株式会社●● 
発電ユニット番 
FCCS00C0NJ[zero] 

貯湯ユニット品番 －  
補助熱源機品番
FT0000KRSAWCMZ 

仕様書、平面図 

2.10-2 コージェネレーション機器の種類 PEFC（個体高分子形燃料電池） 仕様書、平面図 

 

2) 設計図書の記載例 

コージェネレーション設備に関しては、一般的な申請では設置する機器型番まで特定した申請が大半になる
と考えられる。その場合、当該機器のメーカー名や各ユニット等の品番を図書に明示することが必要となる。 

具体的には、上表の記載例に示すような情報を、仕様書等に記載することとなる。 
 

a ) 設備機器表 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.10-1 コージェネレーション機器の品番 2.10-1 逆潮流の有無 
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3. 省エネ適判申請図書作成例 
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なお、上記図書等以外にも 
・ 外皮計算書（部位の熱貫流率計算書なども含む。） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 一次エネルギー消費量計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ その他必要に応じて使用する建材、設備機器等の性能等を示す根拠資料などの提出が必要となる。 
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1. はじめに 

1.1 主旨・基本的考え方 

工事監理者である建築士は、設計図書に明示された省エネ基準に係る建材や設備の仕様等のとおりに工事が実
施されていることを確認することが必要となる。 

本マニュアルは、標準計算を用いた木造戸建て住宅の省エネ基準に係る工事監理の適正な実施を図るため、工
事監理の確認項目及び確認方法について、省エネ基準に係る工事に関し、より具体的に例示することを目的とし
ている。 

省エネ基準への適合確認にあたり、標準計算を利用した場合における省エネ基準に係る工事監理の確認項目と
確認方法は、表2.１のとおり整理される。標準計算を利用した場合の具体的な確認方法について、「２．記載項
目の具体的内容」において詳述するが、標準計算を用いない場合は別途木造戸建て（仕様基準）住宅事例に係る

設計・監理資料集を参照し、適切に工事監理の確認を行う。 
なお、完了検査申請を行う際は、申請書に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書（省エネ基準

工事監理報告書）を添付する必要がある。省エネ基準工事監理報告書の様式例は、「３.省エネ基準工事監理報告

書（標準計算）」を参照されたい。ただし、特定行政庁によっては、別途様式を定めていることもあるため、実
際の完了検査申請を行う際には、事前に特定行政庁や指定確認検査機関に確認を行う必要がある。 
また、工事監理において、標準計算を用いる場合は、より多くの項目で詳細な性能値等の確認が必要となるた

め、完了検査時に建築主事又は指定確認検査機関より、所定の性能を有していることを証明する書類（第三者認
証に係る書類や自己適合宣言書）を求められることが予想される。そのため、工事監理者は、書面や製造者のホ
ームページ等により、当該書類の確認を行う必要がある。 

この第三者認証に係る書類としては、JIS製品認証書等が該当する。また、自己適合宣言書としては、例え
ば、JIS Q 1000に基づく当該製品に係る製品規格の JISへの自己適合宣言書や、JIS Q 17050-1に基づく試験方
法を示した規格に基づき性能を確認していることの適合宣言書（様式例別紙１参照）が該当する。なお、一般社

団法人住宅性能評価・表示協会ホームページには、それらの書類を入手又は入手するための各製造者の製品情報
へのポータルサイト（温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト）が掲載されており、完了検査等において活用す
ることができる。 
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表2.１ 設計図書への記載項目・確認方法の例（木造戸建て住宅・標準計算） 

種別 記載項目 確認方法 

基本情報 

建て方（一戸建て・共同住宅等の別） ・目視に係る現地確認 

居室構成（主たる居室とその他の居室、非
居室で構成されているか） 

・目視に係る現地確認 

床面積（主たる居室、その他居室、床面積

の合計） 

・目視に係る現地確認 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

吹抜け等の仮想床面積 

地域の区分（1地域～8地域） 

・敷地（建設地）の確認 年間の日射地域区分（太陽光等利用の場合

のみ） 

外皮 

外皮面積（熱的境界となる部位、面積） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

外皮平均熱貫流率（UA値とその計算過程） ・目視に係る現地確認 
・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 冷房期平均日射熱取得率（ηAC値及びその

計算過程） 

暖房期平均日射熱取得率（ηAH値及びその
計算過程） 

通風の利用の有無とその計算過程 ・施工記録書等に係る書類確認 

蓄熱の利用の有無とその利用条件等 ・施工記録書等に係る書類確認 

床下空間を経由して外気を導入する換気方
式の利用とその利用条件等 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 
・目視に係る現地確認 

暖房設備 
（主たる居
室、その他

居室） 

暖房設備の有無、暖房方式 ・目視に係る現地確認 

暖房設備機器または放熱器の種類 ・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 エネルギー消費効率の区分（ルームエアコ

ンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサー（ルーム

エアコンディショナー） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

エネルギー消費効率（FF暖房機） ・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等に係る書類確認 定格能力におけるエネルギー消費効率（FF
暖房機） 

敷設率（床暖房） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

仮想床除き敷設率（床暖房） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

上面放熱率（床暖房） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 
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断熱配管（ルームエアコンディショナー付

温水床暖房） 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

温水暖房機の種類（温水暖房） ・納入仕様書等に係る書類確認 

住戸全体を暖房する暖房設備機器の種類
（ダクト式セントラル空調機（ヒートポン
プ式熱源。以下本書において同じ。）） 

ダクトが通過する空間（ダクト式セントラ
ル空調機） 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

VAV方式の採用（ダクト式セントラル空
調機） 

・納入仕様書等や試験成績書等に係る書類確認 

全般換気機能の有無（ダクト式セントラル

空調） 

・納入仕様書等や試験成績書等に係る書類確認 

定格暖房能力試験－能力、消費電力、風

量、室内側送風機の消費電力（ダクト式セ
ントラル空調） 

・納入仕様書等や試験成績書等に係る書類確認 

中間暖房能力試験－能力、消費電力、風

量、室内側送風機の消費電力（ダクト式セ
ントラル空調） 

設計風量（ダクト式セントラル空調） ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

温水暖房機の種類（温水暖房を選択した場
合） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

エネルギー消費効率の入力（ガス従来・潜
熱回収型温水暖房機、石油従来型温水暖房

機） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

熱交換器タイプ（地中熱ヒートポンプ温水
暖房機） 

・納入仕様書等や試験成績書等に係る書類確認 
・地中熱交換機の施工関係記録書の確認 

断熱配管（温水暖房） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

冷房設備 

（主たる居
室、その他
居室） 

冷房設備の有無、冷房方式 ・目視に係る現地確認 

冷房設備機器の種類 ・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 エネルギー消費効率の区分（ルームエアコ

ンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサー（ルーム

エアコンディショナー） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

住戸全体を冷房する冷房設備機器の種類
（ダクト式セントラル空調） 

仕様書、設備図 
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ダクトが通過する空間（ダクト式セントラ

ル空調） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

VAV方式の採用（ダクト式セントラル空
調） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

全般換気機能の有無（ダクト式セントラル
空調） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

定格冷房能力試験－能力、消費電力、風
量、室内側送風機の消費電力（ダクト式セ
ントラル空調） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

中間冷房能力試験－能力、消費電力、風
量、室内側送風機の消費電力（ダクト式セ

ントラル空調） 

設計風量（ダクト式セントラル空調） ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

換気設備 

換気設備の方式 ・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 

径の太いダクト、DCモーター（ダクト

式） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

比消費電力 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

換気回数 ・施工記録書等に係る書類確認 

有効換気量率（第一種換気設備） ・納入仕様書等に係る書類確認 

温度交換効率（熱交換型換気設備） ・納入仕様書等に係る書類確認 

給排気比率による温度交換効率の補正係数

（熱交換型換気設備） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

排気過多時における漏気による温度交換効
率の補正係数（熱交換型換気設備） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

給湯設備 

給湯設備の有無 ・目視に係る現地確認 

熱源機の種類 ・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等に係る書類確認 エネルギー消費効率（ガス給湯専用器）、
熱効率（石油給湯専用器） 

モード熱効率（ガス・石油給湯専用器） 

JIS効率、品番（電気HP給湯器・CO2等

冷媒） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

品番、冷媒の種類、タンクユニット容量
（電気HP給湯器・ガス瞬間式併用型給湯

専用機） 

・納入仕様書等に係る書類確認 
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暖房部熱効率、給湯部エネルギー消費効

率、給湯部モード熱効率（ガス給湯器、給
湯・温水暖房一体型） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

暖房部熱効率、給湯部熱効率、給湯部モー

ド熱効率（石油給湯器、給湯・温水暖房一
体型） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

タンクユニットの設置場所（電気HPガス
併用給湯器、給湯・温水暖房一体型・暖
房：電気HPガス、給湯：ガス） 

・目視に係る現地確認 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯
温水暖房機の区分（電気HPガス併用給湯
器、給湯・温水暖房一体型・暖房：電気

HPガス、給湯：電気HPガス） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

冷媒の種類、タンクユニット容量、品番

（電気HPガス併用給湯器、給湯・温水暖
房一体型・暖房：ガス、給湯：電気HPガ
ス） 

・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等に係る書類確認 

ふろ機能の種類 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

配管方式、ヘッダー方式のヘッダー分岐後

の配管径 
・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

台所、浴室シャワー、洗面の水栓種別 ・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 

高断熱浴槽の使用の有無 ・納入仕様書等に係る書類確認 

照明設備 
主たる居室、その他居室、非居室の照明設

備の種類及び調光が可能な制御等の有無 

・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

太陽光発電
設備 

パネルの数、設置方位角、傾斜 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

パワーコンディショナの定格負荷効率 ・納入仕様書等に係る書類確認 

太陽電池アレイのシステム容量、種類、設

置方式 

・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

太陽熱利用

設備 

液体集熱式又は空気集熱式の別 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

液体集熱式太陽熱利用設備の種別、品番 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

液体集熱式太陽熱利用設備の給湯接続方式 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

液体集熱式太陽熱利用設備の集熱部設置方
位角、設置傾斜角、面積 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 
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液体集熱式太陽熱利用設備の蓄熱タンク容

量 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱機群の
数、設置方位角、設置傾斜角、面積 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

空気集熱式太陽熱利用設備の空気搬送ファ
ンの自立運転用太陽光発電装置の有無、種

別、風量（機外静圧をゼロとした時の空気
搬送ファンの風量） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱した熱の

給湯への利用 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱した空気

の供給空間 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱した空気
を床下空間に供給する場合の、床下の面積

割合及び床下空間の断熱 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

空気集熱式太陽熱利用設備の集熱器の集熱

効率特性線図一次近似式の切片、傾き及び
集熱性能試験時における単位面積当たりの
空気の質量流量 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

コージェネ
レーション

設備 

コージェネレーション機器の品番 ・目視に係る現地確認 

コージェネレーション機器の種類 ・納入仕様書等に係る書類確認 

逆潮流の評価の有無 ・施工記録書等に係る書類確認 

 

1.2 本資料の構成 

次ページ以降では、建材及び設備別に、次の３つのパートで工事監理の方法を解説している。 
「１）確認項目」では、設計図書の記載内容に応じて、工事監理で確認すべき項目を表に整理している。 

「２）具体的な確認方法」では、”納入前”、”材料納入時”、”施工後”などの工事の各段階において、前述の確
認すべき項目に応じた確認方法を表に整理している。また、標準的な工事監理で行われる確認内容のほか、省エ
ネ基準に係る工事監理において特有の確認方法について説明している。 

「３）確認する図書等の例」では、１）及び２）を踏まえ、確認する具体的な図書等の例を示している。 
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2.1 基本情報 

1) 確認項目 

標準計算では、一次エネルギー消費量計算を行うために必要となる、室の構成や床面積等の基本情報を確認
することが必要である。また、暖房設備として温水床暖房を用いる場合、天井高さが4.2ｍを超える吹抜け等
に関しては、当該部分（仮想床）面積を除いた床暖房パネルの敷設率により一次エネルギー消費量計算を行う

ことが出来るので、その際は確認を行うことが必要となる。 
なお、省エネ計算の前提となる地域の区分等は、建設地の住所に応じて定まるため、特別な監理等は特段要

しないものと考えられる。 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.1-1 建て方（一戸建て・共
同住宅等の別） 

●●様邸新築工事 住宅の建て方 

2.1-2 居室構成（主たる居室
とその他の居室、非居
室で構成されている

か） 

3LDK 主たる居室とその他居
室、非居室がある。 

2.1-3 床面積（主たる居室、
その他居室、床面積の

合計） 

主たる居室の床面積：29.81㎡ 
その他居室の床面積：51.34㎡ 

床面積の合計：120.08㎡ 

各室等の面積 

2.1-4 吹抜け等の仮想床面積 仮想床部分の床面積：3.31㎡ 吹き抜け部分の天井高

さ、仮想床部分の面積 
 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート、監理範囲等 設計図書等（求積図等の床面積）に係る書類確認 

材料納入時 材質、厚さ等 － 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録書等に係る書類確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される施工記録書（施工写真を含む。以下同じ。）によ

り、各居室等が設計図書等に定める面積どおりに施工されていることを確認している。さらに必要に応じ、現

場での実測等で確認を行っている。  
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2.2外皮 

外皮性能に係る標準計算では、外皮基準への適合及び一次エネルギー消費性能の計算のため、下表に記載す

る事項を設計図書及び外皮計算書に明示することが必要となる。 
1) 記載項目 

 記載項目 記載する設計図書の例 

2.2-1 外皮面積（熱的境界となる部位、面積） 平面図、立面図、断面図 

2.2-2 外皮平均熱貫流率（UA値とその計算過程） 平面図、外皮計算書 

2.2-3 冷房期平均日射熱取得率（ηAC値及びその計算過程） 立面図、外皮計算書 

2.2-4 暖房期平均日射熱取得率（ηAH値及びその計算過程） 立面図、外皮計算書 

2.2-5 通風の利用の有無とその計算過程 平面図、計算書 

2.2-6 蓄熱の利用の有無とその利用条件等 仕様書、平面図 

2.2-7 床下空間を経由して外気を導入する換気方式の利用とその利用
条件等 

仕様書、平面図 

上記項目のうち2.2-1から2.2-4までは、原則全ての住宅において計算等が必要となるため監理の対象とな
るが、2.2-5から2.2-7は当該項目を利用する場合のみ対象となる項目となっている。 

なお、2.2-1から2.2-4までの必須項目については、開口部と開口部を除く外皮の部位で監理の方法が異なる
ため、以下にそれぞれ分けて概略を記載する。 

 

2.2.1 外皮（開口部以外） 

1) 確認項目 

標準計算における戸建て住宅の外皮性能に関する計算では、熱的境界（断熱材等を施工し、外気等と室内を

隔てている境界をいう。以下同じ。）における断熱材の仕様、工法（充填、外張り密着張り、外張り桟受け等の
工法の別。）及び面積などの、外皮性能計算で用いた仕様や値等が図面と整合していることが確認の対象とな
る。よって最初に、設計図書等でどこまでが確認範囲であるかを判断し、該当箇所の確認作業を行う。 

また、対象住宅が共同住宅や店舗付き戸建て住宅の場合、共同住宅等として計算を行うことが必要となるた
め、建築物の種類（建て方）についても確認を行う。 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.2.1-1 
熱的境界となる部位、
面積 

外壁面積：南面〇㎡、東面〇㎡、北面〇

㎡、西面〇㎡、外気に接する床面積：〇
㎡、など 

熱的境界となる部位とそ

れぞれの面積 

2.2.1-2 部位の構造及び工法 木造軸組工法、床剛床工法 熱的境界となる部位の構

造、構成、工法 

2.2.1-3 断熱材の施工法 外壁：充填断熱工法、床：根太間断熱工法 熱的境界となる部位の断

熱材の施工法 
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2.2.1-4 部位の熱貫流率等 図2.2.1参照。 確認対象となる範囲、仕

様 

2.2.1-5 基礎断熱部の基礎の形
状、範囲等 

玄関土間床基礎周り：基礎内側XPS３種
aA厚30㎜張付け 

基礎断熱部の基礎形状と
その範囲及び断熱仕様等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

図2.2.1 部位の熱貫流率計算シートの例 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート、監理範囲等 設計図書等（外皮性能計算等）に係る書類確認 

材料納入時 材質、厚さ等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録書等に係る書類確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される施工記録書（施工写真含む。以下同じ。）・納入伝

票等により、使用される面材、材料等が設計図書等に定める仕様に適合、又は、定める性能を有していること
及び当該性能を発揮するための適切な施工を行っていることを確認している。上記建材等の性能確認に際して
は、材料の初期納入時に、使用材料が指定材料であることを製品・納品書・カタログ等に記載された認証マー

クにより立会い確認、工事施工者から提出される施工写真等の確認、施工状況の立会い確認等を行っている。 

計算対象となる部位の構成
や工法などを確認する 2.2.1-4 部位の熱貫流率 
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省エネ基準に係る工事監理においても、１）に示す設計図書等の記載内容を確認するとともに、設置状況の
確認を行う。 

具体的には、設計図書等に当該熱性能の根拠となる規格や試験方法が記載されている場合は、施工記録書等
に当該規格や試験方法に基づくことが分かるよう記載されていることを確認する。その際、工事監理者は、必
要に応じ、使用する材料が所定の熱性能を有していることを証明する書類（第三者認証、自己適合宣言書等）

を工事施工者等に求める。例えば、断熱材の熱性能の第三者認証に係る書類としては、一般社団法人日本建
材・住宅設備産業協会の「優良断熱建材認証書」等が該当する（表示マークによる確認も可能。）。なお、断熱
材については、製造元より様々な流通経路を経て、工事現場に納入されることがあり、工事現場に断熱材の仕

様に係る情報が適確に伝達されるよう、工事施工者等に注意を促す必要がある。 
また、適切な施工の確認においては、設計図書等で部位の熱貫流率の計算に、断熱材以外の面材（せっこう

ボードや構造用合板等）を用いている場合、当該面材に関しても材料等の仕様あるいは性能を特定し、当該材

料が所定の熱性能を発揮できるよう施工されていることを確認する必要がある。 
 
3) 確認する図書等の例 

材料等の仕様確認を行う際は、事前に外皮性能の計算に用いた建材等の範囲や設計図書等の記載内容などに
応じて、必要な確認項目が記載されている図書であることを確認する。 
また、完了検査時に確認が困難な部分については、必要に応じて施工記録書等があることを確認する。 

 

a) 目視確認の例（断熱材等の施工法） 

部位の熱貫流率計算において、計算に用いた各層構成や断熱工法が適切に施工されていることの確認を行う。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

チェックポイント 
2.2.1-3 部位の構造及び工法 
2.2.1-4 断熱材の施工法 

チェックポイント 
2.2.1-4 断熱材の施工法 
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b) 目視確認の例（断熱材等の規格、性能） 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

c) 施工記録確認の例（基礎の形状に応じた計算を行っている場合） 

 

 

  

チェックポイント 
2.2.1-4 部位の熱貫流率 

チェックポイント 
2.2.1-4 部位の熱貫流率 

チェックポイント 
2.2.1-5 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等 
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2.2.2 外皮（開口部） 

1) 確認項目 

標準計算における開口部（窓、ドア）の熱性能値（熱貫流率や日射熱取得率）は、外皮性能計算で用いた値
により監理すべき項目が異なるため、最初にどの方法を用いているかを設計図書等から確認する必要がある。 
具体的には、開口部のうち窓の熱貫流率を求める方法は、同一の窓であっても以下の①から④に分かれてお

り、いずれの方法を用いるかにより外皮性能計算で用いる熱性能値が異なることとなる。一般的な設計図書に
記載されている情報レベルだと下表①に該当する場合が多いが、設計図書に詳細な仕様の記載や窓メーカー等
の性能値資料などが添付されている際は、確認する項目がより多岐にわたるため注意する必要がある。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 

③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 
④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて技術情報により求めた窓の熱貫流率 

 

表2.2.1 窓の熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

窓の熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.2.2-1 製品名（建具） ×社××、アングル付   〇 〇 建具の製品名 

2.2.2-2 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇   窓枠の種別 

2.2.2-3 窓種 引違い   〇 〇 窓種 

2.2.2-4 製品名（ガラ
ス） 

×社×× 
 〇 〇 〇 

ガラスの製品名等 

2.2.2-5 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12
＋FL3） 〇 〇 〇 〇 

ガラスの種類、枚数、中
空層の厚さ、ガス種別、
ガラス建築確認記号等 

2.2.2-6 スペーサー種別 樹脂スペーサー 
  〇 〇 

複層ガラス端部のスペー
サーの種別（金属・樹
脂） 

2.2.2-7 ガラス熱貫流率 Ug＝2.9  〇 〇 〇 ガラスの熱貫流率 

2.2.2-8 窓寸法 W1,600×H1,800 〇 〇 〇 〇 開口部の大きさ 

2.2.2-9 付属部材等の設
置※ 

雨戸設置 
〇 〇 〇 〇 

シャッター、雨戸、障
子、風除室の設置の有無 

※ 外皮性能計算に用いた場合のみ、付属部材等設置の有無が省エネ工事の監理対象となる。 
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  窓の熱性能のうち日射遮蔽性能に関しては、窓の面する方位の確認と併せ、以下の①から③の方法を定めて
いる。窓の熱貫流率と同様に、いずれの方法を用いるかにより確認する項目も変わることとなる。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

③ JIS等に基づく試験あるいは計算による窓の日射熱取得率 
 

表2.2.2 窓の日射遮蔽性能を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

窓の日射遮蔽性能 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ 

2.2.2-10 製品名（建具） ×社××、アングル

付 
  〇 

建具の製品名 

2.2.2-11 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇  窓枠の種別 

2.2.2-12 窓種等 引違い   〇 窓種等 

2.2.2-13 製品名（ガラス） ×社××  〇 〇 ガラスの製品名 

2.2.2-14 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋

A12＋FL3） 
〇 〇 〇 

ガラスの種類、枚数、

中空層の厚さ、ガス種
別、ガラス建築確認記
号等 

2.2.2-15 Low-E日射区分 日射熱取得型 〇   Low-E膜の日射区分 

2.2.2-16 ガラス日射熱取得率 ηg＝0.67  〇 〇 ガラスの日射熱取得率 

2.2.2-17 付属部材の設置※ 紙障子設置 
〇 〇 〇 

和障子、外付けブライ
ンドの有無 

2.2.2-18 ひさし、軒等の設置
※ 

ひさし設置 
〇 〇 〇 

ひさし、軒等の設置の

有無 

※ 外皮性能計算に用いた場合、付属部材の設置の有無や、オーバーハング型の日除けで外壁からの出寸法

がその下端から開口部下端までの高さの0.3倍以上となる遮熱上有効なひさし、軒等を設置しているか
が監理の対象となる。 

 
開口部の熱性能のうちドアの熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分かれている。いずれの方法を用

いるかにより同一ドアであっても監理する項目が異なる点は窓と同様である。 

なお、一般的なドアは当該ドアの熱貫流率に0.034を乗ずることで、日射熱取得率の値とすることができる
が、ドアのうち戸の大部分が透明材料（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により確
認を行うことが必要となるため、注意する必要がある。 
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① 戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
②  戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

③  JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 
④  JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 

 
表2.2.3 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

ドアの熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.2.2-19 製品名（ド
ア） 

×社×× 
  〇 〇 

ドアの製品名等 

2.2.2-20 戸の仕様 金属製断熱フラッシュ構造 〇 〇   戸の種別 

2.2.2-21 戸の開閉形式 片開き   〇 〇 戸の開閉形式 

2.2.2-22 錠の有無等 彫り込み錠2か所 〇 〇 〇 〇 戸の錠の有無と個数 

2.2.2-23 ポストの有無 ポスト設置 
〇 〇 〇 〇 

戸へのポスト設置の有
無 

2.2.2-24 枠の仕様 金属製熱遮断構造 〇 〇   ドア枠の種類 

2.2.2-25 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12＋
FL3） 

〇 〇 〇 〇 

戸のガラスの種類、枚
数、中空層の厚さ、ガ

ス種別、ガラス建築確
認記号等 

2.2.2-26 スペーサー種

別 

樹脂スペーサー 

 〇 〇 〇 

戸の複層ガラス端部の

スペーサーの種別（金
属・樹脂） 

2.2.2-27 ガラスの熱貫
流率 

Ug＝2.9 
 〇 〇 〇 

戸のガラスの熱貫流率 

2.2.2-28 ドア等寸法 W900×H2,100   〇 〇 ドア等の大きさ 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート、監理範囲等 設計図書等（開口部の熱性能を求める方法）に係る書類確
認 

材料納入時 材質、寸法、仕様等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視・計測に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される納入伝票等により、使用される開口部が設計図書

等に記載する、開口部の熱性能を求める方法に応じた仕様等に適合していることを確認している。 

ただし、省エネに係る工事監理では、外皮性能計算に用いる開口部の熱物性値によっては、目視や一般的な
納入伝票等では要求性能を満たす仕様であることが確認（監理）できないケースも想定される。そのため、開
口部の仕様等の監理を行う際は、事前に外皮性能計算に用いた方法に応じ、監理が必要となる項目を図書等で

確認する必要がある。 
その上で、監理が難しいと判断した場合、ガラスにあってはガラス面に直接貼り付けてあるガラス建築確認

記号やガラスの熱性能等を記載したラベル、窓全体にあっては住宅開口部性能確認リスト等の、監理上必要な

内容が明示されたラベル又は納品書等の準備を求めるなど、工事施工者と事前の打合せも必要と考えられる。 
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【窓の熱性能に関する設計図書等の例（1）】 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
【窓の熱性能に関する設計図書等の例（2）】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックポイント 
2.2.2-2、-11 建具の仕様 

 

チェックポイント 
2.2.2-1、-10 製品名（建具） 
2.2.2-3、-12 窓種等 

チェックポイント 
2.2.2-5、-14 ガラスの仕様 

チェックポイント 
2.2.2-6 スペーサー種別 

チェックポイント 
2.2.2-5、-14 ガラスの仕様 

チェックポイント 
2.2.2-5、-14 ガラスの仕様 
2.2.2-15 Low-E日射区分 
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3) 確認する図書等の例 

a) 開口部の納入明細書の例（住宅開口部性能確認リストの例） 
 

 

 

b) ガラスの熱性能表示の例（ガラスラベルの例） 
 
 
 
 

 
 

 
  

Ug=1.9
ηg=0.67

チェックポイント 
【外皮性能計算書の窓熱性能の値と一致
していることを確認】 

チェックポイント 
2.2.2-7 ガラス熱貫流率 
2.2.2-16 ガラス日射熱取得率 

チェックポイント 
2.2.2-5、-14 ガラスの仕様 

チェックポイント 
2.2.2-4、-13製品名（ガラス） 
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2.2.3 外皮（その他） 

1) 記載項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.2-5 通風の利用の有無とそ
の計算過程 

通風経路を確保するために必要と
なる開口部を設置する 

「通風を確保する措置の有無の判
定シート」に記載する通風経路と
開口部の大きさを確認 

2.2-6 蓄熱の利用の有無とそ
の利用条件等 

住戸の床面積当たりの蓄熱部位の
熱容量、蓄熱部位の容積比熱、有

効蓄熱厚さ、表面積等 

「住戸の床面積当たりの蓄熱部位
の熱容量計算書」に記載する材

料、厚さ、表面積等を確認 

2.2-7 床下空間を経由して外
気を導入する換気方式

の利用とその利用条件
等 

住戸の全般換気の換気経路（人通
口や通気口等の無い基礎立ち上り

の有無含む。）、外気が経由する床
下の面積の割合、床下空間の断熱
の有無・仕様 

全般換気の換気経路、床下空間利
用と判断できる条件への適合及び

床下空間の面積や断熱仕様を確認 

 
2) 設計図書の記載 

標準計算では、一次エネルギー消費性能の計算を行う際に、「通風の利用」「蓄熱の利用」及び「床下空間を
経由して外気を導入する換気方式の利用」を計算に反映することが可能となっている。当該項目を利用した計
算を行う場合は、それぞれ利用するために必要な条件や入力値の計算などが行われるため、その内容に適合し

ていることを確認する必要がある。具体的に監理が必要となる詳細な内容については、予め技術情報を参照さ
れたい。 
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2.3 暖房設備 

1) 確認項目 

 

 
設計図書の記載内容 

（暖房設備の種類） 
記載例 確認項目 

2.3-1 暖房設備の有無、暖房方式 主たる居室のみ暖房設置 暖房設備の有無、暖房方
式 

2.3-2 暖房設備機器または放熱器の種類 ガスFF暖房機 暖房設備機器等の種類 

2.3-3 エネルギー消費効率の区分（ルー

ムエアコンディショナー） 

ルームエアコンディショナー

（い） 

ルームエアコンディショ

ナーのエネルギー消費効
率の区分 

2.3-4 小能力時高効率型コンプレッサー
（ルームエアコンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサ
ー」が搭載されたルームエアコン
ディショナーの使用と、冷房及び

暖房の最小能力が定格能力の 10 
分の 1 未満である 

ルームエアコンディショ
ナーの小能力時高効率型
コンプレッサー 

2.3-5 エネルギー消費効率（FF暖房

機） 

エネルギー消費効率（熱効率）

85％ 

FF暖房機のエネルギー

消費効率 

2.3-6 定格能力におけるエネルギー消費

効率（FF暖房機） 

2.3-7 敷設率（床暖房） 敷設率：8.5㎡/14㎡×100＝
60％（当該計算根拠となった範

囲等の図書への明示含む。） 

室面積と床暖房パネルの
設置面積 2.3-8 仮想床除き敷設率（床暖房） 

2.3-9 上面放熱率（床暖房） 上面放熱率：95.5％（当該計算根

拠となった仕様等の図書への明示
含む。） 

当該計算根拠となった仕

様とその構成 

2.3-10 断熱配管（ルームエアコンディシ

ョナー付温水床暖房） 

断熱配管あり 断熱配管の有無 

2.3-11 温水暖房の種類（温水暖房） パネルラジエーター 温水暖房の種類 

2.3-12 住戸全体を暖房する暖房設備機器
の種類（ダクト式セントラル空調
機） 

ダクト式セントラル空調機（ヒー
トポンプ式熱源）設置 

ヒートポンプ式熱源のダ
クト式セントラル空調機
であることの確認 

2.3-13 ダクトが通過する空間（ダクト式
セントラル空調機） 

ダクトは全て断熱区画内に設置 ダクトの設置経路 
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2.3-14 VAV方式の採用（ダクト式セン

トラル空調機） 

要件を満たすVAV方式を採用

（要件を満たしていることの図書
への明示含む。） 

ダクト式セントラル空調

機のVAV方式の採用の
有無と要件への適合 

2.3-15 全般換気機能の有無（ダクト式セ

ントラル空調） 

全般換気機能なし ダクト式セントラル空調

機の全般換気機能の有無 

2.3-16 定格暖房能力試験－能力、消費電

力、風量、室内側送風機の消費電
力（ダクト式セントラル空調） 

定格暖房能力試験：能力△W、消

費電力△W、風量△㎥/ｈ、室内
側送風機消費電力△Ｗ 
中間暖房能力試験：能力△W、消

費電力△W、風量△㎥/ｈ、室内
側送風機消費電力△Ｗ 

ダクト式セントラル空調

機の性能等 

2.3-17 中間暖房能力試験－能力、消費電

力、風量、室内側送風機の消費電
力（ダクト式セントラル空調） 

2.3-18 設計風量（ダクト式セントラル空
調） 

150㎥/ｈ ダクト式セントラル空調
機の設計風量 

2.3-19 温水暖房機の種類（温水暖房を選

択した場合） 

ガス潜熱回収型温水暖房機 温水暖房機の種類 

2.3-20 エネルギー消費効率の入力（ガス

従来・潜熱回収型温水暖房機、石
油従来型温水暖房機） 

定格能力におけるエネルギー消費

効率88％ 

ガス従来・潜熱回収型温

水暖房機、石油従来型温
水暖房機のエネルギー消
費効率 

2.3-21 熱交換器タイプ（地中熱ヒートポ
ンプ温水暖房機） 

熱交換器タイプ3（タイプを判断
した根拠資料含む。） 

地中熱交換器タイプ確認
シートに記載する内容へ
の適合 

2.3-22 断熱配管（温水暖房） 断熱配管あり 断熱配管の有無 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 暖房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる暖房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録等の書類確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される暖房設備機器の納入仕様書等により、設置される

暖房設備機器が設計図書等に記載する種類等に適合していることを確認している。 
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標準計算を用いた戸建て住宅の暖房設備に関する省エネ監理では、一次エネ消費量計算で用いた機器仕様等
の情報に応じて、一般的な納入伝票や機器の銘板確認では監理できない内容も含まれるため、詳細な性能値を

用いている場合は、施工者に確認できる資料等の準備を求めることが必要となる。 
また、一次エネルギー消費量計算で暖房設備を「設置しない」とした場合は設置していないこと、複数種類

の暖房設備が設置されている場合は、一次エネルギー消費量計算の対象となっている暖房設備が、下表の優先

順位表と整合していることの確認を行う必要がある。 
 

優先順位 「居室のみ暖房」で使用する暖房設備 
1 電気蓄熱暖房器 
2 電気ヒーター床暖房 
3 ファンコンベクター 
4 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 
5 温水床暖房、温水床暖房（併用運転に対応） 
6 FF暖房器 
7 パネルラジエーター 
8 ルームエアコンディショナー 

 

3) 確認する図書等の例 

a) 納入仕様書の例（FF石油暖房機） 

 

チェックポイント 
2.3-5 定格能力におけるエネルギー消費効率（FF暖房器） 

チェックポイント 
2.3-2 暖房設備機器または放熱器の種類 
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b) 温水床暖房（併用運転に対応）の例（納品書のセーブモードの有無の記載） 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     ※ セーブモード等の有無により確認する。ただし、他の暖房機器が併せて設置されている場合は、優
先順位表に従い監理対象が異なるため、注意する必要がある。  

 

 

 

  

チェックポイント 
2.3-11 温水暖房の種類（温水暖房） 
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2.4 冷房設備 

1) 確認項目 

 

 
設計図書の記載内容 

（冷房設備の種類） 
記載例 確認項目 

2.4-1 冷房設備の有無、冷房方式 主たる居室のみ冷房設置 全館冷房設備、個別冷房
設備の別 

2.4-2 冷房設備機器の種類 ルームエアコンディショナー
（い） 

冷房設備機器の種類と、
エネルギー消費効率の区

分 
2.4-3 エネルギー消費効率の区分（ルー

ムエアコンディショナー） 

2.4-4 小能力時高効率型コンプレッサー

（ルームエアコンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサ

ー」が搭載されたルームエアコン
ディショナーの使用と、冷房及び
暖房の最小能力が定格能力の 10 

分の 1 未満である 

ルームエアコンディショ

ナーの小能力時高効率型
コンプレッサー 

2.4-5 住戸全体を冷房する冷房設備機器
の種類（ダクト式セントラル空

調） 

ダクト式セントラル空調機（ヒー
トポンプ式熱源）設置 

ヒートポンプ式熱源のダ
クト式セントラル空調機

であることの確認 

2.4-6 ダクトが通過する空間（ダクト式

セントラル空調） 

ダクトは全て断熱区画内に設置 ダクトの設置経路 

2.4-7 VAV方式の採用（ダクト式セン
トラル空調） 

要件を満たすVAV方式を採用
（要件を満たしていることの図書

への明示含む。） 

ダクト式セントラル空調
機のVAV方式の採用の

有無と要件への適合 

2.4-8 全般換気機能の有無（ダクト式セ

ントラル空調） 

全般換気機能なし ダクト式セントラル空調

機の全般換気機能の有無 

2.4-9 定格冷房能力試験－能力、消費電
力、風量、室内側送風機の消費電

力（ダクト式セントラル空調） 

定格冷房能力試験：能力△W、消
費電力△W、風量△㎥/ｈ、室内

側送風機消費電力△Ｗ 
中間冷房能力試験：能力△W、消
費電力△W、風量△㎥/ｈ、室内

側送風機消費電力△Ｗ 

ダクト式セントラル空調
機の性能等 

2.4-10 中間冷房能力試験－能力、消費電

力、風量、室内側送風機の消費電
力（ダクト式セントラル空調） 

2.4-11 設計風量（ダクト式セントラル空

調） 

150㎥/ｈ ダクト式セントラル空調

機の設計風量 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 冷房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる冷房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される冷房設備機器の納入仕様書等により、設置される

冷房設備機器が設計図書等に記載する種類、型番等に適合していることを確認している。 

冷房設備に関する確認は基本的に暖房設備と同様となるが、対象となる冷房設備機器はルームエアコンディ
ショナーとダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）のみとなっている。 

 

3) 確認する図書等の例（ルームエアコンディショナーの銘板の例） 

  

     

 

  

 

 

チェックポイント 
【設計図書等の型番と一致していることを確認】 
2.4-2 冷房設備の種類及びその効率 

チェックポイント 
2.4-1 冷房方式 
2.4-2 冷房設備の種類及びその効率 
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2.5 換気設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.5-1 換気設備の方式 ダクト式第三種換気設備 換気方式の種別 

2.5-2 径の太いダクト、DCモーター

（ダクト式） 

内径100mmのダクトを使

用、DCモーター 

ダクト内径の寸法や電動機

の種別（AC・DC） 

2.5-3 比消費電力 比消費電力：55(W)/200(㎥
/ｈ)＝0.28（Ｗ/(㎥/ｈ)） 

換気設備の消費電力、設計
風量 

2.5-4 換気回数 建築基準法施行令第20条の
7第1項第2号表「その他

の居室」に該当 

建築基準法に基づく0.5回
換気室に該当していること

の確認 

2.5-5 有効換気量率（第一種換気設備） 1.0 機器の有効換気量率が所定
の試験法に基づき求められ

た性能を有していること 

2.5-6 温度交換効率（熱交換型換気設

備） 

熱交換型換気設備の設置

（温度交換効率60％） 

機器の温度交換効率が所定

の試験法に基づき求められ
た性能を有していること 

2.5-7 給排気比率による温度交換効率の

補正係数（熱交換型換気設備） 

0.9 補正係数の算出ツールの計

算通りの機器性能等を有し
ていること 2.5-8 排気過多時における漏気による温

度交換効率の補正係数（熱交換型
換気設備） 

1.0 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 換気設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる換気設備の確認） 

材料納入時 機器種類、仕様等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される換気設備機器の納入仕様書等により、設置される

換気設備機器が設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 
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なお、換気設備の換気回数に関しては、建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項第 2 号の表等に基づく換
気回数の区分のいずれかに該当していることを確認すればよく、具体の換気回数の実測等を求める訳ではな

い。 
 
3) 確認する図書等の例 

【納入仕様書（24時間換気設備）】 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

チェックポイント 
【設計図書等に記載の能力を有しているこ
とを確認】 
2.5-2 DCモーター、2.5-4 電動機の仕様 

 

チェックポイント 
【ダクトの接続径を確認】 
2.5-2 径の太いダクト 
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2.6 給湯設備 

1) 確認項目 

 

 
設計図書の記載内容 

（給湯設備の種類） 
記載例 確認項目 

2.6-1 給湯設備の有無 給湯設備あり（浴室あり） 給湯設備の有無 

2.6-2 熱源機の種類 ガス潜熱回収型給湯器 給湯設備機器の種類 

2.6-3 エネルギー消費効率（ガス従来・
潜熱回収型給湯器、給湯専用

型）、熱効率（石油従来・潜熱回
収型給湯器、給湯専用型） 

モード熱効率95％ ガス従来・潜熱回収型給
湯器、給湯専用型のエネ

ルギー消費効率、石油従
来・潜熱回収型給湯器、
給湯専用型の熱効率、ガ

ス又は石油従来・潜熱回
収型給湯器、給湯専用型
のモード熱効率 

2.6-4 モード熱効率（ガス又は石油従
来・潜熱回収型給湯器、給湯専用
型） 

2.6-5 JIS効率又は品番（電気HP給湯
器・CO2等冷媒（太陽熱利用な

し）） 

JIS効率2.7 電気HP給湯器・CO2
等冷媒（太陽熱利用な

し）の JIS効率又は品番 

2.6-6 品番の指定又は冷媒の種類、タン
クユニット容量（電気HP給湯

器・ガス瞬間式併用型給湯機、給
湯専用型） 

ブランド事業者名 株式会社×× 
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ番号 HP-××× 

貯湯ユニット品番 S-Y××× 
補助熱源機品番 - 

電気HP給湯器・ガス瞬
間式併用型給湯機、給湯

専用型の品番の指定又は
冷媒の種類、タンクユニ
ット容量 

2.6-7 暖房部熱効率、給湯部エネルギー
消費効率又はモード熱効率（ガス

従来・潜熱回収型温水暖房機、給
湯・温水暖房一体型） 

暖房部熱効率87.0％ 
給湯部エネルギー消費効率

90.0％ 

ガス従来・潜熱回収型温
水暖房機、給湯・温水暖

房一体型の暖房部熱効
率、給湯部エネルギー消
費効率又はモード熱効率 

2.6-8 暖房部熱効率、給湯部熱効率又は
モード熱効率（石油従来型給湯温
水暖房機、給湯・温水暖房一体

型） 

暖房部熱効率82.0％ 
給湯部エネルギー消費効率
85.0％ 

石油従来型給湯温水暖房
機、給湯・温水暖房一体
型の暖房部熱効率、給湯

部熱効率又はモード熱効
率 
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2.6-9 暖房部熱効率、給湯部モード熱効

率（石油潜熱回収型給湯温水暖房
機、給湯・温水暖房一体型） 

暖房部熱効率82.0％ 

給湯部エネルギー消費効率
90.0％ 

石油潜熱回収型給湯温水

暖房機、給湯・温水暖房
一体型の暖房部熱効率、
給湯部モード熱効率 

2.6-10 タンクユニットの設置場所（電気
HPガス瞬間式併用給湯温水暖房
機、給湯・温水暖房一体型、暖

房：電気HPガス、給湯：ガス） 

屋外設置 電気HPガス瞬間式併用
給湯温水暖房機、給湯・
温水暖房一体型、暖房：

電気HPガス、給湯：ガ
スのタンクユニットの設
置場所 

2.6-11 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併
用型給湯温水暖房機の区分（電気

HPガス瞬間式併用給湯温水暖房
機、給湯・温水暖房一体型、暖
房：電気HPガス、給湯：電気

HPガス） 

区分1（RTU-R1001（リンナイ
（株）） 

電気HPガス瞬間式併用
給湯温水暖房機、給湯・

温水暖房一体型、暖房：
電気HPガス、給湯：電
気HPガスの電気ヒート

ポンプ・ガス瞬間式併用
型給湯温水暖房機の区分 

2.6-12 品番の指定又は冷媒の種類、タン

クユニット容量（電気HPガス瞬
間式併用給湯温水暖房機、給湯・
温水暖房一体型、暖房：ガス、給

湯：電気HPガス） 

ブランド事業者名 株式会社×× 

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ番号 HP-××× 
貯湯ユニット品番 S-Y××× 
補助熱源機品番 - 

電気HPガス瞬間式併用

給湯温水暖房機、給湯・
温水暖房一体型、暖房：
ガス、給湯：電気HPガ

スの品番の指定又は冷媒
の種類、タンクユニット
容量 

2.6-13 ふろ機能の種類 ふろ給湯器（追焚あり） 風呂の追焚機能の有無 

2.6-14 配管方式、ヘッダー方式のヘッダ

ー分岐後の配管径 

ヘッダー方式、分岐後の配管径

13A以下 

給湯配管の配管方式と、

給湯配管の配管径 

2.6-15 台所、浴室シャワー、洗面の水栓

種別 

全て2バルブ水栓以外、台所及

び洗面水栓水優先吐水機能付き、
浴室シャワー水栓手元止水機能付
き 

台所、浴室シャワー、洗

面に使用する給湯水栓の
仕様 

2.6-16 高断熱浴槽の使用の有無 高断熱浴槽（JIS A 5532）設置 高断熱浴槽の設置の有無 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 給湯器の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる換気設備等の確認） 

材料納入時 給湯器種類、熱効率等 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録等の書類確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される給湯器の納入仕様書等により、設置される給湯器
が設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 
給湯設備機器に関する省エネ監理は、使用する給湯器の種類により確認する性能値の名称や仕様が大きく異

なる他、一次エネルギー消費性能計算に用いた性能値等の範囲により、納入仕様書のみで当該内容の確認を行
えるかは異なることとなる。設計図書等で機器の型番等を明示している場合は当該型番の給湯器の設置の確認
を行い、それ以外の場合は事前に監理の対象となる部分を確認することが重要である。 

また、給湯器以外の給湯水栓や高断熱浴槽の使用などについても、一次エネルギー消費量の計算の内容に応
じて確認するため、注意する必要がある。 

 

3) 確認する図書等の例 

a) 潜熱回収型ガス給湯器の機器銘板の例 

 

 

 

 

 

 

 

チェックポイント 
2.6-2 熱源機の種類（型番） 

チェックポイント 
2.6-3 エネルギー消費効率 

 

チェックポイント 
2.6-2 熱源機の種類 
BL-bsマークが付されている
場合は潜熱回収型ガス給湯器 
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ｂ) 高断熱浴槽の自己適合宣言書の例 

 

 

なお、メーカーによっては、上記のような適合証明書類が、メーカーのホームページ上などで容易に取得す

ることが困難な場合もあるため注意する必要がある。  
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2.7 照明設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.7-1 主たる居室、その他居
室、非居室の照明設備
の種類及び調光が可能

な制御等の有無 

主たる居室：設置しない 
その他居室：設置しない 
非居室：全てLEDを使用（便所照明に人

感センサー設置） 

各室の照明器具の種類、
制御等の有無 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 主たる居室、その他居

室、非居室の照明設備
の設置の有無等 

設計図書等に係る書類確認（対象となる照明設備の確認） 

材料納入時 照明器具の種類 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 

標準的な工事監理においては、目視により確認により行い、電球等の部分が隠蔽されている照明器具につい
ては工事施工者から提出される照明設備機器の納入仕様書等により、設置される照明設備機器が設計図書等に
記載する仕様等に適合していることを確認している。 

 
3) 確認する図書等の例 

a) 人感センサー付き照明スイッチの例 
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2.8 太陽光発電設備 

1) 記載項目 

 

 記載項目 記載例 確認項目 

2.8-1 
パワーコンディショナ

の定格負荷効率 

定格負荷効率：96.5％（力率0.95時） パワーコンディショナの
定格負荷効率仕様書、機
器表 

2.8-2 太陽電池アレイのシス
テム容量、種類、設置

方式 

結晶シリコン系太陽電池アレイ、システム
容量3.5㎾、屋根置き形 

太陽電池アレイのシステ
ム容量、種類、設置方式 

2.8-3 パネルの設置方位角、
傾斜 

パネルの設置方位角：真南から東10度、
傾斜角：26.57度（5寸勾配） 

パネルの設置方位角、傾
斜 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 太陽光発電設備の設置
の有無 

設計図書等に係る書類確認（計算対象となる太陽光発電設備
の有無） 

材料納入時 パワーコンディショナ
の品番、太陽電池アレ
イの仕様など 

目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 太陽電池パネルの施工
状況等 

目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、目視や納入仕様書等により確認により行い、パワーコンディショナの品番、

太陽電池アレイの仕様などについては工事施工者から提出される納入仕様書等により確認し、太陽光パネルの

設置状況に関しては目視、施工図等により設計図書等に適合していることを確認している。 
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3) 確認する図書等の例 

【仕様書（パワーコンディショナ）】 

 

 

  

2.8-1 パワーコンディショナの定格負荷効率 
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2.9 太陽熱利用設備 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 確認項目 

2.9-1 液体集熱式太陽熱利用設備の種

類、品番 

ソーラーシステム 

ブランド事業者名 株式会社×× 
システム型式 SW0-000 
集熱器型式 CP-000 

蓄熱槽型式 SWT-000 
成績証明書番号または自己適合宣
言書番号 00ER000(2023-03-31) 

液体集熱式太陽熱利用設

備の種類、品番など 

2.9-2 液体集熱式太陽熱利用設備の給
湯接続方式、蓄熱タンク容量 

接続ユニット方式、蓄熱タンク容
量200L 

液体集熱式太陽熱利用設
備の給湯接続方式、蓄熱

タンク容量 

2.9-3 液体集熱式太陽熱利用設備の集
熱部の設置方位角、傾斜、面積 

集熱部の設置方位角：真南から東
10度、傾斜角：26.57度（5寸勾

配）、集熱部の面積：4.5㎡ 

液体集熱式太陽熱利用設
備の集熱部の設置状況 

2.9-4 空気集熱式太陽熱利用設備の集

熱機群（集熱部）の設置方位
角、傾斜、面積 

集熱部の設置方位角：真南から東

10度、傾斜角：26.57度（5寸勾
配）、集熱部の面積：4.5㎡ 

集熱部の設置状況 

2.9-5 集熱器の集熱効率特性線図一次

近似式の切片、傾き及び集熱性
能試験時における単位面積当た
りの空気の質量流量 

切片1.0、傾き2.0、空気の質量流

量0.0107㎏/(s･㎡) 
（試験成績書等から読み取り） 

計算書の内容に沿った試

験成績書であるか 

2.9-6 空気搬送ファンの自立運転用太
陽光発電装置の有無、ファン種

別、風量（機外静圧をゼロとし
た時の空気搬送ファンの風量） 

空気搬送ファンの自立運転用太陽
光発電装置の有、DCファン、風

量50㎥/ｈ 

空気搬送ファンの自立運
転用太陽光発電装置の有

無と、ファン種別や風量
の確認 

2.9-7 
集熱した熱の給湯への利用 

有 集熱した熱を給湯利用し

ているか 

2.9-8 
集熱した空気の供給空間 

床下 集熱した空気の供給空間

の確認 

2.9-9 
集熱した空気を床下空間に供給
する場合の、床下の面積割合及
び床下空間の断熱 

床下の面積割合：75％（48㎡/64
㎡）、断熱区画内 

集熱した空気を床下空間
に供給する場合の、床下

の面積割合及び床下空間
の断熱の確認 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 太陽熱利用設備の設置
の有無 

設計図書等に係る書類確認 

材料納入時 太陽熱利用設備の仕様
など 

目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 集熱部等の施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、目視や納入仕様書等により確認により行う。なお、仕様書等では確認できな

い項目については、施工者に確認する上で必要な資料等を準備するよう伝える必要がある。 
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2.10 コージェネレーション設備 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 確認項目 

2.10-1 コージェネレーション機器

の品番、逆潮流の有無 

ブランド事業者名 株式会社●● 

発電ユニット番 
FCCS00C0NJ[zero] 
貯湯ユニット品番 －  

補助熱源機品番FT0000KRSAWCMZ 

コージェネレーション機

器の品番、逆潮流の有無 

2.10-2 コージェネレーション機器

の種類 

PEFC（個体高分子形燃料電池） PEFC（固体高分子形燃

料電池）とSOFC（固体
酸化物形燃料電池）の別 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 コージェネレーション

機器の設置の有無 

設計図書等に係る書類確認 

材料納入時 コージェネレーション

機器の品番、種類 

目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 コージェネレーション
機器の逆潮流の有無 

目視に係るステッカーの確認（2025年4月より運用開始予
定）、または電力会社からの系統連系回答書※やガス会社へ

の余剰電力買取申込書等の有無に係る書類確認 
※電力会社のHP画面、またはそのハードコピーによる確
認の場合がある 

 
標準的な工事監理においては、目視や納入仕様書等により確認し、逆潮流の有無に関してはステッカーの目

視または系統連系回答書や余剰電力買取申込書等により確認し、機器型番に関しては機器銘板の目視等により
設計図書等に適合していることを確認している。 
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3) 現場（実機）での確認内容の例 

【機器銘板】 

 

 

【ステッカー】 

 
 
 

【系統連系回答書、余剰電力買取申込書等】 
系統連系回答書                余剰電力買取申込書 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
※一次エネ計算出力シートの型番に記載のある[baiden2]や [zero]などは実際の機器の品番には記載されてお
らず、逆潮の有無は銘板記載の機器品番では判断できないので注意する必要がある。 

 

2.10-2 コージェネレーション機器の種類 

2.10-1 コージェネレーション機器の品番（発電ユニット） 

2.10-1 コージェネレーション機器の逆潮の有無の判断 
     （系統連系回答書・余剰電力買取申込書） 

2.10-1 コージェネレーション機器の逆潮の有無 
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3. 省エネ基準工事監理報告書（標準計算） 
 

 

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者

物件概要

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

① 建て方、居室の構成等
　A・B・C

・

・

適・不適

② 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等）
　A・B・C

・

・

適・不適

① 熱的境界となる部位、面積
　A・B・C

・

・

適・不適

② 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む）
　A・B・C

・

・

適・不適

④ 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合）

　A・B・C

・

・

適・不適

⑤ 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等
　A・B・C

・

・

適・不適

① 暖房方式、暖房設備機器の種類
　A・B・C

・

・

適・不適

② 暖房設備機器の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 暖房設備等の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 冷房方式、冷房設備機器の種類
　A・B・C

・

・

適・不適

② 冷房設備機器の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 冷房設備等の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 換気方式、換気設備の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

② 換気設備等の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 給湯設備の有無、熱源機の種類
　A・B・C

・

・

適・不適

② 給湯設備機器の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

③ ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等
　A・B・C

・

・

適・不適

①
　A・B・C

・

・

適・不適

－ 1 －

主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況

４．冷房設備

２．外皮

１．基本情報

５．換気設備

７．照明設備

６．給湯設備

３．暖房設備

確認

結果

省エネ基準工事監理報告書（標準計算）

                    　様
令和　　　年　　　月　　　日

建 築 主

工 事 名 称

敷 地 の 地名 地番

項　　　目 報　　　　告　　　　事　　　　項
照合を行った

設計図書
確認方法

任意様式



 

木造戸建て（標準計算）2-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

①
　A・B・C

・

・

適・不適

② 太陽電池アレイの種類、容量
　A・B・C

・

・

適・不適

③ パネルの設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

①
　A・B・C

・

・

適・不適

② 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

④ 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

⑤ 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

①
　A・B・C

・

・

適・不適

② 逆潮流の有無
　A・B・C

・

・

適・不適

［注意］

１．本様式は、「標準計算法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。

２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A:目視による立会確認　B: 計測等による立会い確認　C：施工計画書等・試験成績書等による確認

－ 2 －

10．コージェネレー
ション設備

コージェネレーション機器の品番、種類

照合を行った

設計図書
確認方法

確認

結果

パワーコンディショナの低下う負荷効率

太陽熱利用設備の種類

８．太陽光発電設備

９．太陽熱利用設備

項　　　目 報　　　　告　　　　事　　　　項
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建築物エネルギー消費性能基準への 
適合義務対象建築物に係る 
設計図書作成マニュアル  
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RC 造共同（仕様基準）1-1 

1. はじめに 

1.1 主旨・基本的考え方 

 令和４年６月に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部
を改正する法律」が公布され、2025年4月以降（予定）は原則全ての新築等に係る建築物について、建築物エネ

ルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」という。）への適合が義務づけられる予定である。これに伴い、共同住
宅の設計を行う建築士は、設計図書において、省エネ基準に係る建材や設備の仕様等を明示する必要がある。 
 本マニュアルは、仕様基準（住宅用途のみ。以下本資料集において同じ。）を用いた鉄筋コンクリート造共同住

宅の省エネ基準に係る設計の適正な実施を図るため、図面等への省エネ基準に係る内容の記載方法について、よ
り具体的に例示することを目的としている。 
なお、住宅用途で省エネ基準に適合させるには、詳細な計算法（以下「標準計算法」という。）を用いることが

可能であるが、本マニュアルでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適
合性判定（以下「省エネ適判」という。）が不要となる、仕様基準を用いた場合について記載している。具体的な
設計図書への記載項目等は、表１.1のとおりとなるが、より詳細な記載内容については、「２．記載項目の具体

的内容」を参照されたい。ただし、記載する設計図書等はあくまで例示であり、他の図書に必要事項が明示され
ている場合は、必ずしも当該図書を要するわけではない。 
 また、仕様基準を用いない場合は、別途共同住宅（標準計算）住宅事例に係る設計・監理資料集を参照し、適

切に設計図書を作成する必要がある。 
 
1.2 本資料の構成 

「２．記載項目の具体的内容」では、表１.1の種別ごとに、「1) 記載項目」に記載項目、記載例、記載する設
計図書の例を表にまとめている（図1.1.1）。また、「2) 設計図書の記載例」に記載項目の設計図書への記載方法
の例を示している（図1.1.2）。 

 
 
 

 
 
                        

 
 

図1.1.1 「1) 記載項目」の例           図1.1.2 「2) 設計図書の記載例」の例 
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表１.1 設計図書への記載項目・記載する設計図書の例（RC共同住宅・仕様基準） 

種別 記載項目 記載する設計図書の例 

外皮 

仕様基準の対象部位 平面図、断面図 

建築物の種類（建て方） 平面図 

部位の構造及び工法 平面図、断面図 

断熱材の施工法 平面図、断面図 

部位の熱貫流率 平面図、断面図、熱貫流率計算書 

部位の断熱材の熱抵抗値 仕様書、平面図、断面図 

構造熱橋部の断熱補強の施工法 平面図、断面図 

断熱補強の範囲 平面図、断面図 

断熱補強の熱抵抗 仕様書、平面図、断面図 

開口部の熱貫流率 仕様書、平面図 

窓の日射熱取得率 仕様書、平面図 

ガラスの日射熱取得率 仕様書、平面図 

付属部材の有無 平面図、断面図 

ひさし、軒等の有無 断面図、立面図 

暖房設備 
暖房方式 仕様書、平面図 

暖房設備の種類及びその効率 仕様書、平面図 

冷房設備 
冷房方式 仕様書、平面図 

冷房設備の種類及びその効率 仕様書、平面図 

換気設備 

比消費電力 仕様書 

換気方式 仕様書、平面図 

ダクトの内径 仕様書、平面図 

電動機の仕様 仕様書 

照明設備 非居室の照明設備の種類 仕様書、平面図 

給湯設備 
給湯機の種類 仕様書、平面図 

給湯機の効率等 仕様書 

 
 上表において、建材又は設備機器等の種別や性能値等を示す際は、国立研究開発法人建築研究所が定めホーム
ページ上で公開する、技術情報（https://www.kenken.go.jp/becc/、以下「建研技術情報」という。）に記載する

JIS等の規格に基づく種別、性能値等である必要がある。そのため、図面等においては性能値の根拠となる規格
等に関する情報を明示する必要があるため留意されたい。 
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2. 記載項目の具体的内容 

2.1 外皮 

2.1.1 外皮（開口部以外） 

設計図書の記載方法には、適用する基準に応じて下表①及び②に示す2パターンがある。 

1) 記載項目 

 記載項目 
記載例 

記載する設計図書の例 
①熱貫流率基準 ②断熱材熱抵抗基準 

2.1-1 仕様基準の対象部位 屋根 平面図、断面図 施工部位 

2.1-2 建築物の種類（建て

方） 

共同住宅等 平面図、断面図 

2.1-3 部位の構造及び工法 鉄筋コンクリート造（ラーメン構造） 仕様書、平面図、断面図 

2.1-4 断熱材の施工法、厚
さ 

JIS A9521 XPS 3種 aA
厚50㎜スラブ上断熱、
鉄筋コンクリート造

屋根スラブ厚150㎜ 

仕様書、平面図、断面
図 

 

2.1-5 部位の熱貫流率 0.486W/（㎡・K） 平面図、断面図、熱貫
流率計算書 

 

2.1-6 部位の断熱材の熱抵
抗値 

 仕様書、  

2.1-7 構造熱橋部の断熱補
強の施工法 

室内側に JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォー
ムA種1H厚20㎜施工 

仕様書、平面図、断面図 

2.1-8 断熱補強の範囲 室内側躯体面より450㎜の範囲に施工 仕様書、平面図、断面図 

2.1-9 断熱補強の熱抵抗 0.8（㎡・K）/W 仕様書、平面図、断面図 

※ 建材等の熱物性値は、建研技術情報などを参照。 
 
2) 設計図書の記載例 

RC 造共同住宅の設計図書の記載例を以下に示す。仕様基準では外皮の部位の断熱性能について、「熱貫流率
の基準」又は「断熱材の熱抵抗の基準」のいずれかに適合する必要があり、前者については部位を構成するコン
クリートや断熱材などを、後者は断熱材のみについて明示する。なお、必要に応じ断熱材等の建材の熱物性値に

係る根拠資料を添付する。 
なお、「熱貫流率の基準」を用いる場合、建研技術情報で定める計算法に則り、基準値と比較する部位の層構

成に応じた熱貫流率を求める必要があるため注意する必要がある。一方、断熱材のみを確認対象とする「断熱材

の熱抵抗の基準」を用いる場合、断熱材の厚さ（ｍ）を当該断熱材の熱伝導率（W/(ｍ・Ｋ)）で除することに
より、基準値と比較する熱抵抗値を求めることが出来る。このように、上記のいずれかの基準に応じて、監理す
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べき事項や完了検査段階での検査対象が異なるため、設計図書等で用いた基準を確認できるよう記載すること
が望ましい。 

また、複数住戸を有する共同住宅の住戸で仕様基準を用いる場合、原則として他住戸を含めて、以下の条件を
満たす必要がある。この際各住戸の断熱仕様等が同一であれば、当該仕様を仕様書等に記載することにより、申
請図書の記載の合理化を図ることも可能と考えられる。 

・ 施工上やむを得ない部分を除き、外気に接する壁及び開口部の熱貫流率は、仕様基準における外皮の熱貫
流率の基準の表に掲げる基準値以下とすること。 

・ 8地域を除き、その他の外気等に接する部位は無断熱としないこと。 

 
a ) 外皮・設備仕様書（共同住宅） 

 

 

 

  

（参考様式）

（1）外皮仕様
適用

（2）設備仕様（全住戸共通）

※ 上記（1）及び（2）に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

※ 店舗（住戸同様の熱的環境）上部の床スラブ下は、住宅
仕様基準の対象外部位となるが、吹付けロックウール厚
30㎜を施工する。

205

店舗 ENT 駐輪場

枠：
ガラス：

金属製（全住戸）
Low-E複層（日射熱取得）ガラスA6（全住戸）

UW

ηW

3.7
0.51

界床： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）
界壁： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）

301 302 303 304 305

501 502 503 504

704 705

601 602 603 604 605

505

4 01 4 02 4 03 4 04 4 05

－

1101 1102 1103 1104

1001 1002 1003 1004 1005

901 902 903 904 905

801 802 803 804 805

701 702 703

ガス潜熱回収型給湯器　モード熱効率90.8％

全般換気設備
非居室の照明設備
給湯設備

入居者設置
入居者設置

暖房設備
冷房設備

外気床

その他床
－
－

一一級級建建築築士士登登録録　　大大臣臣登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号　　氏氏名名

建築物名称

外壁

部位 仕様
屋根

R
値
基
準

設計値

地域の区分 6

R
R

0.7
0.7

201 202 203 204

外断熱 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種aA厚50㎜

外皮・設備仕様表（共同住宅仕様基準）

1.8

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚30㎜ 0.8

断熱
補強

窓

建設地●●マンション新築工事 東京都千代田区●●1-2-3

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種aA厚50㎜

ドア等

一一級級建建築築士士事事務務所所　　△△△△県県知知事事登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号

内断熱 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚40㎜ 1.1

外断熱

内断熱

LED設置
内径75㎜以上のダクト式第三種換気設備

　JIS A4702に基づく H － 1 （全住戸） UD 4.7

1.8

2.1-1 仕様基準の対象部位 2.1-4 断熱材の施工法 2.1-6 部位の断熱材の熱抵抗値 

2.1-7 構造熱橋部の断熱材の施工法 
2.1-8 断熱補強の範囲 
2.1-9 断熱補強の熱抵抗 

適用した基準明示の例 
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部位熱貫流率計算

（（ 外外壁壁 ））のの実実質質熱熱貫貫流流率率　　ＷＷ//（（㎡㎡ＫＫ））

一般部

熱伝導率λ
Ｗ/(ｍ・Ｋ)

厚さｄ
ｍ

ｄ/λ
㎡・Ｋ/Ｗ

－ － 0.110

1.600 0.150 0.094

0.028 0.030 1.071

－ － 0.040

1.315

0.760

XPS３種aA

表面熱伝達抵抗　Ｒse

熱貫流抵抗　　ΣＲ＝Σ（ｄｉ/λｉ）

熱貫流率　　　Ｕｎ＝１/ΣＲ

RC

仕様番号 部　分　名

W-1

表面熱伝達抵抗　Ｒsi

＜＜部部位位仕仕様様＞＞ の熱貫流率計算

b ) 熱貫流率計算書（共同住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c ) 基準階平面図（共同住宅） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1-1 仕様基準の対象部位 

2.1-3 部位の構造及び工法 

2.1-3 部位の構造及び工法 2.1-5 部位の熱貫流率 
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d ) 断面図 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

2.1-4 断熱材の施工法 

2.1-8 断熱補強の範囲 2.1-1 仕様基準の対象部位 
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e ) 住戸平面詳細図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1-3 部位の構造及び工法 

2.1-1 仕様基準の対象部位 

2.1-4 断熱材の施工法 

2.1-7 構造熱橋部の断熱材の施工法 
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表1.2.1 断熱材種別と厚さに応じた熱抵抗値への換算表（JIS） 
（繊維系断熱材） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

50㎜ 89㎜ 90㎜ 95㎜ 105㎜ 120㎜ 140㎜ 155㎜
通常品10-50 0.050 1.0 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4 2.8 3.1
通常品10-49 0.049 1.0 1.8 1.8 1.9 2.1 2.4 2.9 3.2
通常品10-48 0.048 1.0 1.9 1.9 2.0 2.2 2.5 2.9 3.2
高性能品HG10-47 0.047 1.1 1.9 1.9 2.0 2.2 2.6 3.0 3.3
高性能品HG10-46 0.046 1.1 1.9 2.0 2.1 2.3 2.6 3.0 3.4
通常品XX-45、高性能品HG10-45 0.045 1.1 2.0 2.0 2.1 2.3 2.7 3.1 3.4
通常品XX-44、高性能品HG10-44 0.044 1.1 2.0 2.0 2.2 2.4 2.7 3.2 3.5
高性能品HGXX-43 0.043 1.2 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3.3 3.6
通常品20-42、高性能品HG12-42 0.042 1.2 2.1 2.1 2.3 2.5 2.9 3.3 3.7
通常品20-41、高性能品HG12-41 0.041 1.2 2.2 2.2 2.3 2.6 2.9 3.4 3.8
通常品20-40 0.040 1.3 2.2 2.3 2.4 2.6 3.0 3.5 3.9
通常品24-38、高性能品HGXX-38 0.038 1.3 2.3 2.4 2.5 2.8 3.2 3.7 4.1
高性能品HGXX-37 0.037 1.4 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 3.8 4.2
通常品XX-36、高性能品HGXX-36 0.036 1.4 2.5 2.5 2.6 2.9 3.3 3.9 4.3
通常品XX-35、高性能品HGXX-35 0.035 1.4 2.5 2.6 2.7 3.0 3.4 4.0 4.4
高性能品HGXX-34 0.034 1.5 2.6 2.6 2.8 3.1 3.5 4.1 4.6
通常品XX-33、高性能品HGXX-33 0.033 1.5 2.7 2.7 2.9 3.2 3.6 4.2 4.7
高性能品HGXX-32 0.032 1.6 2.8 2.8 3.0 3.3 3.8 4.4 4.8
高性能品HGXX-31 0.031 1.6 2.9 2.9 3.1 3.4 3.9 4.5 5.0
LA 0.045 1.1 2.0 2.0 2.1 2.3 2.7 3.1 3.4
LB 0.043 1.2 2.1 2.1 2.2 2.4 2.8 3.3 3.6
LC 0.041 1.2 2.2 2.2 2.3 2.6 2.9 3.4 3.8
LD 0.039 1.3 2.3 2.3 2.4 2.7 3.1 3.6 4.0
MA 0.038 1.3 2.3 2.4 2.5 2.8 3.2 3.7 4.1
MB 0.037 1.4 2.4 2.4 2.6 2.8 3.2 3.8 4.2
MC、HA 0.036 1.4 2.5 2.5 2.6 2.9 3.3 3.9 4.3
HB 0.035 1.4 2.5 2.6 2.7 3.0 3.4 4.0 4.4
HC 0.034 1.5 2.6 2.6 2.8 3.1 3.5 4.1 4.6

0.040 1.3 2.2 2.3 2.4 2.6 3.0 3.5 3.9
0.052 1.0 1.7 1.7 1.8 2.0 2.3 2.7 3.0

熱伝
導率

分類 断熱材名称
（JIS A9521）

繊
維
系
断
熱
材

断熱厚さに応じた熱抵抗値（㎡・K）/W

インシュレーションファイバー断熱材ファイバーマット
インシュレーションファイバー断熱材ファイバーボード

グラスウール断熱材
（右欄記号中の
「XX」は複数種類あ
るため略）

ロックウール断熱材
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（繊維系以外の断熱材） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

20㎜ 25㎜ 30㎜ 35㎜ 40㎜ 50㎜ 60㎜ 90㎜ 105㎜ 120㎜ 150㎜
１号 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
２号 0.036 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.5 2.9 3.3 4.2
３号 0.038 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 2.4 2.8 3.2 3.9
４号 0.041 0.5 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 2.2 2.6 2.9 3.7
１種ｂA 0.040 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.3 1.5 2.3 2.6 3.0 3.8
１種ｂB 0.038 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 2.4 2.8 3.2 3.9
１種ｂC 0.036 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.5 2.9 3.3 4.2
２種ｂA 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
２種ｂB 0.032 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 1.9 2.8 3.3 3.8 4.7
２種ｂC 0.030 0.7 0.8 1.0 1.2 1.3 1.7 2.0 3.0 3.5 4.0 5.0
３種ａA 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
３種ａB 0.026 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3 3.5 4.0 4.6 5.8
３種ａC 0.024 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5 3.8 4.4 5.0 6.3
３種ａD 0.022 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.3 2.7 4.1 4.8 5.5 6.8
３種ｂA 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
３種ｂB 0.026 0.8 1.0 1.2 1.3 1.5 1.9 2.3 3.5 4.0 4.6 5.8
３種ｂC 0.024 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5 3.8 4.4 5.0 6.3
３種ｂD 0.022 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.3 2.7 4.1 4.8 5.5 6.8
１種 0.029 0.7 0.9 1.0 1.2 1.4 1.7 2.1 3.1 3.6 4.1 5.2
２種１号 0.023 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.2 2.6 3.9 4.6 5.2 6.5
２種２号 0.024 0.8 1.0 1.3 1.5 1.7 2.1 2.5 3.8 4.4 5.0 6.3
２種３号 0.027 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.9 2.2 3.3 3.9 4.4 5.6
２種４号 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
Ａ種１ 0.034 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.6 3.0 3.5 4.4
Ａ種１H 0.026 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.9 2.3 3.4 4.0 4.6 5.7
Ａ種３ 0.040 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.5 2.2 2.6 3.0 3.7
１種１号、１種２号 0.042 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 2.1 2.5 2.9 3.6
２種 0.038 0.5 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6 2.4 2.8 3.2 3.9
３種 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
１種X号ＡⅠ、ＡⅡ 0.022 0.9 1.1 1.4 1.6 1.8 2.3 2.7 4.1 4.8 5.5 6.8
１種X号ＢⅠ、ＢⅡ 0.021 1.0 1.2 1.4 1.7 1.9 2.4 2.9 4.3 5.0 5.7 7.1
１種X号ＣⅠ、ＣⅡ 0.020 1.0 1.3 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0 4.5 5.3 6.0 7.5
１種X号ＤⅠ、ＤⅡ 0.019 1.1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.6 3.2 4.7 5.5 6.3 7.9
１種X号ＥⅠ、ＥⅡ 0.018 1.1 1.4 1.7 1.9 2.2 2.8 3.3 5.0 5.8 6.7 8.3
２種1号ＡⅠ、ＡⅡ 0.036 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.4 1.7 2.5 2.9 3.3 4.2
２種2号ＡⅠ、ＡⅡ 0.034 0.6 0.7 0.9 1.0 1.2 1.5 1.8 2.6 3.1 3.5 4.4
２種3号ＡⅠ、ＡⅡ 0.028 0.7 0.9 1.1 1.3 1.4 1.8 2.1 3.2 3.8 4.3 5.4
３種1号ＡⅠ、ＡⅡ 0.035 0.6 0.7 0.9 1.0 1.1 1.4 1.7 2.6 3.0 3.4 4.3

フェノールフォーム断熱材
（右欄記号中の「X」は1～3
の数値全て共通の値とな
る。）

ポ
リ
ス
チ
レ
ン
フ
ォ
ー
ム
断
熱
材

ビーズ法ポチスチレン
フォーム断熱材

押出法ポリスチレン
フォーム断熱材

ウ
レ
タ
ン
フ
ォ
ー
ム
断
熱
材

硬質ウレタンフォーム
断熱材

吹付け硬質ウレタン
フォーム

分類 断熱材名称
（JIS A9521、JIS A9526）

熱伝
導率

断熱厚さに応じた熱抵抗値（㎡・K）/W

ポリエチレンフォーム断熱材
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2.1.2 外皮（開口部） 

1) 記載項目 

開口部（窓とドア）の熱貫流率は、同一の開口部であってもその性能を求める方法に応じて値が異なることと
なる。よってどの方法により求めた値かを示すと共に、当該方法で求めたことが分かる情報を全て設計図書等に
明示することが必要となる。 

開口部のうち窓の熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分かれており、それぞれで明示する内容や、必
要となる設計図書等が異なっている（表1.2.2参照）。 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 
④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めた窓の熱貫流率 

なお、仕様基準では、開口部の熱貫流率を定めているため、標準計算法で用いる開口部の熱貫流率の算定方
法を用いることができるが、開口部に設けられた付属部材等（シャッター、雨戸、和障子及び風除室の有無）の
効果を勘案することは出来ないので注意する必要がある。 

 
表1.2.2 窓の熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1 

窓の熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.1-7 製品名（建具）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-8 建具の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.1-9 窓種   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-10 製品名（ガラス）  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-11 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-12 スペーサー種別   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-13 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-14 窓寸法※3   ○  仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

※1 記載項目において、 
・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 

・「建具の仕様」とは、木製建具又は樹脂製建具、木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料製
建具、金属製建具又はその他の別をいう。 

・「窓種」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式をいう。 

・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚数、中空層のガスの種類・濃度及び中空
層の厚さをいう。 

・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペー
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サー）の種別をいう。 

・「ガラス熱貫流率」とは、ガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 
・「窓寸法」とは、窓の大きさ（高さ、幅）をいう。 

※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書などをいう。 

※3 仕様基準の窓の熱貫流率において、窓の面積（当該窓が2以上の場合においては、その合計の面積）が
住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除外できる規定を用いている場合は、方法に関わら
ず窓寸法の確認が必要となる。 

 
仕様基準で定める開口部の日射遮蔽性能を示す方法については、以下の①から⑥に分かれており、それぞ   

れ明示する内容や必要となる設計図書等が異なっている（表1.2.3参照）。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の日射熱取得率 
④ JIS等に基づいて算定されたガラスの日射熱取得率 
⑤ 付属部材（紙障子、外付けブラインド等）の設置 

⑥ ひさし、軒等（オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法がその下端から開口部の下場までの高
さの0.3倍以上のもの。以下同じ。）の設置 
 

表1.2.3 窓の日射遮蔽性能を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1※2 

窓の日射遮蔽性能を示す方法 
記載する設計図書の例※3 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

2.1-15 製品名（建具）   ○    仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-16 建具の仕様 ○ ○     仕様書、平面図、建具表 

2.1-17 窓種等   ○    仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-18 製品名（ガラス）  ○ ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-19 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-20 Low-E日射区分 ○      仕様書、平面図、建具表 

2.1-21 ガラス日射熱取
得率 

 ○ ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-22 付属部材の設置     ○  仕様書、平面図 

2.1-23 ひさし、軒等の設
置 

     ○ 平面図、立面図、断面図 



 

RC 造共同（仕様基準）1-12 

※1 記載項目において、 

 ・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「建具の仕様」とは、木製建具及び樹脂製建具又はその他の別などをいう。 
・「窓種等」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式や枠の色をいう。 

・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの種類（色等）、膜数や有無、ガラスの枚数などをいう。 
・「Low-E日射区分」とは、Low-Eガラスにおける日射取得型あるいは日射遮蔽型の別をいう。 

・「ガラス日射熱取得率」とは、ガラスの日射熱取得率（ηｇ）をいう。 
※2 仕様基準の開口部の日射遮蔽性能において、開口部の面積（天窓以外の開口部で、当該開口部が2以上

の場合においては、その合計の面積）が住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除外できる

規定を用いている場合は、①から⑥の方法に関わらず2.1-14と同様に窓寸法の確認が必要となる。 
※3 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 

 

次に開口部のうちドアの熱貫流率は、その性能を求める方法に応じて、以下の①から④に分かれており、それ
ぞれで明示する内容や必要となる設計図書等が異なっている（表1.2.4参照）。 
なお、一般的なドアは日射遮蔽性能に関する仕様基準は適用されないが、ドアのうち戸の大部分が透明材料

（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により熱貫流率及び日射遮蔽性能の確認が必要と
なるため、注意する必要がある。 

 

① 戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
② 戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 

④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 
 

表1.2.4 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1 

ドアの熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.1-24 製品名（ドア）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-25 戸の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.1-26 戸の開閉形式   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-27 錠の有無等 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-28 ポストの有無 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-29 枠の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-30 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-31 スペーサー種別  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 
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2.1-32 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.1-33 ドア寸法   ○  仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

※1 記載項目において、 

・「製品名（ドア）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「戸の仕様」とは、金属製高断熱フラッシュ構造、金属製断熱フラッシュ構造、金属製フラッシュ構造、
金属製ハニカムフラッシュ構造、金属製又はその他の別をいう。 

・「戸の開閉形式」とは、片開き、親子、片袖、両袖等の開閉形式をいう。なお、片袖部、両袖部及び欄間
部に透明材料を用いる場合は、複数の仕様の異なる開口部として扱う。 

・「錠の有無等」とは、戸に設置された錠の有無及び数をいう。 

・「ポストの有無」とは、戸に設置された郵便受け等の有無をいう。 
・「枠の仕様」とは、木製、金属製熱遮断構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料製、
金属製又はその他の別をいう。 

・「ガラスの仕様」とは、ドアに部分的に設置されたガラスのLow-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚数、
中空層のガスの種類・濃度及び中空層の厚さをいう。 

・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペー

サー）の種別をいう。 
・「ガラス熱貫流率」とは、戸に設けたガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 
・「ドア寸法」とは、ドアの大きさ（高さ、幅及びガラス部分を有する場合はその高さ、幅を含む。）をい

う。 
※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 

なお、共同住宅の場合は、表1.2.2①、表1.2.3①及び表1.2.4①を用いた設計がほとんどになると考えられるが、

それ以外の方法を用いる場合、ガラスや建具全体の熱性能値の根拠となる詳細な建具仕様等や、具体の熱性能値の
値などを設計図書等に示す必要があるので注意する必要がある。 
 

2) 設計図書の記載例 

 窓について、表1.2.2①や表1.2.3①に記載する「建具及びガラス仕様に基づく開口部の性能」を用いた場合、
具体的な窓の仕様に応じた熱性能値は、（一社）日本サッシ協会や（一社）板硝子協会のホームページなどで、

早見表が公開されているので参照されたい。 
 また、これら窓の仕様等は、仕様表や建具表などに記載されることが一般的である。 
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a ) 外皮・設備仕様書（共同住宅） 

 
 

b ) 建具表 
 

 

 

（参考様式）

（1）外皮仕様
適用

（2）設備仕様（全住戸共通）

※ 上記（1）及び（2）に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

※ 店舗（住戸同様の熱的環境）上部の床スラブ下は、住宅
仕様基準の対象外部位となるが、吹付けロックウール厚
30㎜を施工する。

205

店舗 ENT 駐輪場

枠：
ガラス：

金属製（全住戸）
Low-E複層（日射熱取得）ガラスA6（全住戸）

UW

ηW

3.7
0.51

界床： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）
界壁： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）

301 302 303 304 305

501 502 503 504

704 705

601 602 603 604 605

505

4 01 4 02 4 03 4 04 4 05

－

1101 1102 1103 1104

1001 1002 1003 1004 1005

901 902 903 904 905

801 802 803 804 805

701 702 703

ガス潜熱回収型給湯器　モード熱効率90.8％

全般換気設備
非居室の照明設備
給湯設備

入居者設置
入居者設置

暖房設備
冷房設備

外気床

その他床
－
－

一一級級建建築築士士登登録録　　大大臣臣登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号　　氏氏名名

建築物名称

外壁

部位 仕様
屋根

R
値
基
準

設計値

地域の区分 6

R
R

0.7
0.7

201 202 203 204

外断熱 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種aA厚50㎜

外皮・設備仕様表（共同住宅仕様基準）

1.8

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚30㎜ 0.8

断熱
補強

窓

建設地●●マンション新築工事 東京都千代田区●●1-2-3

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種aA厚50㎜

ドア等

一一級級建建築築士士事事務務所所　　△△△△県県知知事事登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号

内断熱 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚40㎜ 1.1

外断熱

内断熱

LED設置
内径75㎜以上のダクト式第三種換気設備

　JIS A4702に基づく H － 1 （全住戸） UD 4.7

1.8

2.1-22 付属部材の設置 

2.1-19、-20 ガラスの仕様、Low-E日射区分 2.1-8 建具の仕様 

2.1-8 建具の仕様 2.1-19、-20 ガラスの仕様、Low-E日射区分 

JIS A4702（ドアセット）JIS A4706（サッシ）に
基づき、熱貫流率がH-1は4.7W/(㎡・K)、H-2
は 4.1 W/(㎡・K)以下であることを規定 



 

RC 造共同（仕様基準）1-15 

ｃ ) 断面図 

 

 

  

2.1-23 ひさし、軒等の設置 
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2.2 暖房設備 

1) 記載項目 

仕様基準では、住宅に設置する暖房設備について、下表の事項を図書等に記載することが必要となる。ただ
し、完了検査時点で暖房設備の設置が行われない場合、入居者設置など、その旨を設計図書等に記載すること

で仕様基準に適合するものと判断するため、具体の暖房設備の種類や性能を記載する必要はない。 

 
記載項目 記載例 

記載する設計図書

の例 

2.2-1 暖房方式 居室のみ暖房 空調設備平面図 

2.2-2 暖房設備の種類及びその効率 ルームエアコンコンディショナー（い） 空調設備機器表 

 

2) 設計図書の記載例 

共同住宅の場合、住戸専用部に空調機器を設置する場合、一般的には設備図面の空調設備機器表などに必要な
情報を記載することとなる。 

なお、仕様基準におけるルームエアコンディショナーに関する適否は、暖房能力（冷房にあっては冷房能力）
を消費電力で除した数値が、以下の算出式により求められる基準値以上であることを確認することにより判断
を行うこととなっている。 

  暖房設備（ルームエアコンディショナー）：－0.321×暖房能力（㎾）＋6.16 
  冷房設備（ルームエアコンディショナー）：－0.504×冷房能力（㎾）＋5.88 
ただし、実務上はルームエアコンディショナーの暖房性能と冷房性能を同時に確認できるようにするため、建

研技術情報に基づき定格冷房能力から暖房及び冷房に係る能力の判断を行うことができる次頁の表を用いる場
合がほとんどである。表では、定格冷房能力及び定格冷房能力を定格消費電力で除した数値（定格冷房エネルギ
ー消費効率）をもとに（い）、（ろ）又は（は）に区分しており、簡易に暖冷房の適否判断を行うことができる。 

ここで、仕様基準のルームエアコンディショナーに係る暖房及び冷房の基準値は下表の（ろ）の区分に該当す
るため、設置するルームエアコンディショナーの区分が、基準値相当である（ろ）又はより省エネ性能の高い
（い）である場合は、仕様基準に適合していると判断することができる。 
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定格冷房能力の区分 
エネルギー消費効率の区分を満たす条件 

区分（い） 区分（ろ） 区分（は） 

2.2kW以下 5.13以上 4.78以上5.13未満 4.78未満 

2.2kWを超え2.5kW以下 4.96以上 4.62以上4.96未満 4.62未満 

2.5kWを超え2.8kW以下 4.80以上 4.47以上4.80未満 4.47未満 

2.8kWを超え3.2kW以下 4.58以上 4.27以上4.58未満 4.27未満 

3.2kWを超え3.6kW以下 4.35以上 4.07以上4.35未満 4.07未満 

3.6kWを超え4.0kW以下 4.13以上 3.87以上4.13未満 3.87未満 

4.0kWを超え4.5kW以下 3.86以上 3.62以上3.86未満 3.62未満 

4.5kWを超え5.0kW以下 3.58以上 3.36以上3.58未満 3.36未満 

5.0kWを超え5.6kW以下 3.25以上 3.06以上3.25未満 3.06未満 

5.6kWを超え6.3kW以下 2.86以上 2.71以上2.86未満 2.71未満 

6.3kWを超える 2.42以上 2.31以上2.42未満 2.31未満 

 

a ) 冷暖房設備機器表 

 

  ※ 「居室のみ暖房」の暖房方式で、一つの居室に複数の暖房器具を設置する場合、評価の優先順位が下表
のとおり定められている。例えば、上図のようにルームエアコンディショナーとFF暖房器が設置され
ている場合、FF暖房器が仕様基準への適合確認の対象となるため注意する必要がある。また、次表に
記載の無い暖房設備（例えばマルチパッケージエアコンなど）は、設置していないものとして取り扱う
こととなる。 

 
 

2.2-2、暖房設備の種類及びその効率 

2.2-1、暖房方式※ 
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評価の優先順位 「居室のみ暖房」で使用する暖房設備 
1 電気蓄熱暖房器 
2 電気ヒーター床暖房 
3 ファンコンベクター 
4 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 
5 温水床暖房、温水床暖房（併用運転に対応） 
6 FF暖房器 
7 パネルラジエーター 
8 ルームエアコンディショナー 

 
  



 

RC 造共同（仕様基準）1-19 

2.3 冷房設備 

1) 記載項目 

仕様基準では、住宅に設置する冷房設備について、下表の事項を図書等に記載する必要がある。ただし、完
了検査時点で冷房設備の設置が行われない場合、入居者設置など、その旨を設計図書等に記載することで仕様

基準に適合するものと判断するため、具体の冷房設備の種類や性能を記載する必要はない。 

 
記載項目 記載例 

記載する設計

図書の例 

2.3-1 冷房方式 居室のみ冷房 仕様書 
平面図 2.3-2 冷房設備の種類及びその効率 ルームエアコンコンディショナー（い） 

 

2) 設計図書の記載例 

冷房設備についても、暖房設備と同様に一般的には設備図面の空調設備機器表などに必要な情報が記載され
る。また、仕様基準におけるルームエアコンディショナーに関する適否は、暖房設備における取り扱いと同様

に、エネルギー消費効率の区分（い）、（ろ）又は（は）により適否判断を行うことが可能である。竣工後に入
居者が冷房設備を設置する場合、暖房設備と同様に、その旨を設計図書等に記載することで仕様基準に適合す
るものと判断し、具体の冷房設備の種類や性能を記載する必要はない。 

 

a ) 外皮・設備仕様表（共同住宅） 

  

（参考様式）

（1）外皮仕様
適用

（2）設備仕様（全住戸共通）

※ 上記（1）及び（2）に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

※ 店舗（住戸同様の熱的環境）上部の床スラブ下は、住宅
仕様基準の対象外部位となるが、吹付けロックウール厚
30㎜を施工する。
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店舗 ENT 駐輪場

枠：
ガラス：

金属製（全住戸）
Low-E複層（日射熱取得）ガラスA6（全住戸）

UW

ηW

3.7
0.51

界床： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）
界壁： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）

301 302 303 304 305

501 502 503 504

704 705

601 602 603 604 605

505

4 01 4 02 4 03 4 04 4 05

－

1101 1102 1103 1104

1001 1002 1003 1004 1005

901 902 903 904 905

801 802 803 804 805

701 702 703

ガス潜熱回収型給湯器　モード熱効率90.8％

全般換気設備
非居室の照明設備
給湯設備

入居者設置
入居者設置

暖房設備
冷房設備

外気床

その他床
－
－

一一級級建建築築士士登登録録　　大大臣臣登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号　　氏氏名名

建築物名称

外壁

部位 仕様
屋根

R
値
基
準

設計値

地域の区分 6

R
R

0.7
0.7

201 202 203 204

外断熱 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種aA厚50㎜

外皮・設備仕様表（共同住宅仕様基準）

1.8

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚30㎜ 0.8

断熱
補強

窓

建設地●●マンション新築工事 東京都千代田区●●1-2-3

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種aA厚50㎜

ドア等

一一級級建建築築士士事事務務所所　　△△△△県県知知事事登登録録第第▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲号号

内断熱 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚40㎜ 1.1

外断熱

内断熱

LED設置
内径75㎜以上のダクト式第三種換気設備

　JIS A4702に基づく H － 1 （全住戸） UD 4.7

1.8

2.3-1 冷房方式 
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2.4 換気設備 

1) 記載項目 

 
記載項目 記載例 

記載する設計

図書の例 

2.4-1 比消費電力 0.3W/(m3/h)以下 仕様書、平面
図、全般換気
設備図 

2.4-2 換気方式 ダクト式第三種換気設備 

2.4-3 ダクトの内径 内径75mm以上のダクトを使用 

2.4-4 電動機の仕様 DCモーター 

 
2) 設計図書の記載例 

換気設備については、一般的には設備図面の換気設備機器表などに必要な情報が記載されることとなる。 

なお、2.4-1の比消費電力とは、全般換気設備の消費電力を設計風量で除して得られる値をいう。 
 

a ) 換気設備機器表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.4-1 比消費電力 
2.4-2 換気方式 
2.4-3 ダクト内径 
2.4-4 電動機の仕様式 
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2.5 照明設備 

1) 記載項目 

仕様基準では、住宅に設置する非居室の照明設備について、下表の事項を図書等に記載する必要がある。た
だし、完了検査時点で該当する照明設備の設置が行われない場合、入居者設置など、その旨を設計図書等に記
載することで仕様基準に適合するものと判断することができる。 

なお、完了検査時点で一部の非居室に照明設備を設置する場合、設置した器具の全てが仕様基準に適合する
必要がある。 

 
記載項目 記載例 

記載する設

計図書の例 

2.5-1 非居室の照明設備の種類 非居室の照明設備は全てLEDを使用 仕様書、平

面図 

 

2) 設計図書の記載例 

照明設備については、一般的に設備図面の照明設備姿図に種類が記載され、具体の設置個所については電灯
コンセント設備図などに明確な位置が記載されることとなる。 

  
a ) 電灯コンセント設備詳細図（照明設備姿図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.5-1 非居室の照明設備の種類 

2.5-1 非居室の照明設備の種類 
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2.6 給湯設備 

1) 記載項目 

 

 
記載項目 記載例 

記載する設

計図書の例 

2.6-1 給湯機の種類 ガス潜熱回収型給湯器 仕様書、平
面図 2.6-2 給湯機の効率等 モード熱効率81.5％ 

 

2) 設計図書の記載例 

給湯設備については、一般的に設備図面の機器表などに記載されることとなる。 
 

a ) 給排水衛生設備機器表・器具表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b ) ガス給湯器のモード熱効率の表示例（カタログ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.6-1 給湯機の種類 

2.6-2 給湯機の効率等 

2.6-2 給湯機の効率等 
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3. 確認申請図書作成例（仕様基準に関する記載例） 

 

 

  
（参考様式）

（1）外皮仕様
適用

（2）設備仕様（全住戸共通）

※ 上記（1）及び（2）に記載する性能値等は、特記なき限り国立研究開発法人建築研究所の定める技術情報に記載するJIS等の規格に基づく値とする。

一一級級建建築築士士事事務務所所　　○○○○○○知知事事登登録録第第○○○○○○○○号号

内断熱 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚40㎜ 1.5

外断熱

内断熱

LED設置
内径75㎜以上のダクト式第三種換気設備

　JIS A4702に基づく H － 1 （全住戸） UD 4.7

1.8

外皮・設備仕様表（共同住宅仕様基準）

1.3

吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚30㎜ 1.2

断熱
補強

窓

建設地（仮称）Ｂマンション新築工事 東京都千代田区●●1-2-3

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種aA厚50㎜

一一級級建建築築士士登登録録　　大大臣臣登登録録第第000000000000号号　　○○○○○○○○○○

建築物名称

外壁

部位 仕様
屋根

R
値
基
準

設計値

地域の区分 6

R
R

0.7
0.7

201 202 203

外断熱 硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ2種1号厚30㎜

ドア等

ガス潜熱回収型給湯器　モード熱効率90.8％

全般換気設備
非居室の照明設備
給湯設備

入居者設置
入居者設置

暖房設備
冷房設備

外気床

その他床
－
－
－

504 505

4 01 4 03 4 04 4 05

管理室共用部（非空調）

204

枠：
ガラス：

金属製（全住戸）
Low-E複層（日射熱取得）ガラスA6（全住戸）

UW

ηW

3.7
0.51

界床： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）
界壁： 吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑA種1厚25㎜L450㎜（全住戸）

301 303 304 305

501 503
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第2章 
 
建築物エネルギー消費性能基準への 
適合義務対象建築物に係る 
工事監理マニュアル  
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3. 省エネ基準工事監理報告書（仕様基準） ............................................................  2-22 
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1. はじめに 

1.1 趣旨・基本的考え方 

工事監理者である建築士は、設計図書に明示された省エネ基準に係る建材や設備の仕様等のとおりに工事が実
施されていることを確認する必要がある。 

本マニュアルは、仕様基準を用いた鉄筋コンクリート造共同住宅の省エネ基準に係る工事監理の適正な実施を
図るため、工事監理の確認項目及び確認方法について、省エネ基準に係る工事に関し、より具体的に例示するこ
とを目的としている。 

省エネ基準への適合確認にあたり、仕様基準を利用した場合における省エネ基準に係る工事監理の確認項目と
確認方法は、表2.１のとおりである。仕様基準を利用した場合の具体的な確認方法について、「２．確認のポイン
トの例示」において詳述するが、仕様基準を用いない場合は別途共同（標準計算）住宅事例に係る設計・監理資

料集を参照し、適切に工事監理の確認を行う。 
なお、完了検査申請を行う際は、申請書に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書（省エネ基準

工事監理報告書）を添付する必要がある。省エネ基準工事監理報告書の様式例は、「３.省エネ基準工事監理報告

書（仕様基準）」を参照されたい。ただし、特定行政庁によっては、別途、様式を定めていることもあるため、実
際の完了検査申請を行う際には、事前に、特定行政庁や指定確認検査機関に確認する必要がある。 
また、工事監理において、性能値の確認が必要な項目については、完了検査時において、建築主事又は指定確

認検査機関より、所定の性能を有していることを証明する書類（第三者認証に係る書類や自己適合宣言書）を求
められることがあるため、工事監理者は、書面や製造者のホームページ等により、当該書類を確認する必要があ
る。 

この第三者認証に係る書類として、JISマークの表示や JIS製品認証書等が該当する。また、自己適合宣言書と
して、例えば、JIS Q 1000に基づく当該製品に係る製品規格の JISへの自己適合宣言書や、JIS Q 17050-1に基づ
く試験方法を示した規格に基づき性能を確認していることの適合宣言書（様式例は別紙１参照）が該当する。な

お、一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページには、それらの書類を入手又は入手するための各製造者
の製品情報へのポータルサイト（温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト）が掲載されており、完了検査等にお
いて活用することができる。 
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表2.1設計図書の記載項目・確認方法の例（RC造共同住宅・仕様基準） 

種別 記載項目 確認方法 

外皮 

仕様基準の対象部位 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認  
・目視に係る現地確認 建築物の種類（建て方） 

部位の構造及び工法 

断熱材の施工法 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 
・目視に係る現地確認 部位の熱貫流率 

部位の断熱材の熱抵抗値 

構造熱橋部の断熱補強の施工法 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認  
・目視に係る現地確認 断熱補強の範囲 

断熱補強の熱抵抗 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

開口部の熱貫流率 ・製品ラベルや施工記録書等に係る書類確認 
・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 
・目視に係る現地確認 

窓の日射熱取得率 

ガラスの日射熱取得率 

付属部材の有無 ・目視に係る現地確認 

ひさし、軒等の有無 ・目視に係る現地確認 

暖房設備 
暖房方式 ・目視に係る現地確認 

暖房設備の種類及びその効率 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

冷暖房設備 
冷房方式 ・目視に係る現地確認 

冷房設備の種類及びその効率 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

換気設備 

比消費電力 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

換気方式 ・目視に係る現地確認 

ダクトの内径 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

電動機の仕様 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

照明設備 非居室の照明設備の種類 
・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 
・目視に係る現地確認 

給湯設備 
給湯機の種類 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

給湯機の効率等 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 
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1.2 本資料の構成 

次ページ以降では、建材及び設備別に、次の３つのパートで工事監理の方法を解説している。 

「１）確認項目」では、設計図書の記載内容に応じて、工事監理で確認すべき項目を表に整理している。 
「２）具体的な確認方法」では、”納入前”、”材料納入時”、”施工後”などの工事の各段階において、前述の確認

すべき項目に応じた確認方法を表に整理している。また、標準的な工事監理で行われる確認内容のほか、省エネ

基準に係る工事監理に特有の確認方法について説明している。 
「３）確認する図書等の例」では、１）及び２）を踏まえ、確認する具体的な図書等の例を示している。 
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2.1 外皮 

2.1.1 外皮（開口部以外） 

1) 確認項目 

仕様基準における設計図書等（外皮の部位計算書や仕様表等。以下外皮について同じ。）の記載方法には、用
いる基準に応じ下表①又は②に示す2パターンがあり、それぞれ確認すべき項目が異なる。そのため、最初に設

計図書等が①又は②のどちらの基準を用いているかを判断し、該当箇所の確認作業を行う。 
 

設計図書の記載内容 
記載例 

確認項目 
①熱貫流率基準 ②断熱材熱抵抗基準 

2.1-1 仕様基準の対象部位 屋根 屋根 施工部位 

2.1-2 建築物の種類（建て
方） 

共同住宅等 住宅の建て方 

2.1-3 部位の構造及び工法 鉄筋コンクリート造（ラーメン構造） 部位の構造やその工法等 

2.1-4 断熱材の施工法、厚

さ 

JIS A9521 XPS 3 種 aA

厚 50㎜スラブ上断熱、
鉄筋コンクリート造屋
根スラブ厚150㎜ 

JIS A9521 XPS 3 種

aA厚 50㎜スラブ上
断熱 

断熱材の施工法及び層を

構成する建材等の仕様、
厚さ（断熱材の熱抵抗基
準の場合は断熱材の仕

様、厚さ） 2.1-5 部位の熱貫流率 0.486W/（㎡・K）  

2.1-6 部位の断熱材の熱抵

抗値 

 1.8（㎡・K）/W 

※ 建材等の熱物性値の根拠となる規格等は、建研技術情報を参照。 

また、鉄筋コンクリート造等で確認が必要な断熱補強に関しては以下のとおりである。 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.1-7 構造熱橋部の断熱補
強の施工法 

室内側に JISA9526 吹付け硬質ウレタンフォ
ームA種1H厚20㎜施工 

構造熱橋部の断熱補強の
施工法 

2.1-8 断熱補強の範囲 室内側躯体面より450㎜の範囲に施工 断熱補強の施工範囲 

2.1-9 断熱補強の熱抵抗 0.8（㎡・K）/W 断熱補強の熱抵抗 
 

  



 

RC 造共同（仕様基準）2-5 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート、監理範囲等 設計図書等に係る書類確認（適用する基準など） 

材料納入時 材質、厚さ等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 厚さ等 目視に係る立会い確認、施工記録書、施工完了報告書等に係
る書類確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される施工計画書・納入伝票・施工完了報告書等により、

使用される断熱材が設計図書に定める仕様等に適合していることを確認している。さらに、必要に応じ、材料の

初期納入時に、使用材料が指定材料であることを製品・納品書・カタログ等に記載された認証マークにより確認
し、工事施工者から提出される施工記録書の確認、施工状況の立会い確認等を行っている。また、現場で施工さ
れる断熱材の場合は、必要に応じ、工事施工者から提出される施工記録書や施工完了報告書等の確認、施工状況

の立会い確認等を行っている。 
省エネ基準に係る工事監理においては、上記の確認の際に、１）に示す設計図書等の記載内容について確認す

るとともに、設置状況を確認する。 

特に、設計図書に熱性能に関する規格や試験方法が記載されている場合は、施工計画書等に当該規格や試験方
法が記載されていることを確認する。その際、工事監理者は、必要に応じ、断熱材が所定の熱性能を有している
ことを証明する書類（第三者認証、自己適合宣言書等）を工事施工者等に求める。断熱材の熱性能の第三者認証

に係る書類としては、日本建材・住宅設備産業協会の「優良断熱建材認証書」等が該当する。 
なお、断熱材については、製造元より様々な流通経路を経て、工事現場に納入されることがあり、工事現場に

断熱材の仕様に係る情報が適確に伝達されるよう、工事施工者等に注意を促す必要がある。 

 
3) 確認する図書等の例 

断熱材の仕様確認に用いる書類には、設計図書の記載内容に応じ、１）に示す確認項目が記載されていること

が必要となる。 
 

  



 

RC 造共同（仕様基準）2-6 

a) 施工計画書（吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の例） 

工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内容と一致していることを確認する。 
 

吹付け硬質ウレタンフォーム施工計画 

 

工事名 ○○○○○新築工事 

工事施工（ゼネコン） ○○○○○  

 

１）  原材料・材料物性 

商品名：○○○○○ 

品 番：○○○○○ 

製造会社名：○○○○ 

製造会社住所：○○○○○ 

TEL：○○○○○    FAX：○○○○○ 

ホームページ：○○○○○ 

種類の区分 JIS A 9526 A種１Hの仕様に準拠 

 

材 料 特 性 

項目 単位 物性値 

熱伝導率 W/(m･K) 0.026 

圧縮強さ KPa 80以上 

接着強さ ｋPa 80以上 

透湿率 Ng/(m･s･Pa) 9.0以下 

難燃性の有無 有 難燃材料相当 

 

２） 施工範囲 

部位 断熱材の種類 厚さ（mm） 施工面積（㎡） 

外壁 吹付け硬質ウレタンフォームA種１H 35 3,250 

屋根 吹付け硬質ウレタンフォームA種１H 50 1,200 

断熱補強部 吹付け硬質ウレタンフォームA種１H 25 200 

 

  

３） 吹付け施工業者 

会社名 ○○○○○ 

住所  ○○○○○  

第三者認証の有無 優良断熱材認証（(一社)日本建材・住宅設備産業協会） 有 ・ 無 
 

 

  

チェックポイント 
2.1-1 
仕様基準の対象部位 

チェックポイント 
2.1-4 
断熱材の熱性能等 

チェックポイント 
2.1-7 
断熱補強の厚さ 

チェックポイント 
2.1-4 
断熱材の施工法 

チェックポイント 
2.1-7 
断熱補強の熱性能等 
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b) 目視・施工写真（断熱補強の例） 

工事監理者は、断熱補強の厚さや範囲が設計図書の記載内容と一致していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

チェックポイント 
2.1-8 
断熱補強の範囲 

チェックポイント 
2.1-7 
断熱補強の厚さ 
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2.1.2 外皮（開口部） 

1) 確認項目 

仕様基準における開口部（窓とドア）の熱性能（熱貫流率や日射熱取得率）は、設計図書等に記載された開口
部の種類や熱性能を求める方法により監理すべき項目が異なるため、最初にどの方法を用いているか設計図書
等から確認する必要がある。 

一般的なRC造共同住宅の場合、下記①の方法で窓の熱貫流率を求めていると考えられるが、②から④の方法
を用いる場合、確認（監理）する項目が増加するため注意する必要がある。 

 

① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 

④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて技術情報により求めた窓の熱貫流率 
 

表2.2.1 窓の熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

窓の熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.1-10 製品名（建具） ×社△△△、アングル付   〇 〇 建具の製品名 

2.1-11 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇   窓枠の種別 

2.1-12 窓種 引違い   〇 〇 窓種 

2.1-13 製品名（ガラス） ×社×××  〇 〇 〇 ガラスの製品名等 

2.1-14 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12＋
FL3） 〇 〇 〇 〇 

ガラスの種類、枚数、中
空層の厚さ、ガス種別、

ガラス建築確認記号等 

2.1-15 スペーサー種別 金属スペーサー 
  〇 〇 

複層ガラス端部のスペ
ーサーの種別（金属・樹

脂） 

2.1-16 ガラス熱貫流率 Ug＝2.9  〇 〇 〇 ガラスの熱貫流率 

2.1-17 窓寸法※1 W1,600×H1,800   〇  開口部の大きさ 

※１ 仕様基準の窓の熱貫流率において、窓の面積（当該窓が 2以上の場合においては、その合計の面積）

が住戸の床面積に0.02を乗じた数値以下となるものを除外できる規定を用いている場合は、方法に関
わらず窓寸法の確認が必要となる。 
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  窓の熱性能のうち日射遮蔽性能に関しては、窓の面する方位の確認と併せ、以下の①から⑥の方法を定めて
いる。窓の熱貫流率と同様に、いずれの方法を用いるかにより監理する項目も変わるため注意する必要があ
る。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験あるいは計算による窓の日射熱取得率 
④ JIS等に基づいて算定されたガラスの日射熱取得率 

⑤ 付属部材（紙障子、外付けブラインド等）の設置 
⑥ ひさし、軒等（オーバーハング型の日除けで、外壁からの出寸法がその下端から開口部の下場までの高

さの0.3倍以上のもの。以下同じ。）の設置 
 

表2.2.2 窓の日射遮蔽性能を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容※1 
記載例 

窓の日射遮蔽性能 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 

2.1-18 製品名（建具） ×社△△△、アングル
付 

  〇    
建具の製品名 

2.1-19 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇     窓枠の種別等 

2.1-20 窓種等 引違い   〇    窓種等 

2.1-21 製品名（ガラス） ×社×××  〇 〇 〇   ガラスの製品名 

2.1-22 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋
A12＋FL3） 

〇 〇 〇 〇   
ガラスの種類・厚さ、枚
数、中空層ガス種別等 

2.1-23 Low-E日射区分 日射熱取得型 〇      Low-E膜の日射区分 

2.1-24 ガラス日射熱取

得率 

ηg＝0.67 
 〇 〇 〇   

ガラスの日射熱取得率 

2.1-25 付属部材の設置 紙障子設置 
    〇  

紙障子、外付けブライン
ドの有無 

2.1-26 ひさし、軒等の設
置 

ひさし設置 
     〇 

要件を満たすひさし、軒
等の有無 

※1 仕様基準の開口部の日射遮蔽性能において、開口部の面積（天窓以外の開口部で、当該開口部が2以上
の場合においては、その合計の面積）が住戸の床面積に0.04を乗じた数値以下となるものを除外できる

規定を用いている場合は、①から⑥の方法に関わらず2.1-14と同様に窓寸法の確認が必要となる。 
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開口部の熱性能のうちドアの熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分類される。いずれの方法を用いる
かにより、同一ドアであっても監理する項目が異なる点は窓と同様である。 

なお、一般的なドアは日射遮蔽性能に関する仕様基準の規定は適用されないが、ドアのうち戸の大部分が透明
材料（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により熱貫流率及び日射遮蔽性能の確認をす
るため、注意する必要がある。 

 
① 戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
②  戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

③  JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 
④  JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 

 
表2.2.3 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

ドアの熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.1-27 製品名（ドア） ●社△△△   〇 〇 ドアの製品名等 

2.1-28 戸の仕様 金属製断熱フラッシュ構造 〇 〇   戸の種別 

2.1-29 戸の開閉形式 片開き   〇 〇 戸の開閉形式 

2.1-30 錠の有無等 彫り込み錠2か所 〇 〇 〇 〇 戸の錠の有無と個数 

2.1-31 ポストの有無 ポスト設置 
〇 〇 〇 〇 

戸へのポスト設置の有

無 

2.1-32 枠の仕様 金属製熱遮断構造 〇 〇   ドア枠の種類 

2.1-33 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12＋

FL3） 
〇 〇 〇 〇 

戸のガラスの種類、枚

数、中空層の厚さ、ガス
種別、ガラス建築確認記
号等 

2.1-34 スペーサー種
別 

樹脂スペーサー 
 〇 〇 〇 

戸の複層ガラス端部の
スペーサーの種別（金

属・樹脂） 

2.1-35 ガラス熱貫流
率 

Ug＝2.9 
 〇 〇 〇 

戸のガラスの熱貫流率 

2.1-36 ドア等寸法 W900×H2,100   〇  ドアの大きさ 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート等 設計図書等に係る書類確認（開口部の熱性能を求める方法など） 

材料納入時 材質、厚さ等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 寸法、施工状況等 目視・計測に係る立会い確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される納入伝票等により、使用される開口部が設計図書等
に記載する、開口部の熱性能を求める方法に応じた仕様等に適合していることを確認している。 
また、ガラスに関しては、ガラス建築確認記号やガラスの熱性能等を記載したラベルが、ガラス面に直接貼り

付けられている場合もあるため、完了検査を受けるまで当該ラベルを残しておくことが望ましい。 
ただし、設計図書等で用いている開口部の熱性能を求める方法によっては、建具等で現場の目視や一般的な納

品書等では確認できない項目もあるため、監理者は事前に施工者に対し、確認に必要となる資料等を、開口部の

供給事業者から入手しておくよう求める必要がある。 
 
3) 確認する図書等の例 

開口部の仕様確認を行う際は、事前に、評価に用いた方法に応じ、確認が必要となる項目が記載されている図
書等であることを確認する。 

 

【窓の熱性能に関する設計図書等（①建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱性能の例）】 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

チェックポイント 
2.1-11 建具の仕様 

 

チェックポイント 
2.1-14 ガラスの仕様 
2.1-23 Low-E日射区分 
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a) ガラスの熱性能表示の例（ガラスの熱性能が直接記載されている例） 

 

 
 
なお、仕様基準では、原則開口部の大きさは省エネ基準適合上の監理対象外となるが、床面積に対する開口部

面積の割合に基づく適用除外開口部の規定を用いる場合は、省エネ基準適合上の監理を行うこととなるため注意
する必要がある。 

 

 

  

Ug=1.9
ηg=0.67

チェックポイント 
2.1-16 ガラス熱貫流率 
2.1-24 ガラス日射熱取得率 

チェックポイント 
 2.1-14、22 ガラスの仕様 
ガラス建築確認記号（表2-2-3参照） 
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参考1：ガラスの種類 
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2.2 暖房設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.2-1 暖房方式 居室にルームエアコンディショ
ナー設置。 

住戸全体を暖房する方式か、居室のみ
を暖房する方式かを確認 

2.2-2 暖房設備の種類及び
その効率 

ルームエアコンディショナー
（い） 

暖房設備機器の種類と、エネルギー消
費効率の区分 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 暖房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる暖房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される暖房設備機器の納入仕様書等により、設置される暖

房設備機器が設計図書等に記載する種類、型番等に適合していること又は必要な性能を有していることを確認
している。 

 

3) 確認する図書等の例 

ルームエアコンに表示されている型番を目視直接確認する場合の例 
 

     

 

 

チェックポイント 
【設計図書等の型番と一致していること
を確認】 
2.2-2 暖房設備の種類及びその効率 

チェックポイント 
2.2-1 暖房方式 
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2.3 冷房設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.3-1 冷房方式 居室にルームエアコンディショ
ナー設置。 

住戸全体を冷房する方式か、居室のみ
を冷房する方式かを確認 

2.3-2 冷房設備の種類及び
その効率 

ルームエアコンディショナー
（い） 

冷房設備機器の種類と、エネルギー消
費効率の区分 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。暖房設備としてルームエアコンを用いた場合と同一となって
いる。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 冷房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる冷房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 

 なお、暖房設備も同様であるが、設計図書で未設置（入居者設置など）となっている場合、設置されていないこ
とを確認することとなるため、注意する必要がある。 
 

3) 確認する図書等の例 

 ルームエアコンに表示されている型番を目視直接確認する場合の例 

 

     

 

 

チェックポイント 
【設計図書等の型番と一致していること
を確認】 
2.3-2 冷房設備の種類及びその効率 

チェックポイント 
2.3-1 冷房方式 
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2.4 換気設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.4-1 比消費電力 0.3W/(m3/h)以下 設計風量、消費電力 

2.4-2 換気方式 ダクト式第三種換気設備 換気方式 

2.4-3 ダクトの内径 内径75mm以上のダクトを使用 ダクト内径の寸法 

2.4-4 電動機の仕様 DCモーター 電動機の仕様 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 換気設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる換気設備の確認） 

材料納入時 機器種類、仕様等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される換気設備機器の納入仕様書、施工図等により、設置
される換気設備機器やダクト等が設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 

 

3) 確認する図書等の例 

【納入仕様書（24時間換気設備）】 
 

 

 

チェックポイント 
【設計図書等に記載の電動機を使
用していることを確認】 
2.4 -4 電動機の仕様 

 

チェックポイント 
【ダクトの接続径を確認】 
2.4-3ダクトの内径 
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2.5 照明設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.5-1 非居室の照明設備の
種類 

非居室の照明設備は全て LED
を使用 

照明設備の種類 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 非居室の照明設備の種類 設計図書等に係る書類確認（対象となる照明設備の確認） 

材料納入時 照明設備の種類 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、目視により確認により行う。また、電球等の部分が隠蔽されている照明設備に

ついては工事施工者から提出される照明設備機器の納入仕様書等により、設置される照明設備機器が設計図書
等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 
なお、設計図書で一部の非居室のみに照明設備を設置すると記載されている場合、完了検査時点でそれ以外の

非居室に照明設備が設置されていないことを確認することとなるため、注意する必要がある。 
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2.6 給湯設備 

1) 確認項目 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 

2.6-1 給湯器の種類 ガス潜熱回収型給湯器 給湯器の種類 

2.6-2 給湯器の熱効率等 モード熱効率81.5％ 給湯器の種類に応じた熱効率（エネル

ギー消費効率） 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 給湯器の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる給湯設備の確認） 

材料納入時 給湯器種類、熱効率等 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される給湯器の納入仕様書等により、設置される給湯器が

設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 

 
3) 確認する図書等の例 

【納入仕様書（潜熱回収型ガス給湯器）】 

 

  

 

 

チェックポイント 
2.6-1 給湯器の種類（型番） 

チェックポイント 
2.6-2 熱効率等 
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3. 省エネ基準工事監理報告書（仕様基準） 
 

 

 

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者

物件概要

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

① 断熱材の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

② 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合）

　A・B・C

・

・

適・不適

③ 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む）

　A・B・C

・

・

適・不適

① 暖房方式
　A・B・C

・

・

適・不適

② 暖房設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 冷房方式
　A・B・C

・

・

適・不適

②
　A・B・C

・

・

適・不適

① 換気設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 非居室の照明設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 給湯設備の仕様、設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

［注意］

１．本様式は、「住宅仕様基準」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。

２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A:目視による立会確認　B: 計測等による立会い確認　C：施工計画書等・試験成績書等による確認

６．給湯設備

項　　　目 報　　　　告　　　　事　　　　項
照合を行った

設計図書
確認方法

２．暖房設備

３．冷房設備

冷房設備の仕様、設置状況

４．換気設備

５．照明設備

確認

結果

１．外皮

省エネ基準工事監理報告書（仕様基準）

                    　様
令和　　　年　　　月　　　日

建 築 主

工 事 名 称

敷 地 の 地名 地番

任意様式
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1. はじめに 

1.1 主旨・基本的考え方 

 令和４年６月に、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部
を改正する法律」が公布され、2025年4月以降（予定）は原則全ての新築等に係る建築物について、建築物エネ

ルギー消費性能基準（以下「省エネ基準」という。）への適合が義務づけられる予定である。これに伴い、共同住
宅の設計を行う建築士は、設計図書において、省エネ基準に係る建材や設備の仕様等を明示することが必要とな
る。 

 本マニュアルは、標準計算を用いたRC造共同住宅の省エネ基準に係る設計の適正な実施を図るため、図面等
への省エネ基準に係る内容の記載方法について、より具体的に例示することを目的としている。 
なお、住宅用途で省エネ基準に適合させるには、告示で定める「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の

防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（以下「仕様基準」という。）」を用いることが可能で
あるが、本マニュアルでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判
定（以下「省エネ適判」という。）を要する、標準計算を使用した場合について記載を行っている。具体的な設計

図書への記載項目等は、表１.3.1のとおりとなるが、より詳細な記載内容については、「２．記載項目の具体的内
容」を参照されたい。ただし、記載する設計図書等はあくまで例示であり、他の図書に必要事項が明示されてい
る場合は、必ずしも当該図書を要するわけではない。 

 また、仕様基準を用いる場合は、別途RC造共同住宅（仕様基準）事例に係る設計・監理資料集を参照し、適
切に設計図書を作成する必要がある。 
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1.2 本資料の適用範囲 

共同住宅を含む建築物の一次エネルギー消費量は、「住戸部分」と「共用部及び非住宅部分」に分けて計算

し、それぞれの結果を集計して算定する。本資料では、このうち「住戸部分」の計算方法を示しており、「共用
部及び非住宅部分」については、以下に示す資料を参考に作成すること。 
 

建築物エネルギー消費性能基準への適合義務対象建築物に係る設計図書の記載例 
（一般社団法人 日本サステナブル建築協会） 

https://www.jsbc.or.jp/document/files/tekihan_manual.pdf 

 
非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム 
（国立研究開発法人 建築研究所） 

https://building.lowenergy.jp/ 
 

 

図1.2.1 住戸部分と共用部及び非住宅部分の計算の考え方 
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1.3 本資料の構成 

「２．記載項目の具体的内容」では、表1.3.1の種別ごとに、「1) 記載項目」に記載項目、記載例、記載す

る設計図書の例、及び添付する計算書の例を表にまとめている（図1.3.1）。また、「2) 設計図書の記載例」に
記載項目の設計図書への記載方法の例を示している（図1.3.2）。さらに、「3) 計算書の記載例」に計算書の記
載例を示している（図1.3.3）。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

図1.3.1 「1) 記載項目」の例 

図1.3.2 「2) 設計図書の記載例」の例 

図1.3.3 「3) 計算書の記載例」の例 

1) 記載項目 

 記載項目 記載する設計図書の例 添付する計算書の例 

2.1-1 計算に用いたプログラムの種類 － 出力シート等 

2.1-2 建て方（共同住宅であること） 建物概要 － 

2.1-3 居室の構成（主たる居室とその他の居

室、非居室で構成されているか） 

平面図 － 

2.1-4 床面積（主たる居室、その他居室、床

面積の合計） 

各室床面積図 － 

2.1-5 地域の区分（1地域～8地域） 建物概要 － 
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表１.3.1 設計図書への記載項目・記載する設計図書の例（RC造共同住宅・標準計算） 

種別 記載項目 記載する設計図書の例 添付する計算書の例 

基本 

情報 

計算に用いたプログラムの種類 － 出力シート等 

建て方（一戸建て・共同住宅の別） 建物概要 － 

部位の構造及び工法 建物概要  

居室構成（主たる居室とその他の居室、非居室で構
成されているか） 

住戸平面詳細図 － 

床面積（主たる居室、その他居室、床面積の合計） 各室床面積図 － 

吹き抜け等の仮想床面積 求積表、住戸平面詳細図  

地域の区分（1地域～8地域） 建物概要 － 

年間の日射地域区分（太陽光等利用の場合のみ） 案内図、配置図  

外皮 

外皮面積の合計 住戸平面詳細図、断面図 － 

熱的境界となる部位 平面図、断面図 － 

外皮（開口部以外）の断熱種類、熱貫流率、厚さ、面

積 
断熱範囲図 

壁体等種類別熱貫流

率計算書 

開口部の種類 建具表 住戸別外皮平均熱貫

流率及び平均日射熱
取得率計算書 

開口部の平均熱貫流率、平均日射熱取得率 － 

ひさし、軒等の有無 立面図、矩計図 

構造熱橋部の断熱補強の施工法、範囲 住戸平面詳細図（参考拾図） 熱橋リスト 

通風の利用の有無 住戸平面詳細図 通風計算書 

蓄熱の利用の有無 住戸平面詳細図 蓄熱計算書 

暖房 

設備 

暖房方式 機器表  

暖房設備の種類 機器表  

エネルギー消費効率の区分（ルームエアコンディシ

ョナー） 
機器表  

小能力時高効率型コンプレッサー（ルームエアコン
ディショナー） 

機器表  

定格能力におけるエネルギー消費効率（FF暖房機） 機器表  

敷設率（床暖房） TES図  

仮想床を除いた敷設率（床暖房） TES  

上面放熱率（床暖房） － 上面放熱率計算書 

断熱配管（ルームエアコンディショナー付温水床暖
房） 

設備仕様書  

温水暖房機の種類（その他の暖房設備機器） 住戸平面詳細図  
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冷房 
設備 

冷房方式 機器表  

冷房設備の種類 機器表  

エネルギー消費効率の区分（ルームエアコンディシ

ョナー） 
機器表  

小能力時高効率型コンプレッサー（ルームエアコン
ディショナー） 

機器表  

換気 

設備 

換気方式 換気設備平面図  

比消費電力 機器表  

径の太いダクト、DCモーター（ダクト式） 
機器表 
換気設備平面図 

 

換気回数 換気計算表  

有効換気量率（第一種換気設備）   

温度交換効率（熱交換型換気設備） 機器表  

給気と排気の比率による温度交換効率の補正係数
（熱交換型換気設備） 

機器表  

漏気による温度交換効率の補正係数（熱交換型換気
設備） 

機器表  

給湯 
設備 

給湯機の種類 機器表  

熱効率 機器表  

エネルギー消費効率 機器表  

モード熱効率 機器表  

品番の指定（電気ヒートポンプ式） 機器表  

冷媒の種類（品番を指定しない場合） 機器表  

タンクユニット容量（品番を指定しない場合） 機器表  

暖房部熱効率、給湯部エネルギー消費効率又はモー
ド熱効率 

機器表  

タンクユニットの設置場所 機器表  

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房

機の区分 
機器表  

ふろ機能の種類 器具表  

配管方式、ヘッダー方式のヘッダー分岐後の配管径 仕様書  

台所、浴室シャワー、洗面の水栓種別 器具表  

高断熱浴槽の使用の有無 
 

器具表  
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照明 

設備 

照明器具の種類 照明器具姿図、照明平面図  

調光の有無 照明制御図、照明平面図  

太陽光 －※1   

太陽熱 －※1   

コージ
ェネ 

コージェネレーション機器の種類 
コージェネレーション設備
図 

 逆潮流の評価 

品番 

※1 住宅専有部に太陽光・太陽熱設備を設ける事例は非常に少ないので、記載は省略する。設置する場合は、
木造戸建て（住宅標準計算）事例 設計監理資料集を参照のこと。 

 

 上表において、建材又は設備機器等の種別や性能値等を示す際は、国立研究開発法人建築研究所が定めホーム
ページ上で公開する、技術情報（https://www.kenken.go.jp/becc/、以下「建研技術情報」という。）に記載する
JIS等の規格に基づく種別、性能値等である必要がある。そのため、図面等においては性能値の根拠となる規格

等に関する情報を明示することが必要となるため注意する必要がある。 
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2. 記載項目の具体的内容 

RC造共同住宅の標準計算では、住戸タイプ別に一次エネルギー消費量の計算を行うため、住戸タイプ別に以下

の資料を揃える必要がある。 
 

2.1 基本情報 

1) 記載項目 

 記載項目 記載する設計図書の例 添付する計算書の例 

2.1-1 計算に用いたプログラムの種類 － 出力シート等 

2.1-2 建て方（一戸建て・共同住宅の別） 建物概要 － 

2.1-3 部位の構造及び工法 建物概要 － 

2.1-4 居室構成（主たる居室とその他の居室、非

居室で構成されているか） 

平面図 － 

2.1-5 床面積（主たる居室、その他居室、床面積
の合計） 

各室床面積図 － 

2.1-6 吹き抜け等の仮想床面積 求積表、住戸平面詳細図 － 

2.1-7 地域の区分（1地域～8地域） 建物概要 － 

2.1-8 年間の日射地域区分（太陽光等利用の場合
のみ） 

案内図、配置図 
 

 

2) 設計図書の記載例 

標準計算では、一次エネルギー消費量計算を行うため、外皮性能や設備機器に係る性能の他、様々な情報を
図面等に記載する必要がある。 

一次エネルギー消費量計算プログラムの出力シートに明示される各種情報の他、当該計算に必要な建て方や
居室構成及び面積などを確認するため、各室等の面積算定の根拠を図面等に明示することが必要である。面積
については、住宅の主たる居室（リビング、ダイニング及びキッチン）の面積、その他居室の面積、床面積の

合計の3つの値が必要となる。 
ただし、例えば主たる居室となるリビングが、非居室となる廊下と空間的に連続している（一体的に空調が

行われる）場合は、当該廊下部分も含めて主たる居室の面積として計算する必要があるため、留意されたい。

同様に、主たる居室とその他居室が空間的に一体である場合は、主たる居室として、その他居室と非居室が空
間的に一体である場合は、その他居室として面積算定を行うこととなる。 
また、上記の床面積算定に当たっては、吹抜け等で4.2ｍ以上の天井高さがある場合、仮想床面積を算入す

ることが必要となるほか、天井高さが6.3ｍを超える場合は複数の仮想床面積を算入する必要があるなど複雑
なルールが設けられているため、国立研究開発法人建築研究所ホームページ上に設けられた「住宅に関する省
エネルギー基準に準拠したプログラム（以下「住宅Webプロ」という。）」の入力プログラム上に設けられた

解説を参照の上、必要な数値とその算定根拠を設計図書に明示することとなる。 
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a) 建物概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

b) 各室床面積図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)平面図 

 

 

2.1-7 地域の区分 

2.1-3 部位の構造及び工法 2.1-2 建て方 

2.1-5 床面積 

2.1-4 居室の構成 
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2.2 外皮 

標準計算における外皮計算では、外皮基準への適合確認及び一次エネルギー消費性能の計算のため、下表に
記載する事項を設計図書及び外皮計算書などに明示することが必要である。 

 

1) 記載項目 

 記載項目 記載する設計図書の例 添付する計算書の例 

2.2-1 外皮面積の合計 住戸平面詳細図、断面図 － 

2.2-2 熱的境界となる部位 平面図、断面図 － 

2.2-3 外皮（開口部以外）の断熱種類・
熱貫流率、厚さ、面積 

断熱範囲図 壁体等種類別熱貫流率計
算書 

2.2-4 開口部の種類 建具表 住戸別外皮等平均熱貫流
率及び平均日射熱取得率
計算書 

2.2-5 開口部の平均熱貫流率、平均日射
熱取得率（集計） 

－ 

2.2-6 ひさし、軒等の有無 立面図、矩計図 

2.2-7 構造熱橋部の断熱補強の施工法、

範囲 

住戸平面詳細図（参考拾図） 熱橋リスト 

2.2-8 通風の利用の有無 住戸平面詳細図 通風計算書 

2.2-9 蓄熱の利用の有無 住戸平面詳細図 蓄熱計算書 

※ 2.2-8、2.2-9は、当該項目を利用する場合のみ図書等に記載する。 
 

以下の記載項目について、補足説明を行う。 

 

2.2-1 外皮面積の合計 

屋根、壁、開口部、床等の外皮面積の合計をいう。 

 

 

図2.2.1 外皮面積のイメージ 

屋根 

開口部 

壁 
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2.2-2 熱的境界となる部位 

各住戸タイプにおいて、熱的境界となる外壁・内壁等の位置を示す。 

 
2.2-3 外皮（開口部以外）の断熱種類、熱貫流率 

外皮（開口部以外）の方位・壁体等の種類別に、熱貫流率と外皮面積を求める。 

外皮（開口部以外）の熱貫流率の計算に用いる建材の熱物性値等に関しては、国立研究開発法人建築研究所
ホームページ上に設けられた「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術
情報（以下「技術情報」という。）」に記載する値を用いるほか、技術情報に定める試験方法で求めた値を用

いる場合は、当該試験結果等を示す根拠資料なども示す必要がある。 
技術情報で記載する建材等の熱物性値を表2.2.1に示す。 
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表2.2.1 建研技術情報で記載する建材等の熱物性値表 

分類 建材名称 
熱伝導率 λ 
（W/ｍ・Ｋ） 

金属 

鋼 55 

アルミニウム 210 

銅 370 

ステンレス鋼 15 

岩石、土壌 
岩石 3.1 

土壌 1.0 

コンクリート系材料 

コンクリート 1.6 

軽量コンクリート（軽量１種） 0.8 

軽量コンクリート（軽量１種） 0.5 

軽量気泡コンクリートパネル（ALC パネル） 0.19 

コンクリートブロック（重量） 1.1 

コンクリートブロック（軽量） 0.53 

セメント・モルタル 1.5 

押出成形セメント板 0.40 

非木質系壁材・下地材 

せっこうプラスター 0.60 

せっこうボード GB-R、GB-D、GB-L、GB-NC 0.221 

GB-S、GB-F 0.241 

GB-R-H、GB-S-H、GB-D-H 0.366 

しっくい 0.74 

土壁 0.69 

ガラス 1.0 

タイル 1.3 

れんが 0.64 

かわら 1.0 

ロックウール化粧吸音板 0.064 

火山性ガラス質複層版 0.13 

0.8 けい酸カルシウム板 0.18 

1.0 けい酸カルシウム板 0.24 
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分類 建材名称 
熱伝導率 λ 

（W/ｍ・Ｋ） 

木質系壁材・下地材 

天然木材 0.12 

直交集成板（CLTパネル） 0.12 

合板 0.16 

タタミボード 0.056 

シージングボード 0.067 

A 級インシュレーションボード 0.058 

パーティクルボード 0.17 

木毛セメント板 0.13 

木片セメント板 0.15 

ハードファイバーボード（ハードボード） 0.17 

ミディアムデンシティファイバーボード（MDF） 0.12 

床材 

ビニル系床材 0.19 

FRP 0.26 

アスファルト類 0.11 

畳 0.083 

稲わら畳床 0.070 

ポリスチレンフォームサンドイッチ稲わら畳床 0.054 

タタミボードサンドイッチ稲わら畳床 0.063 

建材畳床（Ⅰ形） 0.062 

建材畳床（Ⅱ形） 0.053 

建材畳床（Ⅲ形） 0.052 

建材畳床（K, N 形） 0.050 

カーペット類 0.08 
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2.2-4 開口部の種類 

開口部（窓とドア）の熱貫流率は、同一の開口部であってもその性能を求める方法に応じて値が異なる。よ

ってどの方法により求めた値かを示すと共に、当該方法で求めたことが分かる情報を全て設計図書等に明示す
る必要がある。 

 

a) 窓の熱貫流率 

開口部のうち窓の熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分かれており、それぞれで明示する内容や、
必要となる設計図書等が異なっている（表2.2.2参照）。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 
④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めた窓の熱貫流率 

 

なお、標準計算で用いる開口部の熱貫流率の算定方法では、開口部に設けられた付属部材等（シャッター、
雨戸、和障子及び風除室の有無）の効果を計算上勘案することもできるが、その場合は当該付属部材等を使用
することを図書上明記する必要がある。 

 
表2.2.2 窓の熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1 

窓の熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.2.4-1 製品名（建具）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-2 建具の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.2.4-3 窓種   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-4 製品名（ガラス）  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-5 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等※4 

2.2.4-6 スペーサー種別   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-7 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-8 窓寸法 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-9 付属部材等の設置
※3 

○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表 

※1 記載項目において、 
・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 

・「建具の仕様」とは、木製建具又は樹脂製建具、木と金属の複合材料製建具又は樹脂と金属の複合材料
製建具、金属製建具又はその他の別をいう。 
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・「窓種」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式をいう。 

・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 
・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚数、中空層のガスの種類・濃度及び中
空層の厚さをいう。 

・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペ
ーサー）の種別をいう。 

・「ガラス熱貫流率」とは、ガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 

・「窓寸法」とは、窓の大きさ（高さ、幅）をいう。 
※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 
※3 外皮性能計算に用いた場合は設置の有無を明示し、計算に用いない場合は対象外となる。 

※4 方法②③④を用いる場合のみ試験成績表が必要 

窓の熱貫流率に関しては、技術情報に記載する値を用いる方法や、（一社）日本サッシ協会の値を用いる方
法等がある。後者は、建具や付属品とガラスの総合熱貫流率を示しているため、①の方法に用いることができ

る。その他、技術情報に定める試験方法で求めた値を用いる場合は、当該試験結果等を示す根拠資料なども示
す必要がある。 

 

b) 窓の日射熱取得率 

窓の日射熱取得率を示す方法については、以下の①から③に分かれており、それぞれで明示する内容や必要
となる設計図書等が異なっている（表2.2.3参照）。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

③ JIS等に基づく試験あるいは計算による窓の日射熱取得率 
 

表2.2.3 開口部の日射熱取得率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 

記載項目※1 

窓の日射熱取得率 

を示す方法 記載する設計図書の例※2 

① ② ③ 

2.2.4-10 製品名（建具）   ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-11 建具の仕様 ○ ○  仕様書、平面図、建具表 

2.2.4-12 窓種等   ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-13 製品名（ガラス）  ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-14 ガラスの仕様 ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等※4 

2.2.4-15 Low-E日射区分 ○   仕様書、平面図、建具表 

2.2.4-16 ガラス日射熱取得率  ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 
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2.2.4-17 付属部材の設置※3 ○ ○ ○ 仕様書、平面図 

2.2.4-18 ひさし、軒等の設置※3 ○ ○ ○ 仕様書、平面図、立面図 

※1 検査事項において、 
 ・「製品名（建具）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 

・「建具の仕様」とは、木製建具及び樹脂製建具又はその他の別などをいう。 
・「窓種等」とは、引違い、すべり出し、たてすべり出し、FIX窓等の開閉形式や、枠の色をいう。 
・「製品名（ガラス）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 

・「ガラスの仕様」とは、Low-Eガラスの種類（色等）、膜数や有無、ガラスの枚数などをいう。 
・「Low-E日射区分」とは、Low-Eガラスにおける日射取得型あるいは日射遮蔽型の別をいう。 
・「ガラス日射熱取得率」とは、ガラスの日射熱取得率（ηｇ）をいう。 

・「付属部材」とは、外付けブラインド又は障子をいう。 
なお、窓寸法の確認も必要となるが、窓の熱貫流率で確認を行うため、本表では省略する。 

※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 

※3 外皮性能計算に用いた場合、付属部材の設置位置や、オーバーハング型の日除けで外壁からの出寸
法がその下端から開口部下端までの高さの0.3倍以上となる遮熱上有効なひさし、軒等であることが
確認できる寸法等を明示し、計算に用いない場合は対象外となる。 

※4 方法②③④を用いる場合のみ試験成績表が必要 

窓の日射熱取得率に関しては、技術情報に記載する値を用いるほか、技術情報に定める試験方法で求めた値

を用いる場合は、当該試験結果等を示す根拠資料なども示す必要がある。 
 

c) ドアの熱貫流率 

開口部のうちドアの熱貫流率は、その性能を求める方法に応じて、以下の①から④に分かれており、それぞ
れで明示する内容や必要となる設計図書等が異なっている（表2.2.4参照）。 
なお、一般的なドアは当該ドアの熱貫流率に0.034を乗ずることで、日射熱取得率の値とすることができる

が、ドアのうち戸の大部分が透明材料（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により熱
貫流率及び日射遮蔽性能を示す必要がある。 

 

① 戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
② 戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 

④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 
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表2.2.4 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた設計図書等への記載事項 

 
記載項目※1 

ドアの熱貫流率を求める方法 
記載する設計図書の例※2 

① ② ③ ④ 

2.2.4-19 製品名（ドア）   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-20 戸の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表 

2.2.4-21 戸の開閉形式   ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-22 錠の有無等 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等※3 

2.2.4-23 ポストの有無 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等※3 

2.2.4-24 枠の仕様 ○ ○   仕様書、平面図、建具表、試験成績書等※3 

2.2.4-25 ガラスの仕様 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等※3 

2.2.4-26 スペーサー種別  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-27 ガラス熱貫流率  ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

2.2.4-28 ドア等寸法 ○ ○ ○ ○ 仕様書、平面図、建具表、試験成績書等 

※1 検査事項において、 
・「製品名（ドア）」とは、特定メーカーの固有製品名等をいう。 

・「戸の仕様」とは、金属製高断熱フラッシュ構造、金属製断熱フラッシュ構造、金属製フラッシュ構
造、金属製ハニカムフラッシュ構造、金属製又はその他の別をいう。 

・「戸の開閉形式」とは、片開き、親子、片袖、両袖等の開閉形式をいう。なお、片袖部、両袖部及び欄

間部に透明材料を用いる場合は、複数の仕様の異なる開口部として扱う。 
・「錠の有無等」とは、戸に設置された錠の有無及び数をいう。 
・「ポストの有無」とは、戸に設置された郵便受け等の有無をいう。 

・「枠の仕様」とは、木製、金属製熱遮断構造、木と金属との複合材料製又は樹脂と金属との複合材料
製、金属製又はその他の別をいう。 

・「ガラスの仕様」とは、ドアに部分的に設置されたガラスのLow-Eガラスの有無や枚数、ガラスの枚

数、中空層のガスの種類・濃度及び中空層の厚さをいう。 
・「スペーサー種別」とは、複層ガラスの各ガラス間に、隙間を設けるために端部に設置する部材（スペ
ーサー）の種別をいう。 

・「ガラス熱貫流率」とは、戸に設けたガラスの熱貫流率（Uｇ）をいう。 
・「ドア等寸法」とは、ドアの大きさ（高さ、幅及びガラス部分を有する場合はその高さ、幅を含む。）を
いう。 

※2 試験成績書等とは、JIS等に基づく試験成績書や計算書、製造者による自己適合宣言書等をいう。 
※3 方法②③④を用いる場合のみ試験成績表が必要 

ドアの熱貫流率に関しては、技術情報に記載する値を用いて、（一社）日本サッシ協会が公開する値を用いる
方法等がある。その他、技術情報に定める試験方法で求めた値を用いる場合は、当該試験結果等を示す根拠資
料なども示す必要がある。 
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2.2-5 外皮の平均熱貫流率、平均日射熱取得率（集計） 

2.2-3で求めた外皮（開口部以外）の熱貫流率と面積、2.2-4で求めた開口部の熱貫流率と日射熱取得率及び

面積を計算書に入力し、外皮の平均熱貫流率・平均日射熱取得率を求める。 
外皮の平均熱貫流率・平均日射熱取得率の計算は、（一社）住宅性能評価・表示協会のプログラム等（以下

「平均熱貫流率等計算書」という）を用いて行う。 

 
2.2-6 ひさし、軒等の有無 

ひさしや軒等による日射遮蔽効果を見込む場合は、平均熱貫流率等計算書にひさしや軒等の奥行、窓高さ等

を入力する。または、デフォルト値を使用することも可能である。 
 

2.2-7 構造熱橋部の断熱補強の施工法、範囲 

熱橋の計算を行うには、まず熱橋が生じる部位を特定し、技術資料等（下表参照）から該当する熱橋形状を
選択する。次に、熱貫流率等計算書に、熱橋長さ、線熱貫流率、共有する住戸数等を入力し、熱損失等を算出
する。 
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2.2-8 通風の利用の有無 

2.2-9 蓄熱の利用の有無 

標準計算では、一次エネルギー消費性能の計算を行う際に「通風の利用」「蓄熱の利用」を計算に反映する
ことが可能となっている。当該項目を利用した計算を行う場合は、それぞれ利用するための条件や入力値の計

算などが求められるため、設計図書上に計算等の根拠となる情報を明示することが必要となる。具体的に明示
が必要となる内容については、技術情報を参照されたい。 
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2) 設計図書の記載例 

a ) 基準階平面図 

 

 

 

b) 断面図 

 

 

 

 

  

2.2-2 熱的境界となる部位 

2.2-2 熱的境界となる部位 

2.2-1 外皮面積（階高） 
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c) 断熱範囲図 

 

 

d) 住戸平面詳細図（参考拾図） 

 

 

2.2-3 外皮の断熱種類・熱貫流率 

2.2-7 構造熱橋部の断熱補強
の施工法、範囲 
（詳細は熱橋リスト参照） 

壁2 

壁1 

壁4 

壁5 

壁6 

2.2-1 外皮面積の合計 

壁3 
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e) 矩計図 

 

 

 

f) 建具表 

 

  

2.2-4 開口部の種類 

 

2.2-7 構造熱橋部の断熱補強の施
工法、範囲 
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3) 計算書等の記載例 

a) 壁体等種類別熱貫流率計算書 

壁体等の種類別熱貫流率の計算例を以下に示す。 
建材等の熱物性値については、技術情報等を参考に記載する。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

b) 熱橋リスト 

熱橋リストの例を以下に示す。 
 

NO. 部位 
名称 境界の組合せ・取り合う面の組合せ・特徴 補強仕様 共有する

住戸数 
線熱貫流率ψj 

(W/mK) 

1 壁1 外気2室内2 内断熱と内断熱面 壁式以外 補強仕様1 2 0.85 

2 壁2 外気2室内2 内断熱と内断熱面 壁式以外 補強仕様1 2 0.85 

3 壁3 外気2室内2 内断熱と内断熱面 壁式 補強仕様1 2 0.65 

4 壁4 外気2室内2 内断熱と内断熱面 壁式 補強仕様1 2 0.65 

5 壁5 外気2室内2 内断熱と内断熱面 壁式 補強仕様1 2 0.65 

6 壁6 外気2室内2 内断熱と内断熱面 壁式 補強仕様1 2 0.65 
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c) 住戸別外皮平均熱貫流率及び平均日射熱取得率計算書 

平均熱貫流率等計算書の計算例を以下に示す。 

https://www2.hyoukakyoukai.or.jp/seminar/gaihi/keisansheet/ 
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壁4（上階床） 

壁6（下階床） 

壁4（上階床） 

壁6（下階床） 

壁1（上階床） 

壁1（下階床） 

壁2（上階床） 

壁2（下階床） 

壁5（上階床） 

壁5（下階床） 

 

 

0.85 

0.85 

0.85 

0.85 

5.53 

5.53 

3.15 

3.15 

24.46 
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2.3 暖房設備 

標準計算における暖房設備に係る入力では、暖房設備として用いる機器種別に応じて、入力する性能値等が大
きく変わることとなる。また、竣工後に入居者が暖房設備（冷房設備も同様）を設置する場合、入居者設置と記
載することで、種別や性能値等を図面に記載することは要しない。 

 
1) 記載項目 

 記載項目 記載例 
記載する設

計図書の例 

2.3-1 暖房方式 居室のみを暖房 機器表 

2.3-2 暖房設備の種類 ルームエアコンディショナー 機器表 

2.3-3 エネルギー消費効率の区分（ルー

ムエアコンディショナー） 

ルームエアコンディショナー（い） 機器表 

2.3-4 小能力時高効率型コンプレッサー

（ルームエアコンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサー」が

搭載されたルームエアコンディショナ
ーの使用と、冷房及び暖房の最小能力
が定格能力の 10 分の 1 未満である 

機器表 

2.3-5 定格能力におけるエネルギー消費
効率（FF暖房機） 

エネルギー消費効率85％ 機器表 

2.3-6 敷設率（床暖房 敷設率：8.5㎡/14㎡×100＝60％（当該
計算根拠となった範囲等の図書への明
示含む。） 

住戸平面詳
細図 2.3-7 仮想床を除いた敷設率（床暖房） 

2.3-8 上面放熱率（床暖房） 上面放熱率：95.5％（当該計算根拠とな
った仕様等の図書への明示含む。） 

計算書 

2.3-9 断熱配管（ルームエアコンディシ
ョナー付温水床暖房） 

断熱配管あり 住戸平面詳
細図 

2.3-10 温水暖房機の種類（その他の暖房

設備機器） 

 機器表 

 

以下の記載項目について、補足説明を行う。 

 
2.3-1 暖房方式 

「居室のみ暖房」の暖房方式で、一つの居室に複数の暖房器具を設置する場合、評価の優先順位が下表のと
おり定められている。例えば、リビングにルームエアコンディショナーとFF暖房器が設置されている場合、
FF暖房器が評価（計算）対象となるため注意する必要がある。 
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また、本表に記載の無い暖房設備（例えばマルチパッケージエアコンなど）は、設置していないものとして
取り扱うこととなる。 

評価の優先順位 「居室のみ暖房」で使用する暖房設備 
1 電気蓄熱暖房器 
2 電気ヒーター床暖房 
3 ファンコンベクター 
4 ルームエアコンディショナー付温水床暖房 
5 温水床暖房、温水床暖房（併用運転に対応） 
6 FF暖房器 
7 パネルラジエーター 
8 ルームエアコンディショナー 

 

2.3-3 エネルギー消費効率の区分（ルームエアコンディショナー） 

ルームエアコンディショナーのエネルギー消費効率の区分がカタログ等に記載されている場合は、その値を
記載する。 

カタログ等に「定格冷房能力」および「定格冷房エネルギー消費効率」が記載されている場合は、この値を
用いて、下表により区分を確認する。 
なお、暖房運転の場合も、「定格冷房能力」と「定格冷房エネルギー消費効率」に基づき、エネルギー消費効

率の区分を設定しているため、当該ルームエアコンディショナー冷房能力をもとに区分を設定することに注意
を要する。 
エネルギー消費効率の区分が確認できない場合は、「区分(は)」を選択することができる。 

定格冷房能力の区分 
エネルギー消費効率の区分を満たす条件 

区分（い） 区分（ろ） 区分（は） 

2.2kW以下 5.13以上 4.78以上5.13未満 4.78未満 

2.2kWを超え2.5kW以下 4.96以上 4.62以上4.96未満 4.62未満 

2.5kWを超え2.8kW以下 4.80以上 4.47以上4.80未満 4.47未満 

2.8kWを超え3.2kW以下 4.58以上 4.27以上4.58未満 4.27未満 

3.2kWを超え3.6kW以下 4.35以上 4.07以上4.35未満 4.07未満 

3.6kWを超え4.0kW以下 4.13以上 3.87以上4.13未満 3.87未満 

4.0kWを超え4.5kW以下 3.86以上 3.62以上3.86未満 3.62未満 

4.5kWを超え5.0kW以下 3.58以上 3.36以上3.58未満 3.36未満 

5.0kWを超え5.6kW以下 3.25以上 3.06以上3.25未満 3.06未満 

5.6kWを超え6.3kW以下 2.86以上 2.71以上2.86未満 2.71未満 

6.3kWを超える 2.42以上 2.31以上2.42未満 2.31未満 

https://www.kenken.go.jp/becc/documents/house/4-3_210401_v07.pdf 
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2) 設計図書の記載例 

共同住宅の住戸専用部に空調機器を実装する場合、一般的には設備図面の空調設備機器表などに必要な情報が

記載される。 
 

a) 冷暖房設備機器表 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
3) 計算書の記載例 

a) 床暖房の上面放熱率計算書 

 

  

2.3-1 暖房方式 

2.3.2 暖房設備の種類及びその効率 
2.3.3 エネルギー消費効率の区分 
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2.4 冷房設備 

標準計算における冷房設備に係る入力では、一般的にはルームエアコンディショナーに係る性能が入力対象と
なる。 
記載内容については、2.3 暖房設備を参照のこと。 

 
1) 記載項目 

 記載項目 記載例 
記載する設

計図書の例 

2.4-1 冷房方式 居室のみを冷房 機器表 

2.4-2 冷房設備の種類 ルームエアコンコンディショナー 機器表 

2.4-3 エネルギー消費効率の区分（ルー

ムエアコンディショナー） 

ルームエアコンコンディショナー

（い） 

機器表 

2.4-4 小能力時高効率型コンプレッサー

（ルームエアコンディショナー） 

小能力時高効率型コンプレッサー」が

搭載されたルームエアコンディショナ
ーの使用と、冷房及び暖房の最小能力
が定格能力の 10 分の 1 未満である 

機器表 

 
2) 設計図書の記載例 

冷房設備についても、暖房設備と同様に一般的には設備図面の空調設備機器表などに必要な情報が記載され

る。 
記載例については、2.3 暖房設備を参照のこと。 
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2.5 換気設備 

標準計算における換気設備に係る入力では、局所換気設備（例えば、台所、浴室、便所等の換気設備）が対象

ではなく、建築基準法に基づく24時間換気設備が入力対象となるため、注意する必要がある。なお、局所換気
設備が全般換気設備を兼ねる場合は、当該設備の方式を選択する必要がある。 
 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 
記載する設

計図書の例 

2.5-1 換気方式 ダクト式第三種換気設備 換気設備平
面図 

2.5-2 比消費電力 比消費電力＝消費電力／設計風量 
（例）55(W)/200(㎥/ｈ) 

＝0.28（Ｗ/(㎥/ｈ)） 

機器表 

2.5-3 径の太いダクト、DCモーター（ダク
ト式）（比消費電力を入力しない場

合） 

内径75mm以上のダクトを設置 
及びDCモーター使用 

機器表 
換気設備平

面図 

2.5-4 換気回数 建築基準法施行令第20条の7第1項第

2号表「その他の居室」に該当 

機器表 

2.5-5 有効換気量率（第一種換気設備の場
合） 

1.0  

2.5-6 温度交換効率（熱交換型換気設備） 熱交換型換気設備の設置（温度交換
効率60％） 

機器表 

2.5-7 給気と排気の比率による温度交換効率
の補正係数（熱交換型換気設備） 

0.9 機器表 

2.5-8 漏気による温度交換効率の補正係数
（熱交換型換気設備） 

1.0 機器表 
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2) 設計図書の記載例 

換気設備については、一般的には設備図面の換気設備機器表などに必要な情報が記載される。 

 
a) 換気設備機器表 

 

 
 
 

 
 
 

* 建築基準法施行令第20条の7第1項第2号表「その他の居室」のみで構成 

 
b) 換気設備平面図 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

2.5-2 比消費電力 

2.5-4 換気回数 

2.5-1 換気方式 

FE-10 
第三種機械換気設備 

FE-11 
第三種機械換気設備 
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2.6 給湯設備 

標準計算における給湯設備に係る入力では、給湯熱源機の種別や性能値などの入力を行う方法の他、具体のメ

ーカー機器番号を選択して計算を行うことも可能となっているため、どのように一次エネルギー消費量計算の内
容に留意する必要がある。 

 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 
記載する設

計図書の例 

2.6-1 給湯機の種類 ガス潜熱回収型給湯器 機器表 

2.6-2 熱効率 モード熱効率95％ 機器表 

2.6-3 エネルギー消費効率 

2.6-4 モード熱効率 

2.6-5 品番の指定（電気ヒートポンプ式） ブランド事業者名 株式会社×× 
ヒートポンプユニット番号 HP-××× 

貯湯ユニット品番 S-Y××× 
補助熱源機品番 - 

機器表 

2.6-6 冷媒の種類（品番を指定しない場合） フロン系冷媒 機器表 

2.6-7 タンクユニット容量（品番を指定しな
い場合） 

タンク容量：100L 機器表 

2.6-8 暖房部熱効率、給湯部エネルギー消費
効率又はモード熱効率（ガス又は石油

従来・潜熱回収型温水暖房機等） 

暖房部熱効率87.0％ 
給湯部エネルギー消費効率90.0％ 

機器表 

2.6-9 タンクユニットの設置場所（電気HP
ガス瞬間式併用給湯温水暖房機等） 

屋外設置 機器表 

2.6-10 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型
給湯温水暖房機の区分（電気HPガス

瞬間式併用給湯温水暖房機等） 

区分1 機器表 

2.6-11 ふろ機能の種類 ふろ給湯器（追焚あり） 器具表 

2.6-12 配管方式、ヘッダー方式のヘッダー分
岐後の配管径 

ヘッダー方式、分岐後の配管径13A以下 仕様書 

2.6-13 台所、浴室シャワー、洗面の水栓種別 全て2バルブ水栓以外 

台所及び洗面水栓：水優先吐水機能付 
浴室シャワー水栓：手元止水機能付 

器具表 

2.6-14 高断熱浴槽の使用の有無 高断熱浴槽（JIS A 5532）設置 器具表 
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以下の記載項目について、補足説明を行う。 

 

2.6-2 熱効率 

2.6-3 エネルギー消費効率 

2.6-4 モード熱効率 

ガス給湯機、ガス給湯温水暖房機、石油給湯器、石油給湯温水暖房機のエネルギー効率を記載する場合、下

表を参考に、熱効率・エネルギー消費効率・モード熱効率のいずれかを選択する。 
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2.6-11 ふろ機能の種類 

ふろ機能として、追焚きあり・追焚きなし・給湯単機能（浴槽を有しないシャワールームの場合）を記載す

る。 
 

2.6-12 配管方式、ヘッダー方式のヘッダー分岐後の配管径 

給湯配管方式として、先分岐方式かヘッダー方式か、ヘッダー方式の場合は分岐後の配管径がすべて13A以
下かどうかを記載する。 

 

2.6-13 台所、浴室シャワー、洗面の水栓種別 

台所、浴室シャワー、洗面の各水栓が2バルブ水栓かそれ以外か、それ以外の場合は手元止水機能・水優先
吐水機能付かどうかを記載する。 

 
2) 設計図書の記載例 

給湯設備については、一般的に設備図面の機器表・器具表などに記載される。 

 
a) 給排水衛生設備機器表 

 

 
 
 

 
 
 

b) 仕様書 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2.6-1 給湯機の種類 

熱効率：90%以上 

2.6-3 エネルギー消費効率 

2.6-12 配管方式 
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c) 器具表 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

2.6-14 高断熱浴槽の使用の有無 
2.6-13 台所・浴室シャワー・

洗面の水栓種別 
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2.7 照明設備 

標準計算における照明設備に係る入力では、主たる居室、その他居室及び非居室の全てが計算対象となる。 

 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 
記載する設計図

書の例 

2.7-1 主たる居室、その他居室、非居室

の照明設備の種類及び調光が可能
な制御等の有無 

主たる居室：設置しない 

その他居室：設置しない 
非居室：全てLEDを使用 

照明器具姿図、 

照明平面図 

2.7-2 調光の有無 調光制御あり 照明制御図、 
照明平面図 

 

2) 設計図書の記載例 

照明器具については、一般的に設備図面の照明器具姿図に種類が記載され、具体の設置個所については電灯コ
ンセント設備図などに明確な位置が記載される。 

なお、竣工後に入居者が照明設備を設置する場合、その旨を設計図書等に記載（引っ掛けシーリング設置の
記載など）し、具体の照明設備の種類などを記載することは不要となる。 

 

a) 照明器具姿図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.7-1 照明設備の種類 



 

RC 共同（標準計算）1-37 

b) 照明設備平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.7-1 照明設備の種類 

2.7-1 照明設備の種類 
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2.8 太陽光発電設備 

住宅専有部に太陽光発電設備を設ける事例は非常に少ないので、記載は省略する。 

設置する場合は、木造戸建て（住宅標準計算）住宅事例 設計・監理資料集を参照のこと。 
 
 

2.9 太陽熱利用設備 

住宅専有部に太陽熱設備を設ける事例は非常に少ないので、記載は省略する。 
設置する場合は、木造戸建て（住宅標準計算）住宅事例 設計・監理資料集を参照のこと。 
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2.10 コージェネレーション設備 

1) 記載項目 

コージェネレーション設備に関しては、一般的な申請では設置する機器型番まで特定した申請が大半になる
と考えられる。その場合、当該機器のメーカー名や各ユニット等の品番を図書に明示することが必要となる。 
具体的には、下表の記載例に示すような情報を、仕様書等に記載することとなる。 

 

 記載項目 記載例 
記載する設計図書

の例 

2.10-1 コージェネ機器の指定 ブランド事業者名 株式会社●● 
発電ユニット番 

FCCS00C0NJ[zero] 
貯湯ユニット品番 － 
補助熱源機品番

FT0000KRSAWCMZ 

コージェネ設備図 

2.10-2 コージェネの種類 PEFC（固体高分子形燃料電池） コージェネ設備図 

2.10-3 逆潮流の評価 逆潮流なし コージェネ設備図 

 

2) 設計図書の記載例 

a ) 設備機器表 

コージェネについては、一般的に設備図面のコージェネ設備図などに記載される。 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

2.10-1 コージェネレーション機器の品番 2.10-3 逆潮流の有無 
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3. 省エネ適判申請図書作成例（標準計算に関する記載例） 
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RC 共同（標準計算）1-48 
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なお、上記図書等以外にも 
・ 外皮計算書（部位の熱貫流率計算書なども含む。） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 一次エネルギー消費量計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ その他必要に応じて使用する建材、設備機器等の性能等を示す根拠資料などの提出が必要となる。 
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1. はじめに 

1.1 主旨・基本的考え方 

工事監理者である建築士は、設計図書に明示された省エネ基準に係る建材や設備の仕様等のとおりに工事が実
施されていることを確認することが必要となる。 

本マニュアルは、標準計算を用いたRC造共同住宅の省エネ基準に係る工事監理の適正な実施を図るため、工
事監理の確認項目及び確認方法について、省エネ基準に係る工事に関し、より具体的に例示することを目的とし
ている。 

省エネ基準への適合確認にあたり、標準計算を利用した場合における省エネ基準に係る工事監理の確認項目と
確認方法は、表1.1.1のとおり整理される。標準計算を利用した場合の具体的な確認方法について、「２．確認
のポイントの例示」において詳述するが、標準計算を用いない場合は別途RC造共同（仕様基準）住宅事例に係

る設計・監理資料集を参照し、適切に工事監理の確認を行う。 
なお、完了検査申請を行う際は、申請書に省エネ基準に係る工事監理の実施状況に関する報告書（省エネ基準

工事監理報告書）を添付する必要がある。省エネ基準工事監理報告書の様式例は、「３.省エネ基準工事監理報告

書（標準計算）」を参照されたい。ただし、特定行政庁によっては、別途様式を定めていることもあるため、実
際の完了検査申請を行う際には、事前に特定行政庁や指定確認検査機関に確認を行う必要がある。 
また、工事監理において、標準計算を用いる場合は、より多くの項目で詳細な性能値等の確認が必要となるた

め、完了検査時に建築主事又は指定確認検査機関より、所定の性能を有していることを証明する書類（第三者認
証に係る書類や自己適合宣言書）を求められることが予想される。そのため、工事監理者は、書面や製造者のホ
ームページ等により、当該書類の確認を行う必要がある。 

この第三者認証に係る書類としては、JIS製品認証書等が該当する。また、自己適合宣言書としては、例え
ば、JIS Q 1000に基づく当該製品に係る製品規格の JISへの自己適合宣言書や、JIS Q 17050-1に基づく試験方
法を示した規格に基づき性能を確認していることの適合宣言書（様式例別紙１参照）が該当する。なお、一般社

団法人住宅性能評価・表示協会ホームページには、それらの書類を入手又は入手するための各製造者の製品情報
へのポータルサイト（温熱・省エネ設備機器等ポータルサイト）が掲載されており、完了検査等において活用す
ることができる。 

 
 

  



 

RC 共同（標準計算）2-2 

表1.１.1 設計図書への記載項目・確認方法の例（RC造共同住宅・標準計算） 

種別 記載項目 確認方法 

基本情報 

建て方（一戸建て・共同住宅の別） ・目視に係る現地確認 

部位の構造及び工法 ・目視に係る現地確認 

居室構成（主たる居室とその他の居室、非
居室で構成されているか） 

・目視に係る現地確認 

床面積（主たる居室、その他居室、床面積
の合計） 

・目視に係る現地確認 
・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

吹抜け等の仮想床面積 

地域の区分（1地域～8地域） 

・敷地（建設地）の確認 年間の日射地域区分（太陽光等利用の場合
のみ） 

外皮 

外皮面積の合計 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

熱的境界となる部位 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

外皮（開口部以外）の断熱種類、熱貫流
率、厚さ、面積 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

開口部の種類 ・目視に係る現地確認 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

開口部の平均熱貫流率、平均日射熱取得率 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

ひさし、軒等の有無 ・目視に係る現地確認 

構造熱橋部の断熱補強の施工法、範囲 ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

通風の利用の有無とその計算過程 ・施工記録書等に係る書類確認 

蓄熱の利用の有無とその利用条件等 ・施工記録書等に係る書類確認 

暖房設備 
（主たる居

室、その他
居室） 

暖房設備の有無、暖房方式 ・目視に係る現地確認 

暖房設備の種類 ・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等に係る書類確認 

エネルギー消費効率の区分（ルームエアコ
ンディショナー） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

小能力時高効率型コンプレッサー（ルーム
エアコンディショナー） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

定格能力におけるエネルギー消費効率（FF
暖房機） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

敷設率（床暖房） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

仮想床を除いた敷設率（床暖房） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 
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上面放熱率（床暖房） ・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

断熱配管（ルームエアコンディショナー付
温水床暖房） 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

温水暖房機の種類（その他の暖房設備機
器） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

冷房設備 
（主たる居
室、その他

居室） 

冷房設備の有無、冷房方式 ・目視に係る現地確認 

冷房設備機器の種類 ・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 

エネルギー消費効率の区分（ルームエアコ
ンディショナー） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

小能力時高効率型コンプレッサー（ルーム
エアコンディショナー） 

・納入仕様書等に係る書類確認 

換気設備 

換気方式 ・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等に係る書類確認 

比消費電力 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

径の太いダクト、DCモーター（比消費電
力の記載がない場合） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

換気回数 ・施工記録書等に係る書類確認 

有効換気量率（第一種換気設備） ・納入仕様書等に係る書類確認 

温度交換効率（熱交換型換気設備） ・納入仕様書等に係る書類確認 

給気と排気の比率による温度交換効率の補
正係数（熱交換型換気設備） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

漏気による温度交換効率の補正係数（熱交
換型換気設備） 

・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

給湯設備 

給湯設備の有無、給湯機の種類 ・目視に係る現地確認 

熱効率（石油従来・潜熱回収型給湯器、給

湯専用型） 

・目視に係る現地確認 

・納入仕様書等に係る書類確認 

エネルギー消費効率（ガス従来・潜熱回収
型給湯器、給湯専用型） 

・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 

モード熱効率（ガス又は石油従来・潜熱回
収型給湯器、給湯専用型） 

・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 

品番の指定（電気HP給湯器） ・納入仕様書等に係る書類確認 

冷媒の種類（品番を指定しない場合） ・納入仕様書等に係る書類確認 

タンクユニット容量（品番を指定しない場
合） 

・納入仕様書等に係る書類確認 
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暖房部熱効率、給湯部エネルギー消費効率

又はモード熱効率 

・納入仕様書等に係る書類確認 

タンクユニットの設置場所 ・目視に係る現地確認 

電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯
温水暖房機の区分 

・納入仕様書等に係る書類確認 

ふろ機能の種類 ・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

配管方式、ヘッダー方式のヘッダー分岐後
の配管径 

・施工計画や施工記録書等に係る書類確認 

台所、浴室シャワー、洗面の水栓種別 ・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等に係る書類確認 

高断熱浴槽の使用の有無 ・納入仕様書等に係る書類確認 

照明設備 

主たる居室、その他居室、非居室の照明器
具の種類 

・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

調光の有無 
・目視に係る現地確認 
・納入仕様書等や施工記録書等に係る書類確認 

太陽光発電 －※1  

太陽熱利用 －※1   

コージェネ
レーション

設備 

コージェネレーション機器の種類 ・目視に係る現地確認 

逆潮流の評価 ・施工記録書等に係る書類確認 

品番 ・納入仕様書等に係る書類確認 

※1 住宅専有部に太陽光・太陽熱設備を設ける事例は非常に少ないので、記載は省略する。設置する場合は、

木造戸建て（標準計算）住宅事例 設計監理資料集を参照のこと。 
 

1.2 本資料の構成 

次ページ以降では、建材及び設備別に、次の３つのパートで工事監理の方法を解説している。 
「１）確認項目」では、設計図書の記載内容に応じて、工事監理で確認すべき項目を表に整理している。 
「２）具体的な確認方法」では、”納入前”、”材料納入時”、”施工後”などの工事の各段階において、前述の確

認すべき項目に応じた確認方法を表に整理している。また、標準的な工事監理で行われる確認内容のほか、省エ
ネ基準に係る工事監理において特有の確認方法について説明している。 
「３）確認する図書等の例」では、１）及び２）で示した確認を確認する具体的な図書等の例を示している。 
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2.1 基本情報 

1) 確認項目 

標準計算では、一次エネルギー消費量計算を行うために必要となる、室の構成や床面積等の基本情報を確認
することが必要である。また、暖房設備として温水床暖房を用いる場合、天井高さが4.2ｍを超える吹抜け等
に関しては、当該部分（仮想床）面積を除いた床暖房パネルの敷設率により一次エネルギー消費量計算を行う

ことが出来るので、その際は確認を行うことが必要となる。 
なお、省エネ計算の前提となる地域の区分等は、建設地の住所に応じて定まるため、特別な監理等は特段要

しないものと考えられる。 

 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 確認方法 

2.1-1 建て方（一戸建て・共同住
宅の別） 

共同住宅 住宅の建て方 ・目視に係る現地確認 

2.1-2 部位の構造及び工法 鉄筋コンクリート造 構造・工法 ・目視に係る現地確認 

2.1-3 居室構成（主たる居室とそ
の他の居室、非居室で構成

されているか） 

3LDK 主たる居室とその
他居室、非居室が

ある 

・目視に係る現地確認 

2.1-4 床面積（主たる居室、その

他居室、床面積の合計） 

主たる居室の床面

積：29.81㎡ 
その他居室の床面
積：51.34㎡ 

床面積の合計：
120.08㎡ 

主たる居室床面積 

その他居室床面積 
合計床面積 

・目視に係る現地確認 

・施工計画や施工記録
書等に係る書類確認 

2.1-5 吹抜け等の仮想床面積 仮想床部分の床面

積：3.31㎡ 

吹き抜け部分の天

井高さ 
仮想床部分の面積 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート、監理範囲等 設計図書等（求積図等の床面積）に係る書類確認 

材料納入時 材質、厚さ等 － 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録書等に係る書類確認 
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標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される施工記録書（施工写真を含む。以下同じ。）によ
り、各居室等が設計図書等に定める面積どおりに施工されていることを確認している。さらに必要に応じ、現

場での実測等で確認を行っている。  



 

RC 共同（標準計算）2-7 

2.2外皮 

外皮性能に係る標準計算では、外皮基準への適合及び一次エネルギー消費性能の計算のため、下表に記載す

る事項を設計図書及び外皮計算書に明示することが必要となる。 
 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 確認項目 確認方法 

2.2-1 外皮面積の合計 南面〇㎡、東面〇㎡ 

北面〇㎡、西面〇㎡ 

外皮面積 ・施工計画や施工記録

書等に係る書類確認 

2.2-2 熱的境界となる部位  熱的境界 ・目視に係る現地確認 

・施工計画や施工記録
書等に係る書類確認 

2.2-3 外皮（開口部以外）の

断熱種類、熱貫流率、
厚さ、面積 

A 種硬質ウレタンフォー

ム保温板 2 種 2 号 λ
=0.024W/(m･K) 50mm 
外壁：○㎡ 

・断熱種類 

・熱貫流率 
・厚さ 
・面積 

・施工計画や施工記録

書等に係る書類確認 

2.2-4 開口部の種類 表2.2.1、表2.2.2参照  ・目視に係る現地確認 
・施工計画や施工記録

書等に係る書類確認 

2.2-5 開口部の平均熱貫流
率、平均日射熱取得率 

外皮平均熱貫流率：
0.67W/(m･K) 

冷房期の平均日射熱取得
率：1.8 
暖房期の平均日射熱取得

率：1.6 

・外皮の平均熱貫流率 
・冷房期の平均日射熱

取得率 
・暖房期の平均日射熱
取得率 

・施工計画や施工記録
書等に係る書類確認 

2.2-6 ひさし、軒等の有無 あり ・ひさし、軒等の有無 ・目視に係る現地確認 

・施工計画や施工記録
書等に係る書類確認 

2.2-7 構造熱橋部の断熱補

強の施工法、範囲 

内断熱 

外気2内気2 
壁式等以外 補強仕様1 

・断熱補強の仕様法 ・目視に係る現地確認 

・施工計画や施工記録
書等に係る書類確認 

2.2-8 通風の利用の有無 通風経路を確保するため
に必要となる開口部を設
置する 

・「住戸の床面積当た
りの蓄熱部位の熱
容量計算書」に記載

する材料、厚さ、表
面積等を確認 

・施工計画書や施工記
録書等に係る書類確
認 
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2.2-9 蓄熱の利用の有無 住戸の全般換気の換気経

路（人通口や通気口等
の無い基礎立ち上りの
有無含む。）、外気が経

由する床下の面積の割
合、床下空間の断熱の
有無・仕様 

・全般換気の換気経

路、床下空間利用と
判断できる条件へ
の適合及び床下空

間の面積や断熱仕
様を確認 

・施工計画書や施工記

録書等に係る書類確
認 

 
このうち2.2-4については、開口部の部位で監理の方法が異なるため、以下にそれぞれ分けて概略を記載す

る。 

 

a) 窓の熱貫流率 

窓の熱貫流率を求める方法は、同一の窓であっても以下の①から④に分かれており、いずれの方法を用い

るかにより外皮性能計算で用いる熱性能値が異なることとなる。一般的な設計図書に記載されている情報レ
ベルだと下表①に該当する場合が多いが、設計図書に詳細な仕様の記載や窓メーカー等の性能値資料などが
添付されている際は、確認する項目がより多岐にわたるため注意する必要がある。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 
② 建具の仕様及びガラスの熱貫流率に基づく窓の熱貫流率（建研技術情報等に定める方法） 

③ JIS等に基づく試験や計算により求めた窓の熱貫流率 
④ JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて技術情報により求めた窓の熱貫流率 

 

表2.2.1 窓の熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

窓の熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.2.4-1 製品名（建具） ×社××、アングル付   〇 〇 建具の製品名 

2.2.4-2 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇   窓枠の種別 

2.2.4-3 窓種 引違い   〇 〇 窓種 

2.2.4-4 製品名（ガラ
ス） 

×社×× 
 〇 〇 〇 

ガラスの製品名等 

2.2.4-5 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12
＋FL3） 〇 〇 〇 〇 

ガラスの種類、枚数、中
空層の厚さ、ガス種別、
ガラス建築確認記号等 
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2.2.4-6 スペーサー種別 樹脂スペーサー 

  〇 〇 

複層ガラス端部のスペー

サーの種別（金属・樹
脂） 

2.2.4-7 ガラス熱貫流率 Ug＝2.9  〇 〇 〇 ガラスの熱貫流率 

2.2.4-8 窓寸法 W1,600×H1,800 〇 〇 〇 〇 開口部の大きさ 

2.2.4-9 付属部材等の設

置※ 

雨戸設置 
〇 〇 〇 〇 

シャッター、雨戸、障

子、風除室の設置の有無 

※ 外皮性能計算に用いた場合のみ、付属部材等設置の有無が省エネ工事の監理対象となる。 

 
b) 窓の日射熱取得率 
窓の熱性能のうち日射遮蔽性能に関しては、窓の面する方位の確認と併せ、以下の①から③の方法を定めてい
る。窓の熱貫流率と同様に、いずれの方法を用いるかにより確認する項目も変わることとなる。 

 
① 建具及びガラスの仕様に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 

② 建具の仕様及びガラスの日射熱取得率に基づく窓の日射熱取得率（建研技術情報に定める方法） 
③ JIS等に基づく試験あるいは計算による窓の日射熱取得率 

 

表2.2.2 窓の日射遮蔽性能を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

窓の日射遮蔽性能 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ 

2.2.4-10 製品名（建具） ×社××、アングル
付 

  〇 
建具の製品名 

2.2.4-11 建具の仕様 アルミ枠 〇 〇  窓枠の種別 

2.2.4-12 窓種等 引違い   〇 窓種等 

2.2.4-13 製品名（ガラス） ×社××  〇 〇 ガラスの製品名 

2.2.4-14 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋
A12＋FL3） 

〇 〇 〇 

ガラスの種類、枚数、
中空層の厚さ、ガス種
別、ガラス建築確認記

号等 

2.2.4-15 Low-E日射区分 日射熱取得型 〇   Low-E膜の日射区分 

2.2.4-16 ガラス日射熱取得率 ηg＝0.67  〇 〇 ガラスの日射熱取得率 

2.2.4-17 付属部材の設置※ 紙障子設置 
〇 〇 〇 

和障子、外付けブライ
ンドの有無 
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2.2.4-18 ひさし、軒等の設置
※ 

ひさし設置 
〇 〇 〇 

ひさし、軒等の設置の

有無 

※ 外皮性能計算に用いた場合、付属部材の設置の有無や、オーバーハング型の日除けで外壁からの出寸法

がその下端から開口部下端までの高さの0.3倍以上となる遮熱上有効なひさし、軒等を設置しているか
が監理の対象となる。 

 
c) ドアの熱貫流率 

開口部の熱性能のうちドアの熱貫流率を求める方法は、以下の①から④に分かれている。いずれの方法を用
いるかにより同一ドアであっても監理する項目が異なる点は窓と同様である。 

なお、一般的なドアの熱貫流率に0.034を乗ずることで、日射熱取得率の値とすることができるが、ドアの
うち戸の大部分が透明材料（ガラスなど）で構成されるドアに関しては、窓に準じた方法により確認を行うこ
とが必要となるため、注意する必要がある。 

 
① 戸、枠及びガラスの仕様に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 
②  戸、枠の仕様及びガラス性能に基づくドアの熱貫流率（建研技術情報に定める方法） 

③  JIS等に基づく試験や計算により求めたドアの熱貫流率 
④  JIS等に基づく試験や計算の結果を用いて建研技術情報により求めたドアの熱貫流率 

 
表2.2.3 ドアの熱貫流率を求める方法に応じた確認項目 

 
設計図書等 

の記載内容 
記載例 

ドアの熱貫流率 

を求める方法 確認項目 

① ② ③ ④ 

2.2.4-19 製品名 
（ドア） 

×社×× 
  〇 〇 

ドアの製品名等 

2.2.4-20 戸の仕様 金属製断熱フラッシュ構造 〇 〇   戸の種別 

2.2.4-21 戸の開閉形式 片開き   〇 〇 戸の開閉形式 

2.2.4-22 錠の有無等 彫り込み錠2か所 〇 〇 〇 〇 戸の錠の有無と個数 

2.2.4-23 ポストの有無 ポスト設置 
〇 〇 〇 〇 

戸へのポスト設置の有
無 

2.2.4-24 枠の仕様 金属製熱遮断構造 〇 〇   ドア枠の種類 

2.2.4-25 ガラスの仕様 複層ガラス（FL3＋A12＋
FL3） 

〇 〇 〇 〇 

戸のガラスの種類、枚
数、中空層の厚さ、ガ

ス種別、ガラス建築確
認記号等 
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2.2.4-26 スペーサー種

別 

樹脂スペーサー 

 〇 〇 〇 

戸の複層ガラス端部の

スペーサーの種別（金
属・樹脂） 

2.2.4-27 ガラスの熱貫

流率 

Ug＝2.9 
 〇 〇 〇 

戸のガラスの熱貫流率 

2.2.4-28 ドア等寸法 W900×H2,100   〇 〇 ドア等の大きさ 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 適用ルート、監理範囲等 設計図書等（開口部の熱性能を求める方法）に係る書類確
認 

材料納入時 材質、寸法、仕様等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視・計測に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される施工計画書・施工記録書（施工写真を含む。以下

同じ）・納入伝票等により、使用される面材、材料等が設計図書等に定める仕様に適合、あるいは、定める性能

を有していること及び当該性能を発揮するための適切な施工を行っていることを確認している。 
上記建材等の性能確認に際しては、材料の初期納入時に、使用材料が指定材料であることを製品・納品書・カ

タログ等に記載された認証マークにより立会い確認、工事施工者から提出される施工写真等の確認、施工状況の

立会い確認等を行っている。 
省エネ基準に係る工事監理についても、１）に示す設計図書等の記載内容について確認するとともに、設置状

況の確認を行う。 

具体的には、設計図書等に当該熱性能の根拠となる規格や試験方法が記載されている場合は、施工記録書等に
当該規格や試験方法に基づいていることが分かるよう記載されていることを確認する。その際、工事監理者は、
必要に応じ、使用する材料が所定の熱性能を有していることを証明する書類（第三者認証、自己適合宣言書等）

を工事施工者等に求める。例えば、断熱材の熱性能の第三者認証に係る書類としては、一般社団法人日本建材・
住宅設備産業協会の「優良断熱建材認証書」等が該当する（表示マークによる確認も可能。）。なお、断熱材につ
いては、製造元より様々な流通経路を経て、工事現場に納入されることがあり、工事現場に断熱材の仕様に係る

情報が適確に伝達されるよう、工事施工者等に注意を促す必要がある。 
また、適切な施工の確認においては、設計図書等で部位の熱貫流率の計算に、断熱材以外の面材（せっこうボ

ードや構造用合板等）を用いている場合、当該面材に関しても材料等の仕様あるいは性能を特定し、当該材料が

所定の熱性能を発揮できるよう施工されていることを確認する必要がある。 
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3) 確認する図書等の例 

材料等の仕様確認を行う際は、事前に外皮性能の計算に用いた建材等の範囲や設計図書等の記載内容などに

応じて、必要な確認項目が記載されている図書であることを確認する。 
また、完了検査時に確認が困難となる部分については、必要に応じて施工記録書等があることを確認する。 

 

a) 施工計画書（吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材の例） 

工事監理者は、赤線部分が設計図書の記載内容と一致していることを確認する。 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

チチェェッッククポポイインントト  

2.2-3 

断熱種類、熱貫流率 

チチェェッッククポポイインントト  

2.2-3 

断熱種類、熱貫流率 
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b) 目視・施工写真（断熱補強の例） 

工事監理者は、断熱補強の厚さや範囲が設計図書の記載内容と一致していることを確認する。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

チチェェッッククポポイインントト  

2.2-7 

断熱補強の範囲 

チチェェッッククポポイインントト  

2.2-7 

断熱補強の厚さ 
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c) ガラスの熱性能表示（ガラスラベルの例） 

使用される開口部が設計図書等に記載する、開口部の熱性能を求める方法に応じた仕様等に適合しているこ

とを確認している。 
ただし、省エネに係る工事監理では、外皮性能計算に用いる開口部の熱物性値によっては、目視や一般的な

納入伝票等では要求性能を満たす仕様であることが確認（監理）できないケースも想定される。そのため、開

口部の仕様等の監理を行う際は、事前に外皮性能計算に用いた方法に応じ、監理が必要となる項目を図書等で
確認することが必要となる。 
その上で、監理が難しいと判断した場合、ガラスにあってはガラス面に直接貼り付けてあるガラス建築確認

記号やガラスの熱性能等を記載したラベル、窓全体にあっては住宅開口部性能確認リスト等の、監理上必要な
内容が明示されたラベルあるいは納品書等の準備を求めるなど、工事施工者と事前の打合せも必要と考えられ
る。 

ガラスの熱性能が直接記載されている例を、以下に示す。 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

Ug=1.9
ηg=0.67

チェックポイント 
2.2.4-7 ガラス熱貫流率 
2.2.4-16 ガラス日射熱取得率 

チェックポイント 
2.2.４-5、-14 ガラスの仕様 
（ガラス建築確認記号：次ペ
ージ表参照） 

チェックポイント 
2.2.2-4、-13製品名（ガラス） 
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「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)標準入力法 入力マニュアル」より抜粋 

webprov3_manual_20230403.pdf (kenken.go.jp) 
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2.3 暖房設備 

1) 確認項目 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 確認方法 

2.3-1 暖房設備の有無、暖房方

式 

主たる居室のみ暖房設

置 

暖房設備の有無、暖

房方式 

・目視に係る現地確

認 

2.3-2 暖房設備の種類 ガスFF暖房機 暖房設備機器等の種

類 

・納入仕様書や銘板

等による確認 

2.3-3 エネルギー消費効率の区
分（ルームエアコンディ

ショナー） 

ルームエアコンディシ
ョナー（い） 

ルームエアコンディ
ショナーのエネルギ

ー消費効率の区分 

・納入仕様書や銘板
等による確認 

2.3-4 小能力時高効率型コンプ

レッサー（ルームエアコ
ンディショナー） 

小能力時高効率型コン

プレッサー」が搭載され
たルームエアコンディ
ショナーの使用と、冷房

及び暖房の最小能力が
定格能力の 10 分の 1 
未満である 

ルームエアコンディ

ショナーの小能力時
高効率型コンプレッ
サー 

・納入仕様書や銘板

等による確認 

2.3-5 定格能力におけるエネル
ギー消費効率（FF暖房機） 

エネルギー消費効率
85％ 

FF 暖房機のエネル
ギー消費効率 

・納入仕様書や銘板
等による確認 

2.3-6 敷設率（床暖房） 敷設率：8.5 ㎡/14 ㎡×
100＝60％（当該計算根
拠となった範囲等の図

書への明示含む。） 

室面積と床暖房パネ
ルの設置面積 

・納入仕様書や施工
図、施工計画書等
に係る書類確認 

2.3-7 仮想床除き敷設率（床暖
房） 

2.3-8 上面放熱率（床暖房） 上面放熱率：95.5％（当
該計算根拠となった仕

様等の図書への明示含
む。） 

当該計算根拠となっ
た仕様とその構成 

・納入仕様書や施工
図、施工計画書等

に係る書類確認 

2.3-9 断熱配管（ルームエアコ
ンディショナー付温水床
暖房） 

断熱配管あり 断熱配管の有無 ・納入仕様書や施工
図、施工計画書等
に係る書類確認 

2.3-10 温水暖房の種類（その他
の暖房設備機器） 

パネルラジエーター 温水暖房の種類 ・納入仕様書や銘板
等による確認 
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2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 暖房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる暖房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録等の書類確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される暖房設備機器の納入仕様書等により、設置される
暖房設備機器が設計図書等に記載する種類等に適合していることを確認している。 
標準計算を用いた共同住宅の暖房設備に関する省エネ監理では、一次エネ性能計算で用いた機器仕様等の情

報に応じて、一般的な納入伝票や機器の銘板確認では監理できない内容も含まれるため、詳細な性能値を用い
ている場合は、施工者に確認できる資料等の準備を求めることが必要となる。 

 

3) 確認する図書等の例 

a) 納入仕様書の例（FF石油暖房機） 

 

 

 

チェックポイント 
2.3-5 定格能力におけるエネルギー消費効率（FF暖房器） 

チェックポイント 
2.3-2 暖房設備の種類 
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b) 温水床暖房（併用運転に対応）の例（納品書のセーブモードの有無の記載） 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     ※ セーブモード等の有無により確認する。ただし、他の暖房機器が併せて設置されている場合は、優
先順位表に従い監理対象が異なるため、注意する必要がある。  

 

 

 

  

チェックポイント 
2.3-10 温水暖房の種類（温水暖房） 
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2.4 冷房設備 

1) 確認項目 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 確認方法 

2.4-1 冷房設備の有無、冷

房方式 

主たる居室のみ冷房設置 全館冷房設備、個

別冷房設備の別 

・目視に係る現地確認 

2.4-2 冷房設備機器の種類 ルームエアコンディショナ

ー 

冷房設備機器の種

類 

・納入仕様書や銘板等

による確認 

2.4-3 エネルギー消費効率
の区分（ルームエア

コンディショナー） 

ルームエアコンディショナ
ー（い） 

冷房設備機器のエ
ネルギー消費効率

の区分 

・納入仕様書や銘板等
による確認 

2.4-4 小能力時高効率型コ

ンプレッサー（ルー
ムエアコンディショ
ナー） 

小能力時高効率型コンプレ

ッサー」が搭載されたルーム
エアコンディショナーの使
用と、冷房及び暖房の最小能

力が定格能力の 10 分の 1 
未満である 

ルームエアコンデ

ィショナーの小能
力時高効率型コン
プレッサー 

・納入仕様書や銘板等

による確認 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 冷房設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる冷房設備の確認） 

材料納入時 機器種類、能力等 納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される冷房設備機器の納入仕様書等により、設置される

冷房設備機器が設計図書等に記載する種類、型番等に適合していることを確認している。 
冷房設備に関する確認は基本的に暖房設備と同様となるが、対象となる冷房設備機器はルームエアコンディ

ショナーとダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）のみとなっている。 
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3) 確認する図書等の例（ルームエアコンディショナーの銘板の例） 

  

     

 

  

 

 

チェックポイント 
【設計図書等の型番と一致していることを確認】 
2.4-2 冷房設備の種類及びその効率 

チェックポイント 
2.4-1 冷房方式 
2.4-2 冷房設備の種類及びその効率 
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2.5 換気設備 

1) 確認項目 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 確認方法 

2.5-1 換気方式 ダクト式第三種換気設備 換気方式の種別 ・目視に係る現地確認 

・施工図等による書類
確認 

2.5-2 比消費電力 比消費電力：55(W)/200(㎥/
ｈ)＝0.28（Ｗ/(㎥/ｈ)） 

換気設備の消費電
力、設計風量 

・納入仕様書や銘板等
による確認 

2.5-3 径の太いダクト、DC

モーター（非消費電
力の記載がない場
合） 

内径 100mm のダクトを使

用、DCモーター 

ダクト内径の寸法

や電動機の種別
（AC・DC） 

・納入仕様書や銘板

等、施工図による確
認 

2.5-4 換気回数 建築基準法施行令第 20 条の
7第1項第2号表「その他の

居室」に該当 

建築基準法に基づ
く 0.5 回換気室に

該当していること
の確認 

・納入仕様書や銘板等
による確認 

2.5-5 有効換気量率（第一

種換気設備の場合） 

1.0 機器の有効換気量

率が所定の試験法
に基づき求められ
た性能を有してい

ること 

・納入仕様書や銘板等

による確認 

2.5-6 温度交換効率（熱交

換型換気設備） 

熱交換型換気設備の設置（温

度交換効率60％） 

機器の温度交換効

率が所定の試験法
に基づき求められ
た性能を有してい

ること 

・納入仕様書や銘板等

による確認 

2.5-7 給気と排気の比率に
よる温度交換効率の

補正係数（熱交換型
換気設備） 

0.9 補正係数の算出ツ
ールの計算通りの

機器性能等を有し
ていること 

・納入仕様書や銘板等
による確認 

2.5-8 漏気による温度交換
効率の補正係数（熱
交換型換気設備） 

1.0  

  



 

RC 共同（標準計算）2-25 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 

 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 換気設備の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる換気設備の確認） 

材料納入時 機器種類、仕様等 目視に係る立会い確認、納入伝票等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 

標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される換気設備機器の納入仕様書等により、設置される
換気設備機器が設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 
なお、換気設備の換気回数に関しては、建築基準法施行令第 20 条の 7 第 1 項第 2 号の表等に基づく換

気回数の区分のいずれかに該当していることを確認すればよく、具体の換気回数の実測等を求める訳ではな
い。 

 

3) 確認する図書等の例 

【納入仕様書（24時間換気設備）】 
 

 

 
 

 

 

チェックポイント 
【設計図書等に記載の能力を有しているこ
とを確認】 
2.5-2 DCモーター、2.5-4 電動機の仕様 

 

チェックポイント 
【ダクトの接続径を確認】 
2.5-2 径の太いダクト 
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2.6 給湯設備 

1) 確認項目 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 確認方法 

2.6-1 給湯機の有無、給湯機の種類 ガス潜熱回収型給湯

器 

給湯設備機器の種

類 

・納入仕様書や銘板

等による確認 

2.6-2 熱効率 

（石油従来・潜熱回収型給湯
器、給湯専用型） 

熱効率90% 熱効率 ・納入仕様書や銘板

等による確認 

2.6-3 エネルギー消費効率 

（ガス従来・潜熱回収型給湯
器、給湯専用型） 

エネルギー消費効率

90% 

エネルギー消費効

率 

・納入仕様書や銘板

等による確認 

2.6-4 モード熱効率 
（ガス又は石油従来・潜熱回
収型給湯器、給湯専用型） 

モード熱効率95％ モード熱効率 ・納入仕様書や銘板
等による確認 

2.6-5 品番の指定 
（電気ヒートポンプ給湯器、
ガス瞬間式併用型給湯機、給

湯専用型） 
（電気HPガス瞬間式併用給
湯温水暖房機、給湯・温水暖

房一体型、暖房：ガス、給湯：
電気HPガス） 

ブランド事業者名： 
株式会社×× 

ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ番号：

HP-××× 
貯湯ユニット品番：

S-Y××× 

補助熱源機品番：- 

ブランド事業者名 
HPユニット番号 
貯湯ユニット品番 

補助熱源機品番 
 

・納入仕様書や銘板
等による確認 

2.6-6 冷媒の種類（品番を指定しな
い場合） 

フロン系冷媒 冷媒の種類 ・納入仕様書や銘板
等による確認 

2.6-7 タンクユニット容量（品番を

指定しない場合） 

タンク容量：100L タンク容量 ・納入仕様書や銘板

等による確認 

2.6-8 暖房部熱効率、給湯部エネル

ギー消費効率又はモード熱
効率 
（ガス又は石油従来・潜熱回

収型温水暖房機、給湯・温水
暖房一体型） 

暖房部熱効率87.0％ 

給湯部エネルギー消
費効率90.0％ 

暖房部熱効率 

給湯部エネルギー
消費効率またはモ
ード熱効率 

・納入仕様書や銘板

等による確認 

2.6-9 タンクユニットの設置場所 

（電気HPガス瞬間式併用給
湯温水暖房機、給湯・温水暖

屋外設置 タンクユニットの

設置場所 

・目視による確認 
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房一体型、暖房：電気HPガ

ス、給湯：ガス） 

2.6-10 電気ヒートポンプ・ガス瞬間
式併用型給湯温水暖房機の

区分 
（電気HPガス瞬間式併用給
湯温水暖房機、給湯・温水暖

房一体型、暖房：電気HPガ
ス、給湯：電気HPガス） 

区分1（HP-×××） 電気HP・ガス瞬間
式併用型給湯温水

暖房機の区分 

・納入仕様書や銘板
等による確認 

2.6-11 ふろ機能の種類 ふろ給湯器（追焚あ
り） 

ふろの追焚機能の
有無 

・納入仕様書等によ
る確認 

2.6-12 配管方式、ヘッダー方式のヘ

ッダー分岐後の配管径 

ヘッダー方式、分岐後

の配管径13A以下 

給湯配管の配管方

式と、給湯配管の
配管径 

・施工図等による確

認 

2.6-13 台所、浴室シャワー、洗面の
水栓種別 

全て2バルブ水栓以外 
台所及び洗面水栓：水
優先吐水機能付 

浴室シャワー水栓：手
元止水機能付 

台所、浴室シャワ
ー、洗面に使用す
る給湯水栓の仕様 

・納入仕様書等によ
る確認 

2.6-14 高断熱浴槽の使用の有無 高断熱浴槽（ JIS A 

5532）設置 

高断熱浴槽の設置

の有無 

・納入仕様書等によ

る確認 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 給湯器の種類等 設計図書等に係る書類確認（対象となる換気設備等の確認） 

材料納入時 給湯器種類、熱効率等 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認、施工記録等の書類確認 

 
標準的な工事監理においては、工事施工者から提出される給湯器の納入仕様書等により、設置される給湯器

が設計図書等に記載する仕様等に適合していることを確認している。 

給湯設備機器に関する省エネ監理は、使用する給湯器の種類により確認する性能値の名称や仕様が大きく異
なる他、一次エネ消費性能計算に用いた性能値等の範囲により、納入仕様書のみで当該内容の確認を行えるか
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は異なることとなる。設計図書等で機器の型番等を明示している場合は当該型番の給湯器の設置の確認を行
い、それ以外の場合は事前に監理の対象となる部分を確認することが重要である。 

また、給湯器以外の給湯水栓や高断熱浴槽の使用などについても、一次エネルギー消費量の計算の内容に応
じて確認するため、注意する必要がある。 

 

3) 確認する図書等の例 

a) 潜熱回収型ガス給湯器の機器銘板の例 

 

 

ｂ) 高断熱浴槽の自己適合宣言書の例 

 

 

なお、メーカーによっては、上記のような適合証明書類が、メーカーのホームページ上などで容易に取得す

ることが困難な場合もあるため注意する必要がある。  

 

 

チェックポイント 
2.6-2 熱源機の種類（型番） 

チェックポイント 
2.6-3 エネルギー消費効率 

 

チェックポイント 
2.6-2 熱源機の種類 
BL-bsマークが付されている
場合は潜熱回収型ガス給湯器 
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2.7 照明設備 

1) 確認項目 

 設計図書の記載内容 記載例 確認項目 確認方法 

2.7-1 照明器具の種類 主たる居室：設置しない 

その他居室：設置しない 
非居室：全てLEDを使用 

主たる居室、その

他居室、非居室の
照明器具の種類 

・目視及び納入仕様書

等による確認 

2.7-2 調光の有無 調光：なし 調光の有無 ・目視及び納入仕様書
等による確認 

 

2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 主たる居室、その他居

室、非居室の照明設備
の設置の有無等 

設計図書等に係る書類確認（対象となる照明設備の確認） 

材料納入時 照明器具の種類 目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 施工状況等 目視に係る立会い確認 

 
標準的な工事監理においては、目視により確認により行い、電球等の部分が隠蔽されている照明器具につい

ては工事施工者から提出される照明設備機器の納入仕様書等により、設置される照明設備機器が設計図書等に

記載する仕様等に適合していることを確認している。 
 
3) 確認する図書等の例 

a) 照明器具の例（納入仕様書） 

 

 

 

チチェェッッククポポイインントト  

2.7-1 照明器具の種類 
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b) 人感センサー付き照明スイッチの例 
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2.8 太陽光発電設備 

住宅専有部に太陽光発電設備を設ける事例は非常に少ないので、記載は省略する。 

設置する場合は、木造戸建て（住宅標準計算）住宅事例 設計・監理資料集を参照のこと。 
 
 

2.9 太陽熱利用設備 

住宅専有部に太陽熱設備を設ける事例は非常に少ないので、記載は省略する。 
設置する場合は、木造戸建て（住宅標準計算）住宅事例 設計・監理資料を参照のこと。 
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2.10 コージェネレーション設備 

1) 記載項目 

 記載項目 記載例 確認項目 確認方法 

2.10-1 コージェネ機器

の指定 

ブランド事業者名： 

株式会社●● 
発電ユニット番： 

FCCS00C0NJ[zero] 

貯湯ユニット品番：－ 
補助熱源機品番：

FT0000KRSAWCMZ 

コージェネレーション機

器の品番 

・納入仕様書や銘板等

による確認 

2.10-2 コージェネの種
類 

PEFC（固体高分子形燃
料電池） 

PEFC（固体高分子形燃
料電池）とSOFC（固体

酸化物形燃料電池）の別 

・納入仕様書や銘板等
による確認 

2.10-3 逆潮流の評価 逆潮流なし 逆潮流の有無 ・納入仕様書等による
確認 

 
2) 具体的な確認方法 

標準的な工事監理の概略の流れを下表に示す。 
 

時期 確認項目 具体的な確認方法 

納入前 コージェネレーション
機器の設置の有無 

設計図書等に係る書類確認 

材料納入時 コージェネレーション
機器の品番、種類 

目視に係る立会い確認、納入仕様書等に係る書類確認 

施工後 コージェネレーション
機器の逆潮流の有無 

目視に係るステッカーの確認（2025年4月より運用開始予
定）、または電力会社からの系統連系回答書※やガス会社へ
の余剰電力買取申込書等の有無に係る書類確認 

※電力会社のHP画面、またはそのハードコピーによる確
認の場合がある 

 

標準的な工事監理においては、目視や納入仕様書等により確認し、逆潮流の有無に関してはステッカーの目
視または系統連系回答書や余剰電力買取申込書等により確認し、機器型番に関しては機器銘板の目視等により
設計図書等に適合していることを確認している。 
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3) 現場（実機）での確認内容の例 

【機器銘板】 

 

 

【ステッカー】 

 
 
 

【系統連系回答書、余剰電力買取申込書等】 
系統連系回答書                余剰電力買取申込書 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
※一次エネ計算出力シートの型番に記載のある[baiden2]や [zero]などは実際の機器の品番には記載されてい
ないため、逆潮の有無は銘板記載の機器品番では判断できないので注意する必要がある。 

 

2.10-2 コージェネレーション機器の種類 

2.10-1 コージェネレーション機器の品番（発電ユニット） 

2.10-3 コージェネレーション機器の逆潮の有無の判断 
     （系統連系回答書・余剰電力買取申込書） 

2.10-3 コージェネレーション機器の逆潮の有無 
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3. 省エネ基準工事監理報告書（標準計算） 
 

 

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者

物件概要

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

① 建て方、居室の構成等
　A・B・C

・

・

適・不適

② 床面積等（主たる居室、その他の居室、床面積合計、吹抜け等）
　A・B・C

・

・

適・不適

① 熱的境界となる部位、面積
　A・B・C

・

・

適・不適

② 熱的境界となる屋根、外壁等の部位の仕様、熱貫流率
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 窓の仕様、設置状況（付属部材や庇の設置状況を含む）
　A・B・C

・

・

適・不適

④ 構造熱橋部の断熱補強の仕様、範囲（鉄筋コンクリート造の場合）

　A・B・C

・

・

適・不適

⑤ 基礎断熱部の基礎の形状、範囲等
　A・B・C

・

・

適・不適

① 暖房方式、暖房設備機器の種類
　A・B・C

・

・

適・不適

② 暖房設備機器の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 暖房設備等の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 冷房方式、冷房設備機器の種類
　A・B・C

・

・

適・不適

② 冷房設備機器の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 冷房設備等の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 換気方式、換気設備の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

② 換気設備等の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

① 給湯設備の有無、熱源機の種類
　A・B・C

・

・

適・不適

② 給湯設備機器の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

③ ふろ機能、給湯配管、水栓、浴槽の仕様等
　A・B・C

・

・

適・不適

①
　A・B・C

・

・

適・不適

－ 1 －

主たる居室、その他居室、非居室の照明設備の種類、制御等の設置状況

４．冷房設備

２．外皮

１．基本情報

５．換気設備

７．照明設備

６．給湯設備

３．暖房設備

確認

結果

省エネ基準工事監理報告書（標準計算）

                    　様
令和　　　年　　　月　　　日

建 築 主

工 事 名 称

敷 地 の 地名 地番

項　　　目 報　　　　告　　　　事　　　　項
照合を行った

設計図書
確認方法

任意様式
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報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

①
　A・B・C

・

・

適・不適

② 太陽電池アレイの種類、容量
　A・B・C

・

・

適・不適

③ パネルの設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

①
　A・B・C

・

・

適・不適

② 液体集熱式太陽熱利用設備の種類、品番
　A・B・C

・

・

適・不適

③ 液体集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

④ 空気集熱式太陽熱利用設備の仕様、性能
　A・B・C

・

・

適・不適

⑤ 空気集熱式太陽熱利用設備及び集熱部の設置状況
　A・B・C

・

・

適・不適

①
　A・B・C

・

・

適・不適

② 逆潮流の有無
　A・B・C

・

・

適・不適

［注意］

１．本様式は、「標準計算法」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した住宅に係る工事監理を対象としています。

２．計算対象となる設備等が無い場合は、当該設備等に係る項目の記載は不要です。

３．「照合を行った設計図書」の欄は、建築物省エネ法施行規則第１条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載してください。

４．「確認方法」の欄は、A・B・Cのうち、該当するものを○で囲んでください。Cに該当する場合は、確認に用いた具体的な書類を記載してください。

A:目視による立会確認　B: 計測等による立会い確認　C：施工計画書等・試験成績書等による確認

－ 2 －

10．コージェネレー
ション設備

コージェネレーション機器の品番、種類

照合を行った

設計図書
確認方法

確認

結果

パワーコンディショナの低下う負荷効率

太陽熱利用設備の種類

８．太陽光発電設備

９．太陽熱利用設備

項　　　目 報　　　　告　　　　事　　　　項








